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ごあいさつ 
 

 さわやかな初夏の季節を迎え、皆さまには益々ご清栄のこととお慶び  

申し上げます。 

平素は私ども「のとしん」に対し格別のご愛顧とご支援を賜り、厚く 

お礼申し上げます。 

さて、本年も当金庫の現況についてより深いご理解をいただくため  

「 REPORT2020 のとしん」を作成いたしましたので、ご高覧いだければ  

幸いです。  

新しい天皇陛下が 5 月 1 日に御即位され、新元号となった令和元年は、  

9 月には我が国で初めてのラグビーワールドカップが開催されましたが、  

相次ぐ台風の襲来、 10 月から消費税率 10％への引き上げ、世界経済の面でも米中貿易

摩擦の問題や英国の EU 離脱などもあり、令和元年度通じての我が国経済の下押し要因

となったところです。12 月にはそれらに対応する経済対策も実施されましたが、令和 2

年 3 月に至りＷＨＯの新型コロナウイルスの「パンデミック」表明などもあり、景気の

急減速が見込まれるほか、マイナス金利や地域の人口減少などの外部要因は相変わらず

私ども地域金融機関にとって引き続き厳しい経営環境となりました。 

 特に今回のコロナウイルス禍によって人の交流が減り、宿泊業や飲食業をはじめ多く

の企業の方に大きな影響を与えていますが、のとしんは、お客さまが困っていらっしゃ

る時にこそお役にたつ信用金庫でありたいとの思いから、従来以上にお客さまの様々な

ご要望に対し、きめ細かく対応していきたいと考えます。また、今回のコロナ禍のなか

で在宅勤務や働き方の変容、新生活様式への対応が求められ、それらの大きなデジタル

化への変化に対応できなければ金庫としても生き残れない、それらを十全に活用できて

こそ、お客さまに新しいサービスの提供や地域の魅力向上、その情報発信強化が可能に

なるのだと思います。  

 

さて当金庫の令和元年度の決算は、預金残高 310,151 百万円、貸出金残高 176,551 百

万円となりました。また自己資本比率は 12.81％と必要な国内基準４％を大幅に上回っ

ています。一方、収益面では本業益であるコア業務純益が前期比 114 百万円増の 424 百

万円、同じく経常収益が前期比 130 百万円増の 4,235 百万円となりましたが、経常利益

は前期比 106 百万円減の 200 百万円となり、増収減益となりました。  
 

コロナウイルス禍を含め地域を取り囲む環境が厳しさを増すなか、当金庫が担うべき

役割はますます重要なものとなると思われますが、地域金融機関の使命、地域経済を全

力で支え、お客さまのために奉仕するという基本理念を忘れることなく、この困難な時

代に立ち向かっていく所存です。「疾風勁草」 
 

何卒、皆さまにはより一層のご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶

といたします。 

 

令和２年７月 

理事長   鈴 木 正 俊 
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のとしんと地域社会
■ のとしんが考える地域貢献について

地域社会の維持・発展を目的とする　金融を核としたサービス業

　のとしんは、能登・金沢地域を事業区域として、地元の中小事業者や住民の皆様が会員となって、お互いに助け合
い、発展していくことを共通の目的として運営されている相互扶助を理念とする金融機関です。
　お客様の大切な資金をお預かりし、地元で資金を必要とするお客様にご融資を行うとともに、各種の経営支援を
行っております。またお客様の資産形成に資することによって、地元の事業や生活の繁栄へのお手伝いをするととも
に、地域社会の一員として中小事業者や住民の皆様と強いきずなで結ばれたネットワークを形成し、地域経済の持続
的な発展に努めております。
　また、これらの金融機能以外にも地域の「社会的共通資本」ともいうべき「自然保護」や「文化振興・承継」及び「人
的資源の育成」、「地域コミュニティの維持」等を通じて、地域社会の維持・発展に貢献していきたいと考えます。
　すなわち、のとしんは、地域社会の維持・発展を目的とする、金融を核としたサービス(厚生)を提供できる共同組織
を目指しております。

地 域 社 会

事 業 部 門 家 計 部 門

資産
自治体預金

負債・資本
自治体債務

社会資本
公共財　道路等

「社会的共通資本」

自然保護
文化振興・承継　　　スポーツ振興
人的資源の育成・活用

コミュニィティ維持・経済活性化

世界

ヒト
モノ
カネ

非営利法人 協同組織厚生提供

サービス提供

厚生提供

出資・利益
サービス提供

資産 負債・資本
会員組織

資産 負債
預金
　○子育て
　○環境
預かり資産
金融経済教育
相続支援

個人ローン
　○教育
　○住宅
　○消費者
　○女性応援

経済主体支援サービス
創業支援
事業承継
補助金申請補助

お金を貸す前に知恵を貸す(課題解決型、提案型営業） あんがと営業（顧客本位の業務運営）

森を育てる(長期的な視点で収益管理） お金の他産地消（外からの資金流入と支出は地域内循環）

わたしたちは、のとしんです

預金
　○環境

融資
　○省エネ
資本性ローン
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■ 文化的・社会的貢献活動 

「地域社会の一員であること」 
それがのとしんの原点です。 

愛すべきこの地域の発展のためにできることを、わたしたちはさまざまな角度から、しっかりと取り組ん

でいきたいと考えています。 

“小さな出会いを大きなふれあいへ” 今日もあなたのそばで・・・・・・・・のとしんです。 
 

◆地域貢献活動への参加 

平成７年より毎月１７日をボランティアの日と定め、各地域での清掃活動等を実施しています。本活動は、令和２

年３月末で２９９回を数えました。また、この活動は、平成２９年６月に行われた第２８回全国「みどりの愛護」のつど

いで国土交通大臣表彰を受けております。 

今後も、各市町のお祭りをはじめ、スポーツ大会や文化活動に積極的に参加し、地域を盛り上げてまいります。 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ◆顧客ネットワーク化による地域交流 

     のとしん悠々倶楽部、キャロットクラブなど各種顧客サークルがあり、旅行やゲートボール大会など、のとしんの
会員が楽しく集っています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1.6.25～ 「七尾港開港 120周年記念チャー

タークルーズ」 

31.4.12  新入職員研修 
ゴミを拾いながらの３０キロ歩行 

 

1.6.1 「第 68回金沢百万石祭り」 

百万石踊り流し 

1.10.24 第 36回のとしん理事長杯 

争奪ゲートボール大会開催 

1.10.16～1泊 2日 のとしん悠々倶楽部 

和倉温泉くつろぎの旅/ 
2019ビッグスペシャルショー（～17日） 

1.8.1 本店営業部にて 

      ｶﾌﾞﾄﾑｼのプレゼント 

 

 

1.8.26～30 COCプラス事業 

共創インターンシップ 
     

1.7.14 七尾港まつり「第 41回総踊り」 

1.8.25 城山クリーン大作戦 

1.10.27 金沢マラソンボランティア 

 

1.8.8 鳴和支店にて献血活動 
     

1.9.27 毎月１７日のボランティア活動 
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■ のとしん環境保全活動 

「自然豊かなふるさとを次代の子どもたちに残すために」 

当金庫は、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を重視する金庫経営を

目指し、特に社会的な問題となっている「人口減少」と「環境問

題」を地域における重要課題として捉え、取り組んでおります。 

豊かな自然に恵まれた能登をはじめ“いしかわ”のかけがえの

ない環境を保全し、次代を担う子どもたちに自然豊かなふるさと

を引き継いでいくことは、企業市民としての責務であるとの考え

から、事業活動に伴う環境負荷の低減をはじめ、金融機能を通じ

て企業や個人の環境保全活動の支援等、地域と一体となった環

境配慮型経営に取り組み、地域経済の発展、豊かな地域社会づ

くりに貢献していきたいと考えております。 
 

◆のとしんの森づくり 

  当金庫では、平成２０年５月１日に石川県と「企業の森づくり」協定を締結し、中能登町の石動山県有林３ｈａにおいて

森づくり事業を始め現在に至ります。 

◆のとじまの松林再生活動 

  平成２６年７月１日に石川県と「企業の森づくり」協定を締結し、七尾市能登島半浦地区の県有林において松林再生

活動に取り組んでおります。 
 

「森づくりファンド」は当金庫創設の基金です。 

地球温暖化の原因である“二酸化炭素（ＣＯ２）”の吸収を図るため、能登の森で人工林の整備、植林などを中心に、

「石川県」や「公益社団法人石川の森づくり推進協会」の技術指導のもと、ボランティア等のご協力を得ながら環境保

護活動を実施しております。おかげさまで１２年目となる昨年度も多くのお客さまに“森づくりファンド”にご賛同いただ

き、本定期預金に８８億円のお預け入れをいただきました。このお預け入れ額を基にした「お客さまからの寄付金」お

よび「当金庫の拠出金」を活動資金とし、令和元年度は７月と１１月に石動山（中能登町）の「ボランティアの森ゾーン」

において、枝打ち、間伐、苗木の植樹、林道清掃などを行いました。 

これまでに行った森づくりの結果、県が創設した「森林整備活動ＣＯ２吸収量認証制度」で ９．０トン（累計２４６トン）

の二酸化炭素を吸収したものと認定されました。 

また、平成２６年からは「のとじまの松林再生活動」を開始しました。近年、薪を使わなくなったことなどにより松

林の手入れが行き届かなくなったことや、松くい虫や台風の被害等により松林が衰退、荒廃しているなか、こ

うした松林の再生活動を通じて里山づくりを推進し、自然豊かな能登の原風景の再生を目指しております。

令和元年度は１０月に地掻き、間伐材の搬出などを行いました。 

  今後も皆さまからのご寄付を有効に活用し、森づくり事業に取り組んでまいります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 

 
 

【森づくりファンド 令和元年度収支】        単位：千円   

期 初  基 金  残  高 ３，０１６ 

収    
 
入 

基   金   額 ３３５ 

 うちご預金者からの寄付額 ６８ 

うち当金庫拠出額 ２６６ 

うち決算利息 ０ 

支 
 
出 

森づくり費用 ４３０ 

 第２３回石動山の森づくり ２４２ 

 第２４回石動山の森づくり ０ 

 第６回のとじまの松林再生活動 １８７ 

児童環境学習活動費用 ７０ 

期 末  基 金  残  高 ２，８５１ 

 

第 29回信用金庫ＰＲコンクール 
 全信協会長賞受賞ポスター 

1.7.20 第 23回石動山の森づくり 1.10.26第 6回のとじまの松林再生活動 
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■ 長谷川等伯再発見ファンド事業 

「地域文化の“振興および次代への承継”」 
 

当金庫は平成２２年から、ふるさ

と文化応援定期預金「長谷川等伯

再発見ファンド“等伯”」を発売し、

お客様からその利息の一部をご寄

付いただき、その浄財の活用によ

り「長谷川等伯ふるさと調査」を実

施してきました。 

この調査は、画聖の没後４００年

を記念し、能登時代に信春と名乗

った等伯の実像を探る目的で、平

成２２年７月から現地調査を始めたものです。 

     ３次、５年間にわたる調査において、等伯研究に意義のある数々の成果をあげることができました。 

     また、平成２８年８月から平成３０年度までの３年間、等伯という稀代の絵師を生んだ戦国時代の七尾城

と、七尾城下町で花開いた能登畠山文化の実像を明らかにする調査事業「能登畠山文化の源流をゆく」を

実施しました。畠山氏のもと、都に劣らない一流の文化が花開き、戦国期随一の文化大名だったことが明

らかになるとともに、七尾城の庭園跡などの往年の栄華を伝える物証を初めて確認するなど、畠山文化へ

の理解が深まりました。 

     昨年度からは、再び長谷川等伯の調査を３か年計画で立ち上げ、かつての調査では明らかにできなか

った等伯のルーツとも呼ぶべき養祖父・無分（無文）、等伯の上洛以降の「空白の１７年」、等伯後の長谷川

派の子孫や門人などの足跡を追う調査を始めております。 
 

◆ 『長谷川等伯再発見ファンド』について 
１．事業内容 

○歴史・文化継承活動 

高度な文化的土壌と豊かな風土のなかで培われ、受け継がれてきた地域の文化遺産を次の百年へと発展、

継承していくための活動を行います。 

○足跡の調査・研究活動 

能登で活躍した時代の足跡を調査・研究し、埋もれてきた等伯伝説を明らかにすることで、文化遺産としての

価値を高めます。 

○作品収集への支援活動 

作品収集を支援することで、等伯生誕地としての地域ブランドの向上を目指します。 

○情報発信活動 

等伯の魅力を広めるための啓発活動、情報発信活動を行います。 
 

２．活動資金 
“ふるさと文化応援定期預金”の取扱いによる「お客さまからの寄付金」および「当金庫の拠出金」を活動資金と

します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【等伯ファンド 令和元年度収支】    単位：千円   

期 初  基 金  残  高 ２５，７１９ 

収    
 
入 

基   金   額 ５６５ 

 
うちご預金者からの寄付額 １２３ 

うち当金庫拠出額 ４４２ 

うち決算利息 ０ 

支

出 

能登畠山文化の源流を行く 

特別協賛事業 
１０，０００ 

計 １０，０００ 

期 末  基 金  残  高 １６，２８５ 
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のと共栄信用金庫 ＳＤＧｓ宣言 
   

のと共栄信用金庫は、地域社会の一員として、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
の理念に賛同し、その達成に向けた取組みを通じ、持続可能な地域社会の実現
に努めてまいります。 

令和元年６月１７日 
のと共栄信用金庫 
理事長  鈴木正俊 

・中小事業者の皆様との伴走とライフサイクルに応じた課題の
共有  

・付加価値営業力の強化とコンサルティング機能の拡充  
 etc. 

・地域応援コーディネーターの育成  
・地域の環境保全と豊かな自然の次世代への継承  
・ＳＤＧｓセミナー等の啓発事業の推進  
・「のとしんふるさと基金」を活用した助成の実施  
 etc. 

・マネーアドバイザーの能力向上とフィデューシャリーデュー
ティの徹底。  

・地域住民の皆様のライフサイクルに応じたイベントの開催  
 etc. 

■  のとしんのＳＤＧｓへの取組み  

当金庫はこれまで、地域金融機関として、地域の皆様の幸せと地域社会の繁栄を願い、地域の課題
の解決に向けた様々な取り組みを行ってきました。今般、ＳＤＧｓの理念が広く一般に浸透しつつあ
るなか、当金庫としてもその取組みに賛同し、「のと共栄信用金庫ＳＤＧｓ宣言」を行い、その理念
を経営に反映させることで、これまで以上に地域の皆様とのパートナーシップを強化し、共に持続可
能な地域社会を目指すことといたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ＳＤＧｓとは、平成 27 年 9 月の国連総会で採択された「持続可能な開発目標」で、 17
のゴールと 169 のターゲットで構成されています。  
 当金庫では、ＳＤＧｓを、地域社会のさまざまな関係者が、それぞれの領域や立場を超
えて、ともに幸せな地域の未来を描きつつ、持続可能な地域社会の実現に向けて、協働し
て取り組むチャレンジと位置付けました。  
 当金庫は、基本理念『心』の精神のもと、地域社会のさまざまな関係者とのパートナー
シップを強化するとともに、ＳＤＧｓの理念を経営に反映させることで、地域社会ととも
に持続的に成長してまいります。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【重点推進項目】 

①中小事業者の皆様の成長、発展、承継のお手伝いを通じた地域経済の持続的発展 

 

 

 

  ②お客様のより安心で豊かな生活を実現するための資産形成のお手伝い  

 

 

 

③パートナーシップの強化と協働の推進  

 

 
 

地域 

お客様 

創業 教育 

活動の輪を広げる 

環境 

承継 
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 ■ わがまち基金プロジェクトの取組み 
 
 平成３０年８月、地域の総合的な付加価値向上を目指し

ながら、当金庫としての新たな金融のしくみを構築する

ことを目的に、日本財団「わがまち基金」を活用したわ

がまち基金プロジェクトをスタートいたしました。 

 モデル地域として、七尾市大呑地区を選定し、地域が

自ら稼ぎ経済が循環する魅力と事業性あふれるコミュニ

ティを目指しております。生産人口減少、空き家の増加、

高齢化など抱える問題は様々ですが、当金庫の地域創業

応援コーディネーター１０名が課題解決に向けて地域と

ともに取組んでおります。 

 具体的には、飲食事業、宿泊事業、体験・特産品

開発事業の３グループで活動をしており、各々県外

視察や地域とのワークショップ、専門家を交えた勉

強会などを実施してきました。 

現在、飲食事業では、本年５月に市内飲食事業者

の誘致が実現、当地域の中心部においてオープンし

ました。豊富な山海の幸をつかった料理は定評が高

く、すでに富山などからのリピート客が多く、地域

活性化の起爆剤的存在として期待されております。

又、宿泊事業は地域の空き家のリノベーションを実

施、完成間近であり１棟貸切りの形態で、８月の開

業を目指しております。しかし、当地域の空き家は

依然多く、今後も増加する懸念が大きいことから、

２棟目を視野に入れ空き家調査なども実施しております。 

特産品開発、体験事業では、和倉温泉旅館と連携した薪割り

ピザ焼き体験、当地のお米を使った地酒「大呑雫」開発を実施

しました。「大呑雫」は、市内の酒屋や観光施設などで販売さ

れており、当地の飲食店でも好評であり地域を売り出すきっか

けづくりに一役買っております。このように各事業が有機的に

つながることで、地域活性化の歯車がうまく回りだしたような

手ごたえを感じております。 
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 概 況 及 び 組 織  

 

１．基本理念  

 

              心    
基本理念  

 

人びとの幸せと 

郷土の繁栄をねがい 

すばらしい
あした

未来を実現するために 

若さと誠意と情熱をもって 

たゆみなく前進します 

 

 

 

２．行動指針  

 

「心を大切にする」こころ  
行動指針  

 

まごころで接しよう そこに信頼が芽ばえる 

笑顔でつつもう   みんなが心豊かになる 

思いやりをもとう   まわりに幸せが拡がる 

創意をみがこう   そこに活力が生まれる 

チャレンジしよう   そこにこそ
あした

未来が開ける 

 

  

のとしんの基本理念、行動指針の底に流れているものは、

人と人とのかかわり合いを大切にする心であり、相手の身にな

って考えることを生きがいとする心です。 

のとしんの役職員一人ひとりが、地域社会やそこに住むす

べての人々に支えられていることを深く認識し、基本理念、行

動指針の「心」のもと、それぞれが力を合わせ、役割や責任を

果たして行きたいと考えております。 
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理事・部長

参事役・室長

かしま支店

常務執行役員・室長

参事役・羽咋支店長

理事・部長

理事・室長

 室屋　範夫

理事・部長

　　　伊藤　康夫
　　理事

担当部長

理事長・専務理事・常務理事・常勤理事・常勤監事
執行役員・参事役・部室長
　  オブザーバー

　　　副部長・専任部長・専任室長

＜営業店（能登地区）＞　（１３店舗）

　代表理事 （※1）

　代表理事・統括本部長 　（本店営業部・川原町支店・小丸山支店）

　代表理事・営業本部長 ・七尾西まごころセンター（２店舗）

　代表理事・管理本部長 　（和倉支店・鹿北支店）

　総合戦略部長 ・羽咋まごころセンター（３店舗）

　営業本部副本部長・能登地区統括部長 　（羽咋支店・志雄支店・押水支店）

　融資管理部長 ・外　５店舗

  （※1）

  （※1）

＜営業店（金沢地区）＞　（１４店舗１出張所）

  （※2） ・河北まごころセンター（２店舗）

　（七塚支店・宇ノ気支店）

　事務管理部長 兼コンプライアンス室長 ・金沢南まごころセンター（３店舗）

　業務監査部長 　（金沢南支店・久安支店・八日市支店）

　ふるさと創生部長 ・金沢東まごころセンター（２店舗１出張所）

　金沢地区統括部長 　（森本支店・鳴和支店・木越出張所）

・金沢西まごころセンター（２店舗）

　（野町支店・竪町支店）

・外　５店舗

高浜支店
富来支店

営
業
店

（
能
登
地
区

）

金沢地区統括部担当部長・ﾌﾞﾛｯｸ長

七尾地区統括

本店営業部長
牧出　淳一

七尾まごころセンター
七尾西まごころセンター

羽咋まごころセンター
川口　昭彦

羽咋地区統括

開化　信幸

非常勤監事

専 務 理 事

総代会 　　常務理事

非

常

勤

理

事

　　常務理事

　　　鰀目　剛
　  副本部長

業 務 監 査 部

　　　　竹田　徹

　　専務理事

常勤監事

非

常

勤

監

事

常

勤

監

事

常
　
勤
　
理
　
事

常
　
務
　
理
　
事

コンプライアンス室

総 務 部

部長

能登地区統括部

　　鰀目　　剛

執行役員・部長

　　片原　孝憲

経 営 支 援 室

　　片原　孝憲

金沢地区統括部

常務執行役員・部長

常務執行役員

小 田 與 之 彦

泉 総 一 郎

常 勤 理 事

理 事

常 務 理 事

常 務 理 事

専
　
務
　
理
　
事

執

行

役

員

吉 川 外 喜 男監 事

執 行 役 員

執 行 役 員

荒木　信幸、開化　信幸

　　泉　総一郎

常 勤 監 事

理 事

常 勤 理 事

小 石 芳 一

宮 本 明

小 松 栄 子

執 行 役 員 高 橋 和 夫

※1は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合わせ」に基づく職員外理事です。
※2は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。

総 合 戦 略 部

　　寺　美津男

事 務 管 理 部

融 資 管 理 部

　　竹森　　剛

　　鰀目　孝和

人 材 開 発 室

参事役・部長

業 務 部

野々市支店

第一ブロック

鰀 目 剛

鰀 目 孝 和

　　高橋　和夫

　　小石　芳一

　　宮本　　明

３．事業の組織図と役員・執行役員一覧

（令和２年６月１２日現在）　

　　泉　総一郎

理
　
　
事
　
　
長

会
　
　
　
　
　
長

　　山田　浩義

　　本部長

　　本部長

松田　久祝

　　　田村　謙吉

鈴 木 正 俊

ふるさと創生部

金沢南まごころセンター

金沢西まごころセンター

大 林 重 治 　
理 事 長

室 屋 範 夫

伊 藤 康 夫

池 水 龍 一

竹 田 徹

会 長

田 村 謙 吉

片 原 孝 憲

常 勤 理 事

執行役員・金沢地区統括部長・ﾌﾞﾛｯｸ長

高橋　和夫
河北まごころセンター

参事役・センター長

監 事

内灘支店
津幡支店

営
業
店

（
金
沢
地
区

）

第二ブロック

・七尾まごころセンター（３店舗）

金沢地区統括部担当部長・ﾌﾞﾛｯｸ長

荒木　信幸

【 役 員・執行役員 一 覧 】

　　本部長

執行役員・部長

執行役員・部長

金沢東まごころセンター

杜の里支店
西部支店

第三ブロック

常勤理事会

監 事 会

統括本部

理 事 会

営業戦略会議

営業本部

管理本部
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－１０－ 

４．事業の概況 

 
■ 令和元年度業績 
 

預 金 預金残高は、前期末比 ２，９７２百万円（０．９４％）減少し、 ３１０，１５１百万円となりました。 

科目別では、要求払性預金が ６，３８３百万円（５．２９％）増加したのに対し、定期性預金は ９，３５５百

万円（４．８５％）減少しました。 

また、個人事業者預金が ４３百万円（０．２０％）、法人預金が ３，４３８百万円（６．７５％）、公金預金が 

７６８百万円（３．９８％）、ともに減少したものの、個人預金は １，２７９百万円（０．５７％）増加しました。 

                                           （単位：百万円） 

 令和元年度 平成３０年度 増  減 増減率 

預 金 積 金 ３１０，１５１ ３１３，１２３ △２，９７２ △０．９４％ 
 

貸 出 金 貸出金残高は、前期末比 ４，５４４百万円（２．６４％）増加し、 １７６，５５１百万円となりました。 

事業性融資は ５，７７６百万円（５．７８％）増加したものの、住宅ローンを中心とした個人ローンが ８６８

百万円（２．３６％）、地公体向け融資が ３６３百万円（１．０２％）、それぞれ減少しました。 

                                           （単位：百万円） 

 令和元年度 平成３０年度 増  額 増減率 

貸 出 金 １７６，５５１ １７２，００７ ４，５４４ ２．６４％ 
 

出 資 金 

諸積立金 

 

自己資本

比 率 

出資金は、期末残高 ７４６百万円（会員数 ２９，９２６人）となりました。 

諸積立金等の期末残高 １７，３２７百万円を合わせ、純資産残高（当期純利益を含む）は １９，０３１百

万円となりました。 

自己資本比率は、前期末比０．５３ポイント低下したものの、１２．８１％と国内基準の４．０％を大きく上回

っております。 
 

  令和元年度 平成３０年度 増  減 

自己資本比率 １２．８１％ １３．３４％ △０．５３㌽ 
 

利 益 等 利回りの低下が継続するなかで資金の効率的運用に努めた結果、有価証券利息配当金が増加したこと

に加え、役務取引等収益が増加したことにより、経常収益は８期ぶりの増収となりました。 

一方、経費の削減に引き続き努めたものの、新型コロナウイルスの影響で株式市場が下落したことや、

将来に備えて不良債権の償却を進めたことにより、臨時費用が一時的に増加し、経常利益、最終利益はと

もに３期連続の減益となりました。 

                                  （単位：百万円） 

 令和元年度 平成３０年度 増  減 増減率 

経 常 収 益 ４，２３５ ４，１０５ １３０ ３．１７％ 

コ ア 業 務 純 益 ４２４ ３０９ １１４ ３７．０３％ 

業 務 純 益 ５９８ ３９３ ２０４ ５１．８６％ 

経 常 利 益 ２００ ３０６ △１０６ △３４．７２％ 

当 期 純 利 益 ９５ ２００ △１０４ △５２．０７％ 
 

店舗及び

職 員 

そ の 他 

営業店舗数は ２８店舗（出張所を含む）と前期と同様です。 

その他店舗外の現金自動機コーナーは、令和２年７月１日現在、２１ヵ所設置しております。 

また、期末役職員数は ２２１人で、前期末に比して７人減少しました。 
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令和２年度事業推進計画 骨子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重点課題 主要施策 ＳＤＧｓ対応項目 

新型コロナウイルス対策 
「新型コロナウイルス対策に係る基本方針」 

に基づく取組みの徹底 
③⑧⑪ 

1.事業者向けコンサルティング機能の 

強化 

(1)ライフサイクルに応じた事業支援 
②⑧⑨ 

(2)事業性評価に基づく課題の解決 

2.個人向けコンサルティング機能の 

強化 

(1)お客様本位と利便性向上の取組み 
④⑧⑩ 

(2)ライフサイクルに応じた最適プランの提案 

3.地域の課題解決に向けた取組み 
(1)地域特性に応じた事業運営と域内連携の強化 ①②⑥⑧⑪ 

⑫⑬⑭⑮⑰ (2)地域資源の活用と活性化 

4.活力に満ちた職場づくり 
(1)一人ひとりが輝くための成長機会の提供 

⑤⑯ 
(2)意欲を生み出す組織づくり 

5.経営の効率化 
(1)経営資源の効率的活用 

⑪⑫ 
(2)資産の効率的な運用 

(注 1) 実質コア業務純益 ＝ コア業務純益 － 投資信託売却損益 

【 機会 】 
○探求型対話の実践 
○老後に向けた資産形成意識の高まり 
○キャッシュレス化と顧客チャネルの多様化 
○働き方改革に対する社会的意識の高まり 
○SDGｓ経営におけるビジネス訴求力の拡大 
○事業承継ビジネスの拡大 
○ＩＣＴ（情報通信技術）の進展と活用の高度化 
○政権の安定とローカル・アベノミクスの推進 
○高年齢者・女性の活躍促進 

【 脅威 】 
○少子高齢化・人口減少による地域経済の縮小 
○人手不足、人材確保難 
○超低金利環境の長期化 
○民法改正による債権管理回収業務の複雑化 
○他金融機関、異業種との競争激化 
○廃業の増加と相続預金の流出 
○ＩＣＴの進展に伴う顧客ニーズの多様化・複雑化 
○景気後退と与信費用の増加懸念 
○海外情勢の不透明感の拡大と国際的な金融規制の強化 

持続可能なビジネスモデルの確立に向けて 
共感・共創・共栄 

１．金庫の活動に対し、会員、お客様、地域からの共感を得られるように努める。 

２．事業価値の向上に向けた支援を通じ、地域の稼ぐ力の維持・向上に努める。 

３．エンゲージメントの向上を図り、職員自らの成長意欲と仕事に対する熱意を醸成する。 

４．経費の削減と非資金利益獲得の強化および適切な債権管理に努める。 

５．全金庫的な法令等遵守態勢と金融政策の変更を見据えたリスク管理態勢の高度化を図る。 

強靭な経営体質 
顧客基盤・財務基盤・人財基盤の強化 

 

・預金平残 ＰＢ  １４０億円 

・貸出金平残 ＰＢ  ７８億円 

・非資金利益比率１０％以上 

・実質コア業務純益  ７億円 
（ＰＨ３００万円以上） 

・実質ＯＨＲ   ７５％以下 

・本業支援 

継続実施先１,０００先以上 

 

長期的視点での 

収益管理 

課題解決型 

提案型営業 

あんがと営業 

（顧客本位の業務運営） 
お金の他産地消 

【 元年度見込み 】 

・預金平残  ＰＢ １１２億円 

・貸出金平残 ＰＢ６１.７億円 

・非資金利益比率   ３.１％ 

・実質コア業務純益２.９億円 
（ＰＨ１２７万円） 

・実質ＯＨＲ    ９１.２％ 

・本業支援 

継続実施先     ４２４先 

【 ２年度目標 】 

・預金平残  ＰＢ １２６億円 

・貸出金平残 ＰＢ  ７０億円 

・非資金利益比率   ３.８％ 

・実質コア業務純益３.４億円(注 1) 
（ＰＨ１４６万円） 

・実質ＯＨＲ     ８８％ 

・本業支援 

継続実施先     ５２０先 

 

10年後の姿 

ありたい姿 

新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた 

金融仲介機能の発揮 
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－１２－ 

５．主要な事業の内容 
 

⑴預金及び定期積金の受入れ 
⑵資金の貸付け及び手形の割引 
⑶為替取引 
⑷上記⑴～⑶の業務に付随する次に掲げる業務その他の業務 
① 債務の保証又は手形の引受け 
② 有価証券「⑤に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除

く。」の売買（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）又は有価証券関連デリバティ

ブ取引（投資の目的をもってするものに限る。） 
③ 有価証券の貸付け 
④ 国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券（以下「国債証券等」という。）の引受け（売出しの目

的をもってするものを除く。）並びに当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及びはね返り玉

の買取り 
⑤ 金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務（除く商品投資受益権証書の取得・譲渡に係る

付随業務） 
⑥ 短期社債等の取得又は譲渡 
⑦ 次に掲げる者の業務の代理 

株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、日本銀行、独立行政法人勤労者

退職金共済機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本

酒造組合中央会、独立行政法人福祉医療機構、年金積立金管理運用独立行政法人、独立行政法

人環境再生保全機構、一般社団法人しんきん保証基金、一般財団法人ベンチャーエンタープライ

ズセンター、一般財団法人建設業振興基金、一般社団法人全国石油協会、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構、東日本建設業保証株式会社 

⑧ 次に掲げる者の業務の代理又は媒介（内閣総理大臣の定めるものに限る。） 

      イ 金庫（信用金庫及び信用金庫連合会） 

⑨ 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 
⑩ 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 
⑪ 振替業 
⑫ 両替 
⑬ デリバティブ取引（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）であって信用金庫法施

行規則で定めるもの（⑤に掲げる業務に該当するものを除く。） 
⑭ 信託会社または信託業務を営む金融機関の業務の媒介（内閣総理大臣の定めるものに限る。） 

信金中央金庫 
⑸国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券について金融商品取引法により信用金庫が

営むことのできる業務（上記⑷により行う業務を除く。） 
⑹法律により信用金庫が営むことのできる業務 
① 保険業法（平成７年法律第１０５号）第２７５条第１項により行う保険募集 
② 当せん金付証票法の定めるところにより、都道府県知事等からの委託または都道府県知事等の承

認を得て行われる受託機関からの再委託に基づき行う当せん金付証票の販売事務等 
③ スポーツ振興投票の実施等に関する法律の定めるところにより、独立行政法人日本スポーツ振興

センターからの委託または独立行政法人日本スポーツ振興センターの承認を得て行われる受託機

関からの再委託に基づき行うスポーツ振興投票券の販売業務等 
④ 確定拠出年金法（平成１３年法律第８８号）により行う業務 
⑤ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）の定めるところにより、高齢者居

住支援センターからの委託を受けて行う債務保証の申込の受付及び保証債務履行時の事務等

（債務の保証の決定及び求償権の管理回収業務を除く。） 
⑥ 電子記録債権法（平成１９年法律第１０２号）第５８条第２項の定めるところにより、電子債権記録機

関の委託を受けて行う電子債権記録業に係る業務 
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－１３－ 

６．内部管理基本方針 

 

 当金庫は、信用金庫法第 36 条第 5 項第 5 号及び同法施行規則第 23 条の規定に基づき、業務の健

全性及び適切性を確保し、内部統制の有効性を維持するための体制を整備しております。 

 

１．当金庫の理事及び職員並びに当金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制 

⑴ 当金庫及び当金庫の子法人等から成る集団（以下、「当金庫グループ」という）は、法令等遵守の徹底を業務

の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置づけ、「コンプライアンス基本方針」と「コ

ンプライアンス行動基準」を定めるとともに、役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の

対処方法等を具体的に定めた手引書である「コンプライアンス・マニュアル」と、それを実践するための「コンプラ

イアンス・プログラム」を策定します。 

⑵ 当金庫グループは、「コンプライアンス統括責任者」のもとにコンプライアンスを一元的に管理する統括部署を

設置するとともに、リーガルチェック等を行う相互牽制機関として「コンプライアンス委員会」を設置します。また、

本部及び営業店等毎に「コンプライアンス管理者」を配置し、コンプライアンス統括部署との連携を図ります。 

⑶ 当金庫グループは、公益通報者を保護するための制度として、コンプライアンス上疑義のある行為等を知った

場合に、所属部店の上司を介さず、直接コンプライアンス統括部署の管理者及び顧問弁護士に通報・相談等を

行うことができる受付窓口を設置します。 

⑷ 当金庫グループは、反社会的勢力との関係を遮断するため、「反社会的勢力に対する基本方針」や遮断手続

きに関する規程・要領等を定めるとともに、職員の安全を確保しつつ、不当な要求に対しては断固拒絶するため

の体制を構築します。 

⑸ 内部監査部門は、法令等遵守態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常勤理

事会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に改善すべき事項の改善を

指示し、その実施状況を検証します。 

２．当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

⑴ 理事の職務の執行に係る情報については、文書の整理保管、保存期限および廃棄ルール等を定めた「文書

保存規程」に基づき、適切に保存・管理します。 

⑵ 理事会、常勤理事会、各委員会および各会議の議事は、議事録を作成し適切に保存・管理します。 

⑶ 理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができます。 

３．当金庫の子法人等の取締役等の職務の執行に係る事項の当金庫への報告に関する体制  

⑴ 当金庫の代表理事は、子法人等の代表取締役との定例報告会において、子法人等の取締役等の職務執行

の状況のうち、重要な情報など経営上の重要事項に関する報告を受けます。 

⑵ 内部監査部門は、定期的に又は必要に応じて、法令等に抵触しない範囲において、コンプライアンス及びリス

ク管理の観点から子法人等への監査を行い、その結果を代表理事へ報告します。 

⑶ 当金庫は、子法人等における業務の決定及び執行が適正になされるよう、子法人等の非常勤取締役及び非

常勤監査役を当金庫の理事が兼務します。 

４．当金庫グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

⑴ 当金庫は、当金庫グループの適正な統合的リスク管理を実現するため、「リスク管理の基本方針」に基づく「リ

スク管理規程」をリスク管理の基本規程として策定するとともに、「統合的リスク管理要領」とリスクカテゴリー毎

にそれぞれのリスクの特性等に応じた管理要領等を策定します。 

⑵ 当金庫は、当金庫グループのリスクを一元的に管理する統括部署及びリスクカテゴリー毎の主管部署を定め、

リスク管理の実効性及び相互牽制機能を確保します。また、リスク管理方針に基づき資産・負債を総合的に管

理し、運用戦略等の策定・実行に係る部門を「リスク管理委員会」とします。 

⑶ リスク管理統括部署は、当金庫グループにおけるリスクの状況を定期的に又は必要に応じて随時常勤理事

会に報告します。また、特に経営に重大な影響を与える事案については理事会に速やかに報告します。 

⑷ 当金庫グループは、大規模災害、システム障害および風評リスク等の緊急事態の発生に伴い生じ得る損害

や影響を最小限に抑えるため、「危機管理計画書」に基づいて危機管理態勢を整備します。 

⑸ 内部監査部門は、統合的リスク態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常勤理

事会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に改善すべき事項の改善を

指示し、その改善状況を検証します。 
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－１４－ 

 

５．当金庫の理事及び当金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

⑴ 理事会とその補佐機関としての常勤理事会を一体化した審議・意思決定・監督機関と位置づけ、それぞれの

運営及び付議事項等は「理事会規程（及び同付議基準）」及び「常勤理事会規程」に定めます。 

⑵ 業務執行等に関する重要事項については、あらかじめ常勤理事会において協議を行い、その審議を経て執

行の決定を行います。 

⑶ 理事会は、機関・職制・業務分掌・権限委譲等に関する諸規定を策定し、効率的な職務遂行を実践します。 

⑷ 理事会は、経営方針、経営計画、業務・態勢に係る基本方針等を定め、具体的な対応は常勤理事会、各委

員会及び担当理事等の判断に委ねます。 

⑸ 子法人等に係る管理主管部署は、子法人等の事業の実施状況を定期的に管理・検証し、必要に応じて理事

会及び常勤理事会へ報告するとともに、子法人等から求めがあるときは、当該業務を支援します。 

６．当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項  

⑴ 監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができます。 

⑵ 監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、常勤理事会において協議のうえ、当該業務等を

十分検証できる能力を有する者を配置します。 

７．当金庫の監事の職務を補助すべき職員の当金庫の理事からの独立性に関する事項 

⑴ 監事の職務を補助すべき職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、理事の指揮命令を受け

ないこととします。 

⑵ 理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動及び考課等の人事権に係る事項の決定については、予

め監事に同意を求めることとします。 

８．当金庫の理事及び職員並びに当金庫の子法人等の取締役等及び使用人等が当金庫の監事に報告をするため

の体制その他当金庫の監事への報告に関する体制 

⑴ 理事及び職員は、当金庫グループにおける次に定める事項について事態認識後直ちに監事に報告すること

とします。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としません。 

① 理事会（子法人等においては取締役会）及び常勤理事会で決議された事項 

② 当金庫グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項 

③ 経営状況に関する重要な事項 

④ 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項 

⑤ 重大な法令・定款違反 

⑥ 公益通報の状況及び内容 

⑦ その他コンプライアンス上重要な事項 

⑵ 職員は、前項に関する重大な事実を認識した場合には、監事に直接報告できるものとします。 

⑶ 監事は、当金庫グループの役職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができます。 

⑷ 監事は、当金庫グループの業務執行に係る重要な書類を閲覧できるほか、必要に応じて当金庫グループの

役職員に対して説明を求めることができます。 

⑸ 当金庫は、当金庫グループの役職員が監事への報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁

止し、これを当金庫グループの役職員に周知します。 

９．その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

⑴ 監事は、監事監査基準に基づき、理事会その他重要な会議への出席、理事とのヒアリングおよび内部監査

部門・会計監査人等との連係を通じ、監査を実効的に行います。 

⑵ 監事会は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士

その他の外部専門家を活用します。 

⑶ 当金庫は、監事がその職務の執行について生ずる費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、速やかに

当該費用又は債務を処理します。 

10．当金庫及びその子法人等における業務の適正を確保するための体制 

⑴ 当金庫の子法人等が行う業務が法令等遵守、顧客保護等及びリスク管理の観点から適切なものとなるよう、

当該業務の主管部署等が定期的にモニタリングする等の措置を講じます。 

⑵ 当金庫と当金庫の子法人等との取引が、弊害防止措置等の遵守やアームズ・レングス・ルールの遵守の観

点から適切なものとなるよう、コンプライアンス統括部署や内部監査部門が定期的にモニタリングする等の措置

を講じます。 

⑶ 監事及び内部監査部門は、当金庫の子法人等の業務について、法令等に抵触しない範囲で監査を行います。

また、監査の対象とできない当金庫の子法人等の業務については、当該業務の主管部署等による管理状況を

監査対象とします。 
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－１５－ 

７．中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組み 

■新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた金融円滑化の取組み 

当金庫は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ事業者等の資金繰り支援を喫緊の課

題とし、貸付条件の変更等の申込みに対して迅速かつ柔軟に取り組んでおります。また、必要に応じて、よ

りきめ細かく経営改善に向けたご支援を行うなど、課題解決型金融の実践に努め、地域とともに歩んで行き

ます。 

○貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 (令和２年３月１０日から６月末) 

          中小企業 住宅資金者 

貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 
５００ １３ 

（２４８） （４） 

  
うち、実行に係る貸付債権の数 

４５４ １２ 

 （２２０） （４） 

  
うち、謝絶に係る債権の数 

０ ０ 

 （０） （０） 

  
うち、審査中の貸付債権の数 

４３ １ 

 （２５） （０） 

  
うち、取下げに係る債権の数 

３ ０ 

 （３） （０） 

（注）債権単位の累計です。 ( )内はコロナウイルス感染症の影響によるものです。 
 

■「経営者保証に関するガイドライン」への取組み 

当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れ

や保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するための態勢を準備しております。また、経営者保証

の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等を把握し、同

ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めております。 

                                                           （単位：件） 

 
平成３０年度 令和元年度 

新規に無保証で融資した件数 １１２ ５２５ 

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 ３．８９％ １８．３１％ 

保証契約を解除した件数 ４１ ４５ 

経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の 

成立件数 (当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る) 
０ ０ 

 

■「ななお創業応援カルテット」の取組み 

当金庫は、平成２６年１月、七尾市、七尾商工会議所および日本政策金融公庫の４機関で「業務提携・

協力に関する協定書」を締結し、創業支援に係る官民一体となったワンストップ支援体制「ななお創業応援

カルテット」を設立しました。創業を思い立った初期段階から創業後のフォローまでの支援を実施し、当地域

での創業を円滑化することで事業所減少に歯止めをかけることを目指しております。 
 

設立以降、令和２年７月１日までの取組状況は以下のとおりです。           （単位：件） 

 

性 別 住 所 業 種 

男性 女性  
七尾 

市内 
県内 
(七尾除く) 

県外  

飲食 サービス 小売  
製造  

その他  
Ｉターン Ｕターン 

相談 

件数 
２０２ 

１２５ ７７ １２５ ３５ ２６ １６ ７３ ８３ １９ ２７ 

６１.９% ３８.１% ６１.９% １７.３% １２.９% ７ .９% ３６.１% ４１.１% ９ .４% １３.４% 

創業 

件数 
８９ 

５１ ３８ ６１ １３ ８ ７ ３０ ３８ ６ １５ 

５７.３% ４２.７% ６８.５% １４.６% ９ .０% ７ .９% ３３.７% ４２.７% ６ .７% １６.９% 
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－１６－ 

・役職員のマスク着用と検温の実施 

・勤務体制を 3班体制とするとともに、本部機能を４拠点に分散 

・全店舗において昼時間帯の窓口休業の導入 

   ・消毒液、窓口にアクリルパネルを設置し飛沫感染対策 

・感染防止策を徹底した渉外活動 

 ・３月末までに全事業性取引先への訪問 

 ・事業性取引先の資金繰り支援等に最優先で取り組む方針の徹底 

・全店に「新型コロナウイルス等の相談窓口」の設置 

・休日相談窓口とフリーダイヤルの設置 

   ・経営支援室を設置し、お客さまへの経営支援体制を強化 

   ・個人のお客様向けにフリーローン「心配無用！」の取扱開始 

 

■新型コロナウイルス感染症への対応 
 

当金庫では、令和２年１月２９日に鈴木理事長を本部長とする新型コロナウイルス対策本部を設置し、

３月１１日には、新型コロナウイルスに係る基本方針を決定。国による緊急事態宣言に先んじて各種の

感染防止とお客様対応に取り組んでいます。 

 
 
○新型コロナウイルス対策に係る基本方針 
 

１．お客様と役職員およびその家族の安心・安全を確保するとともに、地域における感染 

拡大の防止に努めます。 

２．社会インフラとしての自覚と責任のもと、地域住民への金融サービス機能の維持に努 

めます。 

３．地域の社会・経済に及ぼす負のインパクトの最小化に努めます。 

４．事業者の資金繰り支援等に、あらゆる手段と資源を活用し、全力をあげて適切かつ迅 

速、丁寧に取り組みます。 

５．行政や地方公共団体、信用保証協会、政府系金融機関をはじめ、他の関係機関と緊 

密な連携を図るなど、これらの取組みを迅速かつ適切に実施できる態勢を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○資金繰り等のご支援 

事業性の全取引先をいち早く訪問し、資金繰り等のご相談に応じるとともに、ゴールデンウイークも含

め、休日期間中も相談受付窓口を設けるなど、金庫業務を新型コロナウイルス対策に集中してまいりま

した。その結果、６月３０日現在で１，６７７件のご相談を受け付けし、ご融資額は審査中も含め１，０５７

件で １５１億円となりました。 

今後とも、資金繰りへのご支援や売上げ拡大のサポートはもとより、国の持続化給付金や感染拡大防

止協力金の申請のお手伝いを行うなど、お客さまの事業継続に支障が出ないよう、可能な限りのサポー

トを行ってまいります。 

 

感 染 

防 止 

お客さま 

ご支援 
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－１７－ 

８．コンプライアンス（法令等遵守）体制 
 

コンプライアンスとは、「法令等遵守」のことで、法令のみならず企業内部の規定、社会的規範などのル

ールを守るという意味です。 

当金庫では、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つであると位置付けし、役職員一人ひとりが

日々の行動を通じて、お客様や地域社会から親しまれ、信頼され、貢献できる信用金庫になるよう、倫理意

識の高揚と法令遵守マインドの向上に努めております。 

具体的には、当金庫で策定した「コンプライアンス・マニュアル」の全役職員への周知、年度ごとの実践

計画書として「コンプライアンス・プログラム」の策定、庫内研修へのコンプライアンスに関するカリキュラム

の組み入れ、部店単位での毎月の勉強会の実施など、コンプライアンスの徹底に積極的に取り組んでおり

ます。 

また、コンプライアンス実現のための組織として、平成１１年にコンプライアンス委員会を設置するととも

に、各部店の部次長・店長をコンプライアンス担当者に任命しました。さらに、平成２８年６月に「コンプライ

アンス室」を新設し、コンプライアンスに係る専担部署の位置付けを明確にして、その体制の強化を図りま

した。 
 

■当金庫のコンプライアンス基本方針 
 

 

１．健全な事業活動の展開 

金庫は、法令やルールを遵守し、社会的規範にもとることのない、健全かつ公正な事業活動を行います。 

２．地域金融機関としての社会への責任 

金庫は、地域金融機関としての自覚を持ち、社会的責任と公共的使命を果たします。 

３．質の高いサービスの提供 

金庫は、多様化、高度化する顧客ニーズに適合した、質の高い金融・非金融サービスを提供いたします。 

４．地域社会とのコミュニケーションの充実 

金庫は、経営情報を積極的かつ公正に開示するとともに、ボランティア等の地域貢献活動を推進いたします。 

５．基本的人権の尊重 

金庫は、一人ひとりの人権を尊重し、プライバシーを保護するとともに、非合理的なあらゆる差別を行いません。 
６．人材の育成と活用 

金庫は、一人ひとりの資質と創造性を生かし、自己実現の機会を提供し支援いたします。 
 

 

■当金庫の金融商品に係る勧誘方針 
当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、下記の事項を

遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。 
 

 
金融商品に係る勧誘方針  

１．当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適

正な情報の提供と商品説明をいたします。 
２．金融商品の選択・ご購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客様に適正な

判断をしていただくために、当該商品の重要事項について説明をいたします。  
３．当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を

通じて役職員の知識の向上に努めます。 
４．当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。 
５．金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点がございましたら、窓口までお問い合わせください。 
 
（注）当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の「企業型年金に係る運営管理業務のうち運用

の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務」および「個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更」に

関しても本勧誘方針を準用いたします。 
 

 

９．お客様の個人情報保護について 
 

当金庫は、お客様からお預かりしている大切な個人情報について、役職員一人ひとりが法令等に定められたルール

を遵守して適正かつ安全な取り扱いに努めます。 

そのため役職員全員が「個人情報保護３原則」を周知徹底し、お客様の「信頼と期待」に応えるようお約束いたしま

す。 

〇個人情報の正しい取得に努めよう！ 

〇個人情報の正しい利用に努めよう！ 

〇個人情報の正しい管理に努めよう！ 
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－１８－ 

 

■当金庫の個人情報保護方針（プライバシーポリシー） 
 
 

のと共栄信用金庫(以下「当金庫」という。)は、お客さまからの信

頼を第一と考え、お客さまの個人情報及び個人番号（以下「個人情
報等」という。）の適切な保護と利用を図るために、個人情報の保

護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（平成２５年５月３１日法律第２７号）および金融分野における個人

情報保護に関するガイドライン、その他個人情報等保護に関する

関係諸法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めま
す。また、個人情報等の機密性・正確性の確保に努めます。  
 
１．個人情報とは 

本プライバシーポリシーにおける「個人情報」とは、「住所・氏

名・電話番号・生年月日」等、特定の個人を識別することができ

る情報をいいます。 
２．個人情報等の取得・利用について 

（１）個人情報等の取得 

  ・当金庫は、あらかじめ利用の目的を明確にして個人情報等の
取得をします。また、金庫業務の適切な業務運営の必要から、

お客さまの住所・氏名・電話番号、性別、生年月日などの個人

情報の取得に加えて、融資のお申込の際には、資産、年収、
勤務先、勤続年数、ご家族情報、金融機関でのお借入れ状況

など、金融商品をお勧めする際には、投資に関する知識・ご経

験、資産状況、年収などを確認させていただくことがあります。 
  ・お客様の個人情報は、 

① 預金口座のご新規申込書等、お客さまにご記入・ご提出

いただく書類等に記載されている事項 
② 営業店窓口担当者や渉外担当者等が口頭でお客さまか

ら取得した事項 

③ 当金庫ホームページ等の「お問い合わせ」等の入力事項 
④ 各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等

の第三者から提供される事項 

⑤ その他一般に公開されている情報等から取得していま
す。 

（２）個人情報等の利用目的 

・当金庫は、次の利用目的のために個人情報等を利用し、それ
以外の目的には利用しません。個人番号については、法令等

で定められた範囲内でのみ利用します。また、お客さまにとっ

て利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、取得の
場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。 

・お客さま本人の同意がある場合、もしくは法令等により開示が

求められた場合等を除いて、個人情報を第三者に開示するこ
とはございません。 

Ａ．個人情報（個人番号を含む場合を除きます）の利用目的 

（利用目的） 
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申

込の受付のため 

② 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサー

ビスをご利用いただく資格等の確認のため 

③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な

お取引における管理のため 
④ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のた

め 

⑤ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービス
の提供にかかる妥当性の判断のため 

⑥ 与信事業に際して当金庫が加盟する個人信用情報機関

に個人情報を提供する場合等、適切な業務の遂行に必要
な範囲で第三者に提供するため 

⑦ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部に

ついて委託された場合等において、委託された当該業務
を適切に遂行するため 

⑧ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の

履行のため 
⑨ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等によ

る金融商品やサービスの研究や開発のため 

⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する
各種ご提案のため 

⑪ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため 

⑫ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため 
⑬ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行する

ため 

 

 
 

（法令等による利用目的の限定） 

① 信用金庫法施行規則第 110 条等により、個人信用情報機
関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関す

る情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に

利用・第三者提供いたしません。 
② 信用金庫法施行規則第 111 条等により、人種、信条、門

地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等

の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と
認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしま

せん。 

Ｂ．個人番号の利用目的 
① 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため 

② 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため 

③ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため 
④ 出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のた

め 

⑤ 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため 
⑥ 所得税法に基づく不動産取引に関する支払調書作成事務

のため 

⑦ 所得税法に基づく報酬・料金等の支払調書作成事務のた
め  

⑧ 小規模企業共済契約に係る共済金等請求書類作成事務

のため  
⑨ 預金口座付番に関する事務のため 

⑩ その他法令に基づく個人番号取扱事務のため 

（３）ダイレクト・マーケティングの中止 
当金庫は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイ

レクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、お客

さまから中止のお申出があった場合は、当該目的での個人情報
の利用を中止いたします。中止を希望されるお客さまは、当金庫

の相談窓口までお申し出下さい。 

３．個人情報等の正確性の確保について 
当金庫は、お客さまの個人情報等について、利用目的の達成

のために個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めま

す。 
４．個人情報等の開示・訂正等・利用停止等について 

（１）お客さま本人から、当金庫が保有している情報について開示等

のご請求があった場合には、請求者がご本人であること等を確
認させていただいたうえで、遅滞なくお答えします。 

（２）お客さま本人から、当金庫が保有する個人情報等の内容が事

実でないという理由によって当該個人情報等の訂正、追加、削
除または利用停止、消去のご要望があった場合には、遅滞な

く必要な調査を行ったうえで個人情報等の訂正等または利用

停止等を行います。なお、調査の結果、訂正等を行わない場
合には、その根拠をご説明させていただきます。 

（３）お客さまからの個人情報等の開示等のご請求については、所

定の手数料をお支払いいただきます。 

（４）以上のとおり、お客さまに関する情報の開示・訂正等、利用停

止等が必要な場合は、当金庫の相談窓口までお申出下さい。

必要な手続についてご案内させていただきます。 
５．個人情報等の安全管理について 

当金庫は、お客さまの個人情報等の漏えい、滅失、または毀

損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措
置を講じます。 

６．個人情報等の委託等について 

当金庫は、お客様とのお取引やサービスを提供するために個
人情報に関する取扱いを外部に委託・提供することがあります。

委託・提供する場合には、適正な取扱いを確保するための契約

締結、実施状況の点検等を行います。 
７．個人情報等の維持管理体制の強化について 

当金庫は、お客様の個人情報の取扱いが適正に行われるよ

うに役職員への教育・指導を徹底し、適正な取扱いについて継
続的に努めて行きます。 

 
【個人情報等に関する相談窓口】 
 のと共栄信用金庫 事務管理部 

〒926-8601 石川県七尾市桧物町 35番地 

【電話】0767-52-3450 【fax】0767-54-8360 
【E-mail】soumu@notoshin.co.jp 
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－１９－ 

１０．苦情処理措置・紛争解決措置等のご案内 
 
当金庫は、お客様からの相談・苦情・紛争等（以下「苦情・紛争」という。）を営業店または金庫本部で受け付

けさせていただいております。私たち“のとしん”は、お客様の「信頼と期待」に応えるために公正中正な立場で、

誠心誠意の対応をさせていただきます。 
 
１．苦情・紛争の申し出があった場合 

お客様から苦情・紛争のお申し出があった場合、その内容を十分にお聞きしたうえ、内部調査を行って事実関係の

把握に努めます。 

２．事実関係に基づく解決 

事実関係を把握したうえで、営業店、本部各部等とも連携を図り、迅速かつ公正中正にお申し出事案の適切な解決

に努めます。 

３．改善措置と再発防止等の対策 

苦情・紛争のお申し出については記録化して保存し、対応結果に基づく改善措置を講じて、再発防止や未然防止に

努めます。 

４．苦情・紛争の申し出の方法 

当金庫に対する苦情・紛争は、電話・ファクシミリ・e メール・郵便(手紙)・面談等、お客様のご都合のよい方法をお選

びいただくようお願いします。 

５．苦情・紛争の申し出先 

苦情・紛争は営業店または次の担当部署へお申し出ください。 

のと共栄信用金庫 事務管理部 

金庫本部:〒926-8601石川県七尾市桧物町 35番地 

【電話】0767-52-3450  【fax】0767-54-8360   

【E-mail】soumu@notoshin.co.jp 

受付時間 営業日の午前 9時 00分～午後 5時 00分までの間 

(土・日・祝日を除く) 

受付媒体：電話・ファクシミリ・ｅメール・郵便（手紙）・面談 

６．当金庫以外の苦情・紛争の申し出先 

当金庫のほかに、(一般社団法人)全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」及び「北陸地区しんきん相

談所」等でも苦情・紛争のお申し出を受け付けております。詳しくは上記事務管理部にご相談ください。 

(1) 全国しんきん相談所  

 

 

 

 

 

 
 

 (2) 北陸地区しんきん相談所 

 

 

 

 

 

 
 
７．金沢弁護士会及び東京弁護士会等への相談 

金沢弁護士会・福井弁護士会・富山県弁護士会及び東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会(以下、

「東京三弁護士会」という)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です。なお、金沢弁護士会・

福井弁護士会・富山県弁護士会及び東京三弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。詳しくは事務管理部

または上記「全国しんきん相談所」及び「北陸地区しんきん相談所」等へお申し出ください。 

 

名     称 全国しんきん相談所 （(一社)全国信用金庫協会） 

住     所 〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-3-7 

電 話 番 号 03-3517-5825 

受 付 日 

時 間 

月～金(祝日・12月 31日～1月 3日を除く) 

9:00～17:00 

受 付 媒 体 電話・手紙・面談 

名     称 北陸地区しんきん相談所 （(一社)全国信用金庫協会） 

住     所 〒920-0902 金沢市尾張町 1-4-15 

電 話 番 号 076-261-2836 

受 付 日 

時 間 

月～金(祝日・12月 31日～1月 3日を除く) 

9:00～17:00 

受 付 媒 体 電話・手紙・面談 

名 称 住  所 電話番号 
受 付 日 

時  間 

金沢弁護士会 

紛争解決センター 

〒920-0912 
金沢市大手町 15-15-3 076-221-0242 

月～金 (祝日、年末年始を除く) 

10:00～17:00 

福井弁護士会 

紛争解決センター 

〒910-0004 
福井市宝永 4-3-1 0776-23-5255 

月～金 (祝日、年末年始を除く) 

9:00～17:00 
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８．苦情・紛争の現地調停及び移管調停 

東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外のお客さまにもご利用いただけます。その際には、次の（１）、

（２）の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。 

なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ、当金庫事務管理部、金沢弁護士会、福井弁護士会、富

山県弁護士会、東京三弁護士会、全国しんきん相談所及び北陸地区しんきん相談所にお尋ねいただくか、金沢弁護

士会、福井弁護士会、富山県弁護士会、東京三弁護士会または当金庫のホームページをご覧ください。 

当金庫ホームページ https://www.shinkin.co.jp/notoshin/ 

（１）現地調停 

東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争

の解決にあたります。 

例えば、お客さまは、金沢弁護士会の紛争解決センター等にお越しいただき、当該弁護士会の調停人とは面

談で、東京三弁護士会の調停人とはテレビ会議システム等を通じてお話いただくことにより、手続きを進めること

ができます。 

（２）移管調停 

当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。 

例えば、○○弁護士会の仲裁センター等に案件を移管し、当該弁護士会の仲裁センター等で手続きを進める

ことができます。 

９．当金庫の苦情・紛争の対応 

当金庫は、「お客様サポート等管理規程」及び「金融商品等の取引に係る紛争事務等管理規程」等を制定して、お客

様からの苦情・紛争のお申し出に迅速かつ公正中正に対応するため、金融ＡＤＲ（裁判外紛争解決）制度も踏まえ、内

部管理態勢等を整備して適切に苦情・紛争の解決を図り、もって当金庫に対するお客様の信頼性の向上に努めます。 

 

１１．反社会的勢力の取引遮断について 

 
当金庫では、暴力団や暴力団組員を中核とする反社会的勢力との取引の遮断について、反社会的勢力に対

する基本方針や遮断手続きに関する規程および要領を制定し、取組みの責任体制を確立して、その運用につ

いて職員一人ひとりに周知徹底を図り、反社会的勢力との金融取引の遮断態勢を確保し鋭意取組みをしており

ます。 

(注) ① 反社会的勢力とは、暴力団・暴力団員（「暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者」を含む。）・暴力団準構

成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標榜ゴロ・特殊知能暴力集団等・その他これらに準ずる者を言います。 

② 遮断とは、金融取引を謝絶し、排除することです。 
 

■当金庫の反社会的勢力に対する基本方針 
 

 
当金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断する

ため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。 
 
その一 私たちは、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。 
 
その二 私たちは、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解

決に努めます。 
 
その三 私たちは、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。 
 
その四 私たちは、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士など

の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。 
 
その五 私たちは、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固

たる態度で対応します。 
 

 

名 称 住  所 電話番号 
受 付 日 

時  間 

富山県弁護士会 

紛争解決センター 

〒930-0076 
富山市長柄町 3-4-1 076-421-4811 

月～金 (祝日、年末年始を除く) 

10:00～16:00 

東京弁護士会 

紛争解決センター 

〒100-0013 
東京都千代田区霞が関 1-1-3 03-3581-0031 

月～金 (祝日､年末年始を除く) 

9:30～12:00､13:00～15:00 

第一東京弁護士会 

仲裁センター 

〒100-0013 
東京都千代田区霞が関 1-1-3 03-3595-8588 

月～金 (祝日､年末年始を除く) 

10:00～12:00､13:00～16:00 

第二東京弁護士会 

仲裁センター 

〒100-0013 
東京都千代田区霞が関 1-1-3 03-3581-2249 

月～金 (祝日、年末年始を除く) 

9:30～12:00､13:00～17:00 
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１２．リスク管理体制に関する事項 
 

■リスク管理の基本方針 
 

マイナス金利政策の長期化と新型コロナウイルス禍による先行き不透明感の広がりにより、金融機

関を取り巻く環境は一段と複雑化・多様化し、経営におけるリスク管理の重要性が飛躍的に高まってお

ります。今後も地域の金融機関として信頼をいただき、地域社会に貢献していくためには、従来以上に

適切なリスク管理を行っていくことが、当金庫の経営の最重要課題であると捉えております。 

当金庫は、多様なリスクの正確な把握と適切な管理・運営が、適正な業務の遂行と収益力の向上に

は不可欠なものと考え、「リスク管理規程」及びリスク領域別の「リスク管理要領」の定めに基づき、常勤

理事会やリスク管理委員会を中心に、リスク管理体制の整備に積極的に取り組んでおります。 

当金庫では、想定されるリスクを信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク及び流動性リスク

に大別し、これらを管理対象としております。このうち、信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・

リスクの一部については、それぞれ個別の方法で評価したうえで、リスクを総体的に捉え、経営体力（自

己資本）との比較、対照により、経営体力に応じた一定のリスクをとることで、適正な収益の確保を目指

しております。また、流動性リスクとオペレーショナル・リスクについては、その規模や特性に応じた適切

な管理を行うことにより、顕在化の未然防止と極小化に努めております。 
 

■リスク管理体制図 

 

 

 

 

流動性 

リ ス ク 

市場リスク 
 

リスク 

区 分 

管 理 

部 署 
総 務 部  

信用リスク オペレーショナル・リスク 

金 利  

リ ス ク 

価格変動 

リ ス ク 

為 替 

リ ス ク 

事 務 

リ ス ク 

 

システム 

リ ス ク 

 

法 務  

リ ス ク 

 

 
与 信 集 中  

リ ス ク 

そ の 他  

リ ス ク 

 

 

内 

部 

監 

査 総 務 部  総 務 部  

総 務 部  

融資管理部 

業 務 部 

総 務 部 融資管理部 事務管理部 事務管理部 

 

総合戦略部 各 部 

監  事 

業務監査部 
理 事 会 

常 勤 理 事 会 

リスク管 理 委 員 

統合的リスク管理 

 管理部署：総合戦略部 

１３．自己資本に関する事項  
 
■自己資本調達手段の概要   

自己資本は、バーゼルⅡでは主に基本的項目と補完的項目で構成されていましたが、バーゼルⅢで

はコア資本に統一されました。当金庫の自己資本は、地域のお客さまからお預かりしている出資金のほ

か、返済や利払い等の負担のない純粋な利益の積立てで構成されております。 
 

※バーゼルⅢとは、バーゼル銀行監督委員会が公表している金融機関の自己資本比率等に関する国

際統一基準で、先の世界的金融危機を契機として見直された新しい規制の枠組みのことです。平

成２２年に公表され、平成２５年度から段階的に適用されることとなりました。  
 

■自己資本の充実度に関する評価方法の概要  
 

自己資本比率は、金融機関の健全性を評価するうえで最も重要な指標ですが、当金庫の自己資本比

率は国内基準である４％を大幅に上回っており、経営の健全性・安全性を充分保持していると評価して

おります。なお、将来の自己資本の充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進

を通じ、そこから得られる利益による資本の積み上げを第一義的な施策と考えております。 
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■自己資本の構成に関する事項 

単体自己資本比率 

                                                     （単位：百万円） 

項       目 平成３０年度 令和元年度 

コア資本に係る基礎項目   （１）   

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 １８，９７０ １９，０４４ 

 

うち、出資金及び資本剰余金の額 ７５３ ７４６ 

うち、利益剰余金の額 １８，２３１ １８，３１２ 

うち、外部流出予定額  （△） １５ １４ 

うち、上記以外に該当するものの額 △０ △０ 

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 ２２８ ２２３ 

 

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 ２２８ ２２３ 

うち、適格引当金コア資本算入額 － － 

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － － 

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額の

うち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
－ － 

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の 45パーセントに相当する額のう

ち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
－ － 

コア資本に係る基礎項目の額      （イ）                       １９，１９８ １９，２６８ 

コア資本に係る調整項目   （２）  

無形固定資産 （モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。） の額の合計額 １０６ １０４ 

 

うち、のれんに係るものの額 － － 

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 １０６ １０４ 

繰延税金資産 （一時差異に係るものを除く。） の額 － － 

適格引当金不足額 － － 

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － 

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － － 

前払年金費用の額 － － 

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － － 

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － － 

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － － 

信用金庫連合会の対象普通出資等の額 － － 

特定項目に係る 10パーセント基準超過額 － － 

特定項目に係る 15パーセント基準超過額 － － 

コア資本に係る調整項目の額      （ロ）                         １０６ １０４ 

自己資本 

自己資本の額 ((イ)－(ロ))        （ハ）                     １９，０９２ １９，１６４ 

リスク・アセット等   （３） 

信用リスク・アセットの額の合計額 １３６，４３９ １４３，０２３ 

 

資産（オン・バランス）項目 １３１，６５９ １３７，９９７ 

 

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △１，４２５ △１，４２５ 

 

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △１，４２５ △１，４２５ 

うち、上記以外に該当するものの額 － － 

 

オフ・バランス取引等項目 ４，７４７ ４，９１７ 

ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額 ３２ １０５ 

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額 ０ ３ 

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 ６，６５５ ６，５１４ 

信用リスク・アセット調整額 － － 

オペレーショナル・リスク相当額調整額 － － 

リスク・アセット等の額の合計額     （ニ）                               １４３，０９５ １４９，５３８ 

自己資本比率 

自己資本比率 ((ハ)／(ニ)) １３．３４％ １２．８１％ 

（注）「信用金庫法第 89条第 1項において準用する銀行法第 14条の 2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産 

等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18年金融庁告示第 21号）」に基づく開示を行って 

おります。 

なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。 
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■自己資本の充実度に関する事項 

信用リスク及びオペレーショナル・リスクの所要自己資本の額 

             （単位：百万円） 

 
平成３０年度 令和元年度 

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額 

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額の

合計 
１３６，４３９ ５，４５７ １４３，０２３ ５，７２０ 

 

①標準的手法が適用されるポートフォリオ

ごとのエクスポージャー 
１３４，４３３ ５，３７７ １４０，０９７ ５，６０３ 

 

(ⅰ)ソブリン向け ３，９６３ １５８ ４，６４４ １８５ 

(ⅱ)金融機関向け １９，９０８ ７９６ １６，７４６ ６６９ 

(ⅲ)法人等向け ５０，６０７ ２，０２４ ５７，１３０ ２，２８５ 

(ⅳ)中小企業等・個人向け ３７，８３３ １，５１３ ３８，６２４ １，５４４ 

(ⅴ)抵当権付住宅ローン ３，３８４ １３５ ２，５４５ １０１ 

(ⅵ)不動産取得等事業向け ８，４３２ ３３７ １０，８９４ ４３５ 

(ⅶ)３ヵ月以上延滞等 ２４１ ９ ２７２ １０ 

(ⅷ)その他 １０，０６２ ４０２ ９，２３９ ３６９ 

②証券化エクスポージャー － － － － 

③リスク・ウエイトのみなし計算が適用され

るエクスポージャー 
３，３９８ １３５ ４，２４２ １６９ 

 ルック・スルー方式 ３，３９８ １３５ ４，２４２ １６９ 

④経過措置によりリスク・アセットの額に算

入されるものの額 
－ － － － 

⑤他の金融機関等の対象資本等調達手

段に係るエクスポージャーに係る経過措

置によりリスク・アセットの額に算入され

なかったものの額 

△１，４２５ △５７ △１，４２５ △５７ 

⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額 ３２ １ １０５ ４ 

⑦中央清算機関関連エクスポージャー ０ ０ ３ ０ 

ロ．オペレーショナル・リスク相当額を８％で除

して得た額 
６，６５５ ２６６ ６，５１４ ２６０ 

ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） １４３，０９５ ５，７２３ １４９，５３８ ５，９８１ 

  （注） １．所要自己資本の額＝リスクアセット×４％  
      ２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取

引の与信相当額のことです。 
      ３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅

供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっている
もの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会及び漁
業信用基金協会のことです。 

      ４．「３ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に
係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」「金融機関向け」「法人等向け」においてリスク・ウエイトが１５０％に
なったエクスポージャーのことです。 

      ５．オペレーショナル・リスク相当額は、「基礎的手法」により算出しております。 
          

＜オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法＞ 
                粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％ 
                 直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数 
 
      ６．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％ 
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１４．信用リスクに関する事項 

■リスク管理の方針及び手続の概要 
 

信用リスクとは、お取引先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の価値が減

少あるいは消滅し、当金庫が損失を被るリスクのことです。 

当金庫では、信用リスクを「当金庫が管理すべき最重要のリスク」であるとの認識のもと、年度ごとに

与信業務における基本方針や具体的運用方針を明示した「信用リスク管理方針」を策定し、広く役職員

に理解と遵守を促すと共に、信用リスクを確実に認識する管理態勢を構築しております。信用リスクの

評価につきましては、「資産の自己査定基準書」に則り厳格な自己査定を実施し、さらに信用リスク管理

の高度化に向け、インフラ整備等をすすめてまいります。 

なお、貸倒引当金は、「償却・引当基準」に則り、債務者区分ごとに計算された貸倒実績率を基に算

定するとともに、その結果については監査法人の監査を受けるなど適正に計上しております。 

 

■リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関 
 

リスク・ウエイトとは、債権の危険度を表す指標で、自己資本比率を算出する際の分母に相当する額

（リスク・アセット額）を求めるために使用する資産や債務者の種類毎の掛目のことです。自己資本比率

の算出には、あらかじめ定められたリスク・ウエイトを使用する標準的手法と金融機関の内部格付に基

づきリスク・ウエイトを決定する内部格付手法があります。標準的手法を採用する金融機関については、

リスク・ウエイトの判定に適格格付機関の信用評価（外部格付）の区分毎に定められたリスク・ウエイトを

使用することになります。 

当金庫は、「標準的手法」を採用しており、リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関は以下の

４つの機関を採用しております。 

なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。 
 

１．株式会社格付投資情報センター 

２．株式会社日本格付研究所 

３．スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ 

４．ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 

 

■リスク・ウエイトの区分ごとのエクスポージャーの額等             （単位：百万円） 

告示で定める 

ﾘｽｸ･ｳｴｲﾄ区分（％） 

エクスポージャーの額 

平成３０年度 令和元年度 

格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し 

０％ － ７４，４４９ － ７６，１７９ 

１０％ － ２４，６８１ － ２５，７６１ 

２０％ １，９９１ １０１，７７７ ２，４２３ ８６，０９０ 

３５％ － ９，６６９ － ７，２７３ 

５０％ １７，８３９ １４３ ２０，６２７ ３１１ 

７５％ － ４０，９９５ － ４２，１３０ 

１００％ １，２８５ ６５，１６７ ２，３１４ ７２，１９４ 

１５０％ － ４１ － １６４ 

２００％ － － － － 

２５０％ － ８８２ － ５６６ 

１，２５０％ － － － － 

その他 － － － － 

合  計 ３３８，９２５    ３３６，０３７ 

（注） １．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。 
２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク･ウエイトに区分しております。 
３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入部分を除く）、ＣＶＡリスクおよ
び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。 
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■信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高 
 

業種別及び残存期間別 

                                          （単位：百万円） 
 エクスポージャー 
        区分 
 
 
 
地域区分 
業種区分 
期間区分 

信用リスクエクスポージャー期末残高 

３ヵ月以上延滞 

エクスポージャー  

貸出金、コミットメン

ト及びその他のデ

リバティブ以外のオ

フ・バランス取引 

債   券 デリバティブ取引 

３０年度 元年度 ３０年度 元年度 ３０年度 元年度 ３０年度 元年度 ３０年度 元年度 

製 造 業 １４，１９７ １６，１６７ １０，３６２ １１，２７３ ２，７００ ４，１００ － － ４０ ３５ 

農 業 、 林 業 ３６０ ４７５ ３６０ ４７５ － － － － １ ０ 

漁 業 ２３４ ２７２ ２３４ ２７２ － － － － ４ ４ 

鉱 業 、採 石 業 、 

砂利採取業 
１ ０ １ ０ － － － － 

 

－ 

 

 

－ 

 

建 設 業 １４，５２０ １５，５４０ １３，９８０ １４，６３５ ５０９ ９０４ － － １３ ６ 

電 気 ・ ガ ス ・ 

熱 供 給 ・水 道業 
３，１０４ ４，２６５ ７００ ６６２ ２，４０３ ３，６０３ － － － － 

情 報 通 信 業 ２９３ ６１４ １０４ １２４ １００ ４００ － － － － 

運輸業 、郵便業 ４，１８１ ４，３７７ ３，０３６ ３，２３３ １，１０４ １，１０３ － － ３ １ 

卸売業 、小売業 １２，６０９ １３，１０２ １１，８１５ １２，２０８ ７００ ８００ － － ６５ ３９ 

金融業 、保険業 １０７，３３０ ９０，４３５ ５，２６４ ５，２３４ ７，７００ ６，６００ － － － － 

不 動 産 業 ２５，００１ ２７，８４５ ２３，６４７ ２６，３０８ １，３００ １，５００ － － ２３ １９ 

物 品 賃 貸 業 ６００ ８０８ ６００ ８０８ － － － － － － 

学術研究、専門・

技術 サービス業 
４，０３７ ４，８４７ ４，０２９ ４，４２７ － － － － － － 

宿 泊 業 ６，７２６ ６，９３０ ６，７２６ ６，９３０ － － － － ５１ ４８ 

飲 食 業 ５，９６０ ５，７４１ ５，９６０ ５，７４１ － － － － ６ ２５ 

生活関連サービス

業 、 娯 楽 業 
３，１６０ ２，８１７ ３，０６６ ２，８０７ － － － － ３０ ２４ 

教育、 学習支援業 ５１６ ７６６ ５１６ ７６６ － － － － ５ ４ 

医 療 、 福 祉 ５，４１４ ５，７７３ ５，４１４ ５，７７３ － － － － － － 

その他のサービス ８，５６０ ８，６５１ ８，５１９ ８，６１１ － － － － ７ １３ 

国・地方公共団体等 ７１，１１２ ７２，４５７ ３５，４６９ ３５，１０６ ３５，６３９ ３７，３４７ － － － － 

個 人 ３６，９６２ ３６，１０７ ３６，９６２ ３６，１０７ － － － － ２３ ５３ 

そ の 他 １４，０３５ １８，０３８ － － ５９０ ３，７９０ － － － － 

業 種 別 合 計 ３３８，９２５ ３３６，０３７ １７６，７７６ １８１，５１０ ５２，７４６ ６０，１４９ － － ２７８ ２７６ 

１ 年 以 下 １００，２４２ ８７，８３９ ３０，９９３ ２９，６５３ ２，６３８ ２，１７９ － －  

１ 年 超 ３ 年 以 下 ２７，１３６ ２６，３１０ １３，１３２ １１，８４３ ３，７０３ ５，９６７ － －  

３ 年 超 ５ 年 以 下 ２７，１４９ ３１，４７２ １５，８４９ ２０，３６９ １０，５９９ １０，２０２ － －  

５ 年 超 ７ 年 以 下 ２９，１７５ ２４，６５５ １６，０６０ １７，４１２ １１，６１８ ５，４８１ － －  

７ 年 超 １ ０ 年 以 下 ４０，０６４ ３９，９４５ ２４，５８９ ２４，８７０ ５，５５４ １１，０３６ － －  

１ ０ 年 超 ９５，４６４ １０２，０１５ ７５，５２１ ７６，８２３ １８，０４１ ２１，４９２ － －  

期 間 の 定 め 

の な い も の 
１９，６９３ ２３，７９７ ６２９ ５３７ ５９０ ３，７９０ － －  

残存期間別合計 ３３８，９２５ ３３６，０３７ １７６，７７６ １８１，５１０ ５２，７４６ ６０，１４９ － －  

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。 
   ２．「３ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債

務者に係るエクスポージャーのことです。 
   ３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分

に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には現金、固定資産、その他資産などが含まれます。 
   ４．ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。 
   ５．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。 

※当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。 
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■一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 
   （単位：百万円） 

  
期首残高 

当 期 

増加額 

当期減少額 
期末残高 

目的使用 その他 

一般貸倒引当金 
平成３０年度 ２９７ ２２８ － ２９７ ２２８ 

令和元年度 ２２８ ２２３ － ２２８ ２２３ 

個別貸倒引当金 
平成３０年度 １，２９４ １，２１０ １９３ １，１００ １，２１０ 

令和元年度 １，２１０ ８６１ ４４３ ７６７ ８６１ 

合  計 
平成３０年度 １，５９２ １，４３９ １９３ １，３９８ １，４３９ 

令和元年度 １，４３９ １，０８５ ４４３ ９９５ １，０８５ 

（注）当金庫では、自己資本比率算定にあたり、偶発損失引当金を一般貸倒引当金あるいは個別貸倒引当金と同様のも
のとして取扱っておりますが、当該引当金の金額は上記残高等に含めておりません。 

 

■業種別の個別貸倒引当金の残高及び貸出金償却の額 

                                            （単位：百万円） 

 

個 別 貸 倒 引 当 金 

貸出金償却 
期首残高 当期増加額 

当期減少額 
期末残高 

目的使用 その他 

３０年度 元年度 ３０年度 元年度 ３０年度 元年度 ３０年度 元年度 ３０年度 元年度 ３０年度 元年度 

製 造 業 １８１ ２１１ ２１１ ２１１ ７ １ １７４ ２１０ ２１１ ２１１ １０ － 

農 業 、 林 業 ０ ０ ０ １ － － ０ ０ ０ １ － － 

漁 業 １ １ １ ２ － － １ １ １ ２ － － 

鉱業、採石業、 

砂利採取業 
－ － － － － － － － － － － － 

建 設 業 ２６２ １１４ １１４ １０３ １４６ ６ １１６ １０８ １１４ １０３ ０ １４７ 

電 気 ・ ガ ス ・ 

熱供給 ・水道業 
－ － － － － － － － － － － － 

情 報 通 信 業 － － － － － － － － － － － － 

運輸業、郵便業 ２ ５ ５ ４ １ － ０ ５ ５ ４ ２ － 

卸売業、小売業 １３４ １５８ １５８ １９６ １ ８ １３３ １５０ １５８ １９６ ２ ３３ 

金融業、保険業 ０ ０ ０ ０ － － ０ ０ ０ ０ － － 

不 動 産 業 ３２１ ４２６ ４２６ ４７ １ ４１４ ３２０ １２ ４２６ ４７ １ － 

物 品 賃 貸 業 － － － － － － － － － － － － 

各種サービス － － － － － － － － － － ０ － 

学術研究、専門・

技術サービス業 
０ ０ ０ － － － ０ ０ ０ － － － 

宿 泊 業 １７０ １０７ １０７ ９９ ９ ０ １６１ １０７ １０７ ９９ ３ ２１ 

飲 食 業 ５ ５ ５ １５ － ０ ５ ５ ５ １５ ６ － 

生活関連サー

ビス業、娯楽業 
４５ ５２ ５２ ４４ １９ ６ ２６ ４６ ５２ ４４ ２ ８ 

教育、学習支援業 － － － － － － － － － － － － 

医 療 、 福 祉 ２ ２ ２ ２ － － ２ ２ ２ ２ － － 

その他のサービス ５８ ３３ ３３ ４９ － － ５８ ３３ ３３ ４９ － － 

国・地方公共団体等 － － － － － － － － － － － － 

個 人 １０９ ９０ ９０ ８４ ７ ２ １０２ ８８ ９０ ８４ ０ ５ 

合 計 １，２９４ １，２１０ １，２１０ ８６１ １９３ ４４３ １，１００ ７６７ １，２１０ ８６１ ２８ ２１７ 

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。 
※当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。 
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１５．信用リスク削減手法に関する事項 
 

■リスク管理の方針及び手続の概要 
 

信用リスク削減手法とは、信用リスク・アセット額の算出にあたり、一定の要件を満たす担保、保証等

について、一定の範囲で削減額を資産から控除することにより、信用リスク・アセット額を軽減することが

出来る手法のことです。 

なお、お客様から担保・保証をいただく際には、説明義務を果たす一方で、融資に際しては過度に担

保・保証に依存しない審査に努めております。  
当金庫では、以下の手法を採用しております。 

１．適格金融資産担保 

定期預金及び定期積金を担保としている貸出金について、担保額を信用リスク削減額としています。担保額

については貸出債権残高を上限とし、定期預金は元金、定期積金は掛込残高の範囲内としております。 

２．貸出金と自金庫預金との相殺 

信用リスク削減の計算上、ご融資先毎に担保に供していない預金の一部を貸出債権と相殺しております。相

殺に使用する預金の種類は、一定の要件を満たす定期預金及び定期積金としております。 

３．保証 

国、地方公共団体、政府関係機関等及び一定以上の格付が適格格付機関により付与されている法人が保

証している保証債権（保証される部分に限る）について、原資産及び債務者のリスク・ウエイトに代えて当該保証

人のリスク・ウエイトを適用しております。 
 

■信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー         （単位：百万円） 
 

 

適格金融 

資産担保 
保 証 

クレジット・ 

デリバティブ 

平成３０年度 令和元年度 平成３０年度 令和元年度 平成３０年度 令和元年度 

信用リスク削減手法が適用された 

エクスポージャー 
４，２４４ ３，６９０ １６，０１０ １６，３５３ － － 

 ①ソブリン向け － － ４，９７０ ４，９７６ － － 

②金融機関向け １０ １０ － － － － 

③法人等向け １，８４８ １，６９４ ４７５ ３２９ － － 

④中小企業等・個人向け ２，２８２ １，８７１ １０，５５５ １１，０３７ － － 

⑤抵当権付住宅ローン ６２ ４０ － － － － 

⑥不動産取得等事業向け ４０ ７４ － － － － 

⑦３ヵ月以上延滞等 ０ ０ ７ ９ － － 

  （注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。 
 

１６．市場リスクに関する事項 

 
市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等のさまざまな市場のリスク・ファクターの変動により、

保有する資産（オフバランス資産を含む）の価値が変動し、損失を被るリスクのことをいいます。 
 

■リスク管理の方針及び手続の概要 
 

当金庫では、市場リスクについて、経営体力や管理能力等に見合ったリスク管理を行うことにより、適

正な収益を確保することを基本方針としております。 

リスク・ファクターの変動に対しては、的確かつ迅速なリスク判断を行うためにリスク管理委員会を設

置し、資産・負債の総合管理を実施しております。具体的には、金利予測を柱に調達と運用の資金計画

に対する予測、その予測と実績の差異などを総合的に把握し、市場リスクや流動性リスクを管理しつつ

収益機会を的確に捉える方法等を検討し、検討内容については定期的に常勤理事会に報告しておりま

す。加えて、リスク管理部署である総務部がリスク量の計測を行っているほか、一定の限度枠が必要と

判断される運用商品については枠の設定を行い、その遵守状況をモニタリングするとともに、定期的に

リスク管理委員会へ報告しております。 

リスク量については、バリュー・アット・リスク（ＶａＲ）等により計量化しており、損益に影響を及ぼす可

能性のある事象については、シミュレーションを実施し、将来の収益見通しに役立てております。 
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１７．流動性リスクに関する事項 

 
流動性リスクとは、予期せぬ資金の流出により決済資金等必要な資金が確保できなかったり、資金の

確保において、通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより、損失を被るリスクのこと

をいいます。 
 

■リスク管理の方針及び手続の概要 
 

当金庫では、市場での著しく不利な価格での取引を余儀なくされることがないよう、市場の状況を適

切に把握し対応するとともに、資金の調達・運用構造に即した適切かつ安定的な資金繰り体制を整備

することを基本方針としております。 

日々の資金繰りについては、即時に換金できる流動性の高い資金（支払準備資産）が、預金残高の

一定水準以上を維持するよう管理しております。また、緊急時の資金調達手段として、信金中央金庫に

資金を預けるなど、十分な支払準備資産を確保し不測の事態に備えております。 

 

１８．オペレーショナル・リスクに関する事項 

 
オペレーショナル・リスクとは、金融機関の内部管理体制の不備やシステムトラブルによる事故、災害等

の外生的な事象から生じる損失に係るリスクのことで、事務リスク、システムリスク、法務リスク等のリスク

をいいます。 

当金庫では、お客さまに安心してお取引きいただくために、事務リスクとシステムリスクについては特に

重要度の高いリスクであると認識しております。 

事務リスクとは、事務処理におけるミスや事故、不正等により損失を被るリスクのことです。また、システ

ムリスクとは、情報システムの障害または誤作動、システムの不備、災害、不正利用等により損失を被るリ

スクのことです。 
 

■事務リスク管理の方針および手続の概要 
 

当金庫では、常に事務リスクの所在を把握し、内部規程等の整備や事務指導により厳正な事務管理

を行うことを基本方針としております。 

多様化、複雑化する業務に適切に対処し、想定される事務リスクを未然に回避するために、規程の整

備を図るとともに、業務監査部による臨店監査、営業店による店内検査、主管部署による事務取扱指

導、相互牽制チェック体制など万全の内部事務管理を行い、事務の正確性の維持と事故防止に努めて

おります。 
 

■システムリスク管理の方針および手続の概要 
 

当金庫では、金庫が保有する情報とその情報を保護するシステムについて適切に管理する体制を整

備することを基本方針としております。 

業務のＩＴ化が進展するなか、情報システムは金庫の業務運営に欠かせない存在です。当金庫は「し

んきん共同センター」に加盟しており、システム面において大規模災害にも耐えうる安全性を確保してお

り、正確で迅速なサービスが可能な体制となっております。情報システムの運用にあたっては、要員の

過失や不正利用等を防止する観点から、各種規程、マニュアル等を制定し、これらに即した管理を行っ

ております。また、「情報資産保護に関する基本方針（セキュリティポリシー）」を定め、お客様のデータ保

護等に関する管理体制の充実に努めております。 
 

■オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称 
当金庫では、粗利益をベースに算出する「基礎的手法」を採用しております。 

 
■オペレーショナル・リスク相当額                    （単位：百万円） 

 平成３０年度 令和元年度 

オペレーショナル・リスク相当額 ５３２ ５２１ 
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１９．金利リスクに関する事項 

 

■リスク管理の方針及び手続の概要 
 

金利リスクとは、市場金利の変動によって損失を被るリスクで、資産と負債の金利または期間のミス

マッチが存在しているなかで、金利が変動することによって受ける現在価値の変動や将来の収益性に対

する影響を指します。 

当金庫は、金利リスクに対する定期的な計測・評価を行い、適切な管理を行うことを基本方針として

おります。金利リスクを適正に把握し、経営体力（自己資本）に応じて一定のリスクをとることにより、適

正な収益を確保することを目指しております。 

具体的には、一定の金利ショックを想定した銀行勘定の金利リスク量を測定し、リスク管理委員会で

協議、検討するとともに、常勤理事会へ報告するなど、金利リスクのコントロールに努めております。 
 
■銀行勘定における金利リスクの算定手法の概要 
 

銀行勘定の金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例

えば、貸出金、有価証券、預金等）が、金利ショックにより被るリスク量をみるもので、当金庫では、四半

期ごとに△ＥＶＥ（金利変動に対する経済的価値の減少額）をリスク量として算出しております。 

また、当金庫では、明確な金利改定間隔がなく、お客様のご要望によって随時払い出される要求払

預金のうち、引き出されることなく長期間滞留する預金をコア預金と定義し、要求払預金の額の５０％相

当額を平均２．５年の満期とみなしリスク量を算出しております。 

当金庫の△ＥＶＥは自己資本額の２０％を超えておりますが、万一リスクが顕在化した場合でも十分な

自己資本が確保されており、自己資本比率の国内基準４％以上を維持すると評価しております。 
 
■金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額 

       （単位：百万円） 
IRRBB 1 ： 金利リスク 

項番  

イ ロ ハ 二 

△ＥＶＥ △Ｎ Ｉ Ｉ 

令和元年度 平成３０年度 令和元年度 平成３０年度 

１ 上方パラレルシフト ８，０４８ ６，４７４     ５８７  

２ 下方パラレルシフト － －       ６  

３ スティープ化 ６，２０９    

４ フラット化 －    

５  短期金利上昇 ９９６    

６  短期金利低下 －    

７  最大値 ８，０４８ ６，４７４     ５８７  

  
ホ へ 

令和元年度 平成３０年度 

８  自己資本の額 １９，１６４ １９，０９２ 

（注） 「金利リスクに関する事項」については、平成 31年金融庁告示第 3号（平成 31年 2月 18日）による改

正を受け、令和 2 年 3 月末から△ＮＩＩを開示することとなりました。このため、開示初年度につき、当期

末分のみを開示しております。 

 

 

 

２０．派生商品取引及び長期決済期間取引に関する事項 

 

当金庫では、当該取引は行っておりません。 
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２１．証券化エクスポージャーに関する事項 

■リスク管理の方針及び手続の概要 

当金庫では、投資家として証券化商品への投資を行っており、適格格付機関が付与した格付を参考

に、投資適格格付とされるＢＢＢ格以上の商品へ投資するなど、元本の安全性に配慮した投資を行って

おります。 
 

■信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称 
当金庫は、「標準的手法」を採用しております。 

 

■証券化取引に関する会計方針 
当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券会計処理基準」及び日本公認

会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った適正な処理を行っております。 
 

■種類ごとのリスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関 
 

リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関は以下の４つの機関を採用しております。 

なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。 
 

１．株式会社格付投資情報センター 

２．株式会社日本格付研究所 

３．スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ 
４．ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 

 

■当金庫がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項 
当金庫では、当該取引は行っておりません。 

 

■当金庫が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項 
 
①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳 

ａ．証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く）            （単位：百万円） 

 平成３０年度 令和元年度 

証券化エクスポージャーの額  － － 

 

（ⅰ）カードローン － － 

（ⅱ）住宅ローン － － 

（ⅲ）自動車ローン － － 
 

ｂ．再証券化エクスポージャー 

当金庫では、当該取引は行っておりません。 
 
②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウエイトの区分ごとの残高及び所要自己資本

の額等 

ａ．証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く）            （単位：百万円） 

ﾘｽｸ･ｳｴｲﾄ区分（％） 
エクスポージャー残高 所要自己資本の額 

平成３０年度 令和元年度 平成３０年度 令和元年度 

  ０％～   １５％未満 － － － － 

 １５％～   ５０％未満  － － － － 

 ５０％～  １００％未満 － － － － 

１００％～  ２５０％未満 － － － － 

２５０％～  ４００％未満 － － － － 

４００％～１，２５０％未満  － － － － 

１，２５０％ － － － － 

 
（ⅰ）カードローン － － － － 

（ⅱ）住宅ローン － － － － 

 （ⅲ）自動車ローン － － － － 

合  計 － － － － 

     （注）１．所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスク・ウエイト×４％ 
          ただし、「リスク・ウエイト区分」「エクスポージャー残高」「自己資本の額」はいずれも信用リスク削減効

果等を勘案後の内容であるため、上記の計算式と一致しない場合があります。 

        ２．「1,250％」欄の（ⅰ）～（ⅲ）は、当該額に係る主な原資産の種類別の内訳です。 
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ｂ．再証券化エクスポージャー 

当金庫では、当該取引は行っておりません。 
 
③保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人に適用さ

れるリスク・ウエイトの区分ごとの内訳 

当金庫では、当該取引は行っておりません。 

 

２２．株式等エクスポージャーに関する事項 
 

■リスク管理の方針及び手続の概要 

当金庫では、株式等について経営体力や管理能力等に見合ったリスク管理を行うことにより適正な収

益を確保することを基本方針としております。 

保有する株式については、市場価格の変動によって資産価値が減少した場合に損失を被るリスク、

いわゆる価格変動リスクが伴います。当金庫では、上場株式については日々評価額を把握し、非上場

株式等については、財務諸表や運用報告を基にした評価を適宜実施する等、内部規定に基づき適正な

運用管理を行っております。 

価格変動に伴う予想損失額の算出については、バリュー・アット・リスク（ＶａＲ）法により計測を行い、

リスク管理部署である総務部が、金利リスクと併せて管理し、定期的にリスク管理委員会で討議、検討

するとともに、常勤理事会へ報告しております。 

なお、当該取引にかかる会計処理については、内部規定及び一般に公正妥当と認められる企業会

計の慣行に従い適正な処理を行っております。 
 
■株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額等 

                                    （単位：百万円） 

 

売買目的有価証券 その他有価証券で時価のあるもの 

その他有
価証券で
時価 のな
いもの等  

貸借対照

表計上額 

当 期 の 損
益に含まれ
た評価差額 

取得原価 
(償却原価 ) 

貸借対照

表計上額 

評価差額 貸借対照

表計上額  うち益  うち損  

上 場 

株 式 

平成３０年度 － － １，４２７ １，１１８ △３０９ １２ ３２１ － 

令和元年度 － － ９３２ ６８４ △２４７ ４ ２５２ － 

非 上 場 

株 式 等 

平成３０年度 － － １６７ １９１ ２３ ２３ － １，６６１ 

令和元年度 － － １６７ １８１ １４ １４ － １，６６１ 

合 計 
平成３０年度 － － １，５９５ １，３０９ △２８５ ３５ ３２１ １，６６１ 

令和元年度 － － １，１００ ８６６ △２３３ １８ ２５２ １，６６１ 

（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。 

２．上記の「非上場株式等」は、非上場株式のほか信金中央金庫出資金、投資事業有限責任組合出資持分です。 
 
■子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額等 

                                  （単位：百万円） 

 
貸借対照 

表計上額 
時 価 

差  額 

 うち益 うち損 

子 会 社 ・ 

子法人等株式 

平成３０年度 １０ １０ － － － 

令 和 元 年 度 １０ １０ － － － 

関連法人等株式 
平成３０年度 － － － － － 

令 和 元 年 度 － － － － － 

合 計 
平成３０年度 １０ １０ － － － 

令 和 元 年 度 １０ １０ － － － 

（注）時価は、期末日における市場価格等に基づいております。 
 
■株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額                

                                    （単位：百万円） 

 
売却額 

株式等償却 
 売却益 売却損 

株式等エクスポ

ージャー 

平成３０年度 ９２９ ８６ ３５ － 

令和元年度 ４７７ ３８ ５１ １１７ 
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２３．リスク管理債権等の状況 
 
当金庫では、資産の自己査定に基づき貸倒償却並びに貸倒引当金の計上を実施しております。 

令和元年度のリスク管理債権の残高は、前年度に引き続き、取引先の財務内容の改善のほか、不良債権

の売却や償却等により減少しました。 

「延滞債権」以下の中には、事業を継続している先で、必ずしも回収が困難とはいえない先もあり、すべて

が損失につながるものではありません。 

リスク管理債権に対しては、厳正に貸倒引当金を計上しているほか、担保や保証によりほとんどが保全さ

れております。 

このほか、経営安定化特別積立金１５億円が別途積立てられており、更にこれら積立金を含む自己資本

総額が１９１億６４百万円となっておりますので、将来においても懸念はないと考えております。 

 
       （単体ベース）                                                  （単位：百万円） 

区    分 平成３０年度 令和元年度 

破綻先債権 ５０３ ７９ 

延滞債権 ３，９０５   ４，１６５ 

３ヶ月以上延滞債権 ６ ４２ 

貸出条件緩和債権 ７８０ ５２６ 

    リスク管理債権合計（Ａ） ５，１９４ ４，８１５ 

貸出金（Ｂ） １７２，００７ １７６，５５１ 

    貸出金に占める比率（Ａ）／（Ｂ） ３．０２％ ２．７３％ 

 貸倒引当金 １，４２６ １，０７２ 

    一般貸倒引当金 ２２８ ２２３ 

    個別貸倒引当金 １，１９７  ８４８ 

自己資本額 １９，０９２ １９，１６４ 

自己資本比率（国内基準） １３．３４％ １２．８１％ 

 
（注）１．貸出金の未収利息のうち、自己査定で「破綻先」「実質破綻先」「破綻懸念先」に分類した債務者に対する

ものは、一律資産に不計上としております。 
２．一般貸倒引当金は、過去一定期間の貸倒実績率に基づき計上しております。 
３．リスク管理債権の用語解説 
⑴破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元
本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（未収利息
不計上貸出金）のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。 
①会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続き開始の申
立てがあった債務者 

②民事再生法の規定による再生手続き開始の申立てがあった債務者 
③破産法の規定による破産手続開始の申立てがあった債務者 
④会社法の規定による特別清算開始の申立てがあった債務者 
⑤手形交換所による取引停止処分を受けた債務者 

⑵延滞債権とは、未収利息不計上貸出金のうち次の２つを除いた貸出金です。 
①上記「破綻先債権」に該当する債権 
②債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金 

⑶３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している貸
出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金です。 

⑷貸出条件緩和債権とは、債務者の再建・支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、
元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞
債権及び３ヶ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。 

⑸なお、これらの開示額は担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引
当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、すべてが損失となるものではありません。 

⑹実質破綻先・破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証によ
る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額(部分直接
償却)しており、その金額は １，１７９百万円であります。 
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２４．金融再生法に基づく開示債権 

 

■金融再生法に基づく資産査定額 
 

令和元年度の正常債権以外の資産査定額は４，８３３百万円となっておりますが、当金庫の場合には、

リスク債権残高に貸出金以外の資産査定額１８百万円を加えた金額と等しくなっております。 

（単位：百万円） 

区    分 平成３０年度 令和元年度 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 １，５８０ １，１１６ 

危険債権 ２，８４９ ３，１４７ 

要管理債権 ７８６ ５６９ 

金融再生法上の不良債権（Ａ） ５，２１６ ４，８３３ 

正常債権 １７１，７４５ １７６，８０１ 

合   計  （Ｂ） １７６，９６１ １８１，６３５ 

不良債権比率    （Ａ）／（Ｂ） ２．９５％ ２．６６％ 

 
（注）１．資産査定の基準 

⑴破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産、民事再生法、会社更生手続等の事由により経営破綻
に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。 

⑵危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し契約に従
った債権の元本回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。 

⑶要管理債権とは、自己査定において要注意先に区分された債務者に対する債権のうち、３ヶ月以上延滞
債権及び貸出条件緩和債権に該当するものをいいます。 

⑷正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、破産更生債権及びこれら
に準ずる債権、危険債権、要管理債権以外の債権をいいます。 

⑸実質破綻先・破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による
回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額(部分直接償却)
しており、その金額は １，１７９百万円であります。 

 

■金融再生法債権保全状況 
    

令和元年度金融再生法上の不良債権に対する保全状況は７７．７８％となっております。 

なお、不良債権額から担保等保全額を控除した債権額に対する貸倒引当率は４５．４５％となっておりま

す。 

                                                       （単位：百万円） 

区    分 平成３０年度 令和元年度 

金融再生法上の不良債権（Ａ） ５，２１６ ４，８３３ 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 １，５８０ １，１１６ 

危険債権 ２，８４９ ３，１４７ 

要管理債権 ７８６ ５６９ 

保全額（Ｂ） ４，１８５ ３，７５９ 

 

貸倒引当金 （Ｃ） １，２６８ ８９５ 

 個別貸倒引当金 １，１９７ ８４８ 

 一般貸倒引当金 ７１ ４６ 

担保・保証等（Ｄ） ２，９１６ ２，８６４ 

保全率 (Ｂ)／(Ａ)  ８０．２３％ ７７．７８％ 

担保・保証等控除後債権に対する引当率 

      (Ｃ)／((Ａ)－(Ｄ))  
５５．１７％ ４５．４５％ 

 
（注）１．貸倒引当金は、個別貸倒引当金及び要管理債権に対して計上している一般貸倒引当金の合計額です。 

２．担保・保証等は、自己査定に基づいて算出した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認めら
れる額の合計額です。 
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２５．総代会 
 

■総代会制度について 
信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価

値とする協同組織金融機関です｡従って、会員は出資口数に関係なく一人一票の議決権を持ち、総会を通じ

て当金庫の経営に参加することとなります。しかし当金庫では、会員数がたいへん多く、総会の開催は事実

上不可能です。そこで当金庫では、会員の総意を適正に反映し充実した審議を確保するため、総会に代えて

総代会制度を採用しております 

この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関で

す。従って総代会は、総会と同様、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、総代構成のバ

ランス等に配慮し、選任区域ごとに総代候補者を選考する選考委員会を設け、会員の中から適正な手続き

により選任された総代により運営されます。 

また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の事業活動を通じて総代や会員とのコミュニケーショ

ンを大切にし、さまざまな経営改善に取組んでおります。 

なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、お近くの営業店までお寄せください。 
 

■総代の選任方法 
総代は会員の代表として会員の総意を 

当金庫の経営に反映する重要な役割を担 

っております。 

そこで総代の選考は総代候補者選考基 

準に基づき次の３つの手続きを経て選任 

されます。 

① 総代会の決議により、会員の中から 

総代候補者選考委員を選任する。 

② 選考委員会を開催のうえ、総代候補者 

選考委員が総代候補者を選考する。 

③ 上記②により選考された総代候補者を 

会員が信任する。 

（異議があれば申し立てる） 

（注）総代候補者選考基準 

・当金庫の会員であること 

・地域における信望が厚く、総代として相応しい人 

・良識をもって正しい判断ができる人 

・人格・識見に優れ、金庫の理念・使命をよく理解して 

いる人 

・緊密な取引関係を有し、金庫の発展に協力的な人 

・その他総代候補者選考委員が適格と認めた人 
 
■総代の任期と定数 
  総代の任期は３年と定められています。 

  総代の定年は８０歳と定められています。 

  総代の定数は１００人以上１３０人以下で、会員数に応じて選任区域ごとに定められています。 

  なお、令和２年７月１日現在の総代数は１０９人で、会員数は２９，９２６人です。 
 
■第１０５期通常総代会の決議事項（令和２年６月１２日開催） 
  第１０５期通常総代会において次の事項が付議され、それぞれ原案どおり承認されました。 

報告事項 第１０５期業務報告、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件 

決議事項 第１号議案 第１０５期剰余金処分（案）承認の件 

第２号議案 会員の除名の件 

第３号議案 店舗統廃合の件 

第４号議案 定款の変更の件 

      第５号議案 役員賞与支給の件 

 

 

 

総代会は、会員一人ひとりの意見を適正に反映するため 

の開かれた制度です。 

①
総
代
会
の
決
議
に
基
づ
き 

理
事
長
が
選
考
委
員
を
委 

嘱
し
選
考
委
員
の
氏
名
を 

店
頭
掲
示 

③
理
事
長
は
、
総
代
候
補
者 

氏
名
を
店
頭
掲
示
し
、 

所
定
の
手
続
き
を
経
て
、 

会
員
の
代
表
と
し
て
総
代 

を
委
嘱 

選考委員 総代候補者 

②選考委員会を開催の 

うえ、選考基準に基づき 

総代候補者を選考 

総  代 

会員の総意を適正に 

反映するための制度 

決算に関する事項、
理事・監事の選任等

重要事項の決定 

会 員 

総 代 会 
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■総代が選任されるまでの手続きについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※上記フロー図は、当金庫定款において定めている総代選考手続きに基づいております。 

 
第 １ 区 佐味 貫義⑥ 春木 昭樹⑥ 端谷  実⑥ 勝二 康邦① 上出 正博⑥ 的場 定志⑤ 地域を限定 

青木 松雄⑥ 所司 久雄⑥ 肥田 悦和① 久岡 政治③ 杉本 孝司⑥ 木下長吉郎⑥ 三浦 雅博⑥ しない総代 

今井 富夫① 杉原  省⑥ 帽子山定雄④

③ 

摩郷 則雄⑤

④ 

中橋 忠博③

② 

黒保 直冶① 宮崎  豊④

③ 

家村 静江⑤

④ 井村 能尚④

③ 

千場 和広③

② 

宮本  徹④

③ 

松本 久男⑥ 濵田 英樹⑤ 坂井 陽一⑥ 室野 吉雄⑥ 石田 忠夫④ 

浦部 隆博① 髙澤 秀晃⑥ 矢田 勝二⑥

⑤ 

三浦 雄二⑥ 吉田  信⑥ 瀬戸 和夫① 米林 和義③

② 

石野 芳仁⑥ 

圓山 寛人③ 髙澤 良英⑥ 谷内  博⑥ 南  哲郎⑥ 第 ４ 区 田内満喜夫⑥ 第 ６ 区 入井 勝巳④ 

大根 富男④

③ 

瀧川 光明③ 山口 宗大① 宮下 新市⑤

④ 

表  守活③

② 

髙木 益晶① 徳野 光春④ 小倉 一夫① 

勝 山  一⑤ 田村 行利① 若林 高明⑥ 第 ３ 区 長田 健治④

③ 

田中  泰⑥ 新田 俊二③ 神野 正博⑤

④ 壁屋 俊夫⑥ 永江 榮毅⑥ 第 ２ 区 荒木 龍平⑥ 濵田  潔⑤ 端保  巌⑥ 渡辺 晃彦④ 桑原 了子⑤

④ 狩山 賢一④

③ 

中島 忠重① 石川 宣雄⑥ 稲村 一成⑤

④ 

松本 啓志② 中西 茂宏④

る③ 

 杉野 哲也③

② 川端  充① 中西 重寛③

② 

和泉喜久雄⑥ 今井 淳一③

② 

山名 知純⑥ 西村 吉昭⑥  三宅 徳昌④

③ 関軒 紀一⑥ 

 

 

 

 

中村  明⑥ 泉  俊治⑥ 井村 眞一⑥ 山本 利也⑤

④ 

苗加 信勝⑤

④ 

 矢野 園子⑤

④ 木下 義隆②

① 

布  辰巳⑥ 今本  進③

② 

岡井 克彦⑥ 吉田 忠司⑥ 野田 正輝⑥   

古玉 栄治④

③ 

橋本 秀和⑥ 上杉  幸⑤

④ 

金田 之治① 第 ５ 区 架谷 由法⑥   

笹川修次郎⑥ 羽部 敏徳④

③ 

加茂野 隆⑥ 久保 順一⑤

④ 

石田 信幸⑥ 林田 利平⑥   

佐原 博之②

① 

播摩 正義⑥

⑤ 

寺岡 一夫⑥ 嵯峨井大民③ 市山  勉⑥ 藤澤 忠男③   
※氏名の後の数字は総代への就任回数 

【総代の属性等別構成比】 
職業別：法人・法人代表者９３％、個人事業主５％、個人２％ 

年代別：７０代以上５６％、６０代２９％、５０代１４％、４０代０％、３０代１％ 

業種別：製造業２８％、卸売業,小売業２５％、建設業２１％、生活関連ｻｰﾋﾞｽ業,娯楽業７％、運輸業４％、医療,福祉４％（上位６業種） 

総代会の議決により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱 

選考委員の氏名を１週間店頭に掲示 

選考委員が総代候補者を選考 

理事長に報告 

北國新聞に公告 

欠員（選考を行わない） 

総代の氏名を１週間以上店頭に掲示 

総代候補者の氏名を１週間以上店頭に掲示 

当金庫の地区を６区の選任区域に分け、選任区域ごとに総代の定数を定めております。 

選任区域の会員数の１／３以上の会員から

異議の申出があった総代候補者 

当該総代候補者が選任区域の総

代定数の１／２以上 

当該総代候補者が選任区域の総

代定数の１／２未満 

他の候補者を選考 

異議申出期間（公告後２週間以内） 

理事長が総代に委嘱 

会員から異議の申出がなかった総代候補者 
または、会員から異議の申出はあったが、
その数が選任区域の会員数の１／３未満の
総代候補者 

① 
総代候補者 
選考委員の 
選任 

② 

総代候補者 
の選考 

③ 

総代の選任 

上記②以下の手続きを経て 

【総代名簿】令和２年７月１日現在 

 

 

（注）業種別の構成比は法人・法人代表者及び個人事業主に限る。 
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２６．役職員の報酬体系 

 

■対象役員 
 
当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象

役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行

及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。 
 
（１） 報酬体系の概要 

【基本報酬及び賞与】 

非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及

び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。 

そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額

については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定しております。 

また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定しておりま

す。 

【退職慰労金】 

退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認

を得た後、支払っております。また、理事会の決定により、退職慰労金の一定の範囲内で退

職功労金を支給できるとしております。 

なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金等の支払いに関して、主として次の事

項を定めております。 

ａ．決定方法  ｂ．決定時期 
 
（２） 令和元年度における対象役員に対する報酬等の支払総額 

 

 

 

 

（注） １．対象役員に該当する理事は９名、監事は１名です（期中に退任した者を含む）。 

    ２．上記の内訳は、「基本報酬」９０百万円、「賞与」１５百万円、「退職慰労金」１６百万円となっておりま

す。なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額（過年度に繰り入

れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。また、「退職慰労金」は

当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員

退職慰労引当金の合計額です。 

       ３．使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。 
 
（３） その他 

「信用金庫法施行規則第１３２条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であ

って、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官

が別に定めるものを定める件」（平成２４年３月２９日付金融庁告示第２２号）第２条第１項第３号、

第４号及び第６号に該当する事項はありません。 
 
■対象職員等 
 
当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員、

当金庫の主要な連結子法人等の役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を

受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。 

なお、令和元年度において、対象職員等に該当する者はおりません。 
 

（注） １．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。 

    ２．「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結総資産に対して２％以

上の資産を有する会社等をいいます。なお、令和元年度においては該当する会社はありません。 

    ３．「同等額」は 令和元年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。 

    ４．令和元年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はおりません。 

  （単位：百万円） 

区 分 支払総額 

対象役員に対する報酬等 １２２ 
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大正  4年  5月 24日 無限責任七尾興産信用組合設立  事務所：七尾町大手町７番地  
昭和 25年  4月  1日 中小企業等協同組合法による信用組合に組織変更  
昭和 27年  1月 12日 信用金庫法による信用金庫に組織変更、能登信用金庫と改称  
昭和 60年  5月  1日 ＣＩ導入  
昭和 63年  8月  8日 のとしん総合サービス㈱設立  
平成  6年  4月  1日 まごころセンターの設置  
平成  7年  4月  1日 のとしんカレッジ開校  

4月 17日 カジュアルデーの開始に伴い、ボランティア活動の開始  
5月 20日 創立８０周年記念式典  

平成  9年  3月  1日 のとしんセーフティードライバーズ（ＮＳＤ）発足  
10月  1日 のとしんホームページ開設  

平成 10年  5月  6日 信金大阪共同事務センター加盟  
平成 11年  3月 29日 郵貯ＡＴＭとの相互接続取扱開始  

4月  1日 ＡＴＭ利用手数料還元サービス開始  
6月 16日 新理事長就任メッセージ「ふれあい宣言２１」発表  
7月  1日 のとしんボランティアーズ発足  

平成 12年  1月 17日 消費税納付用積金「納めま専科」発売  
1月 20日 女性サークル「のとしんキャロットクラブ」発足  
3月 21日 モバイル・インターネットバンキング取扱開始  
4月  3日 理事長へのひとこと伝言板「きどあいらく」開始  

 介護支援定期「介護物語」発売  
6月 22日 第１９回信用金庫ＰＲコンクール（全信懇）のポスター部門で最優秀賞受賞  
6月 23日 第３回全国信用金庫協会「信用金庫社会貢献賞」で「奨励賞」受賞  
9月  1日 執行役員制を導入  

10月  2日 投資信託窓販業務を全店で開始  
12月  1日 ポイントカード「のとしんモットいいもの倶楽部」開始  
12月  4日 しんきんＡＴＭゼロネットサービス開始  

平成 13年  3月  5日 スポーツ振興くじ（toto）当選金払戻し業務を３カ店で開始  
4月  2日 損害保険窓販業務を全店で開始（住宅関連の長期火災保険「しんきんグッドすまいる」）  
6月 21日 企業支援部（通称：サポート隊）新設  
8月  7日 自立型人間養成講座「チャレンジマルコポーロ」開始  

11月 27日 確定拠出年金運営管理機関に登録  
平成 14年  2月 18日 輪島信用組合の事業譲受けに伴い、輪島支店オープン 

3月 18日 個人型確定拠出年金業務取扱開始  
10月  1日 生命保険窓販業務を全店で開始  

平成 15年  1月 20日 西支店を廃止し本店営業部に統合  

3月  5日 
第２２回信用金庫ＰＲコンクールの小冊子部門で、コミュニティー誌「にんじん」が最優秀賞受賞  
コミュニティー誌「にんじん」が最優秀賞  

3月 24日 
㈱石川銀行の６店舗の営業を譲受け、「久安支店」「内灘支店」「金沢支店木越出張所」を開設  
「内灘支店」「金沢支店木越出張所」を開設  

5月  1日 確定拠出年金制度とポイント制の退職金制度導入  
9月 20日 のとしん百錬塾（能登地区）を開講（金沢地区は１１月２７日に開講） 

11月  4日 能登信用金庫と共栄信用金庫が合併し「のと共栄信用金庫」としてスタート  
 「しんきんインターネットバンキング」取扱開始  
 テレビ会議システム導入  

平成 16年  2月  2日 「しんきん法人インターネットバンキング」取扱開始  
3月  6日 第２３回信用金庫ＰＲコンクールのポスター部門で「合併告知ポスター（６種類）」が最優秀賞受賞  
5月 20日 のとしんビジネスクラブの設立  

平成 17年  2月 10日 のとしんエンゼルプラン策定  
 多子家族応援定期預金「子宝１０００」発売  

3月  1日 公庫提携型住宅ローン「フラット３５」発売  
 債務一本化ローン「まとめ上手」発売  

4月 19日 七尾市に七尾美術館の美術収集基金として１千万円を寄付  
5月  6日 他行庫カードによる振込業務受付を開始  
5月 23日 本店新築開店  
6月  1日 石川県プレミアム・パスポート事業の協賛企業に第１号で登録  
6月 17日 ＣＳＲ推進室の設置  

 「のとしんふるさと基金」の設立  
8月 15日 「がん保障特約付住宅ローン」、「おまとめリフォーム」発売  
9月 15日 本部組織を２本部制（管理本部、営業本部）とし、事務管理部を新設  

11月 16日 大林理事長秋の国家褒章「黄綬褒章」受章  
平成 18年  2月  8日 「子どもの笑顔を育む運動」開始  

 全店舗「子ども１１０番の家」制度に参加  
5月 17日 児童・生徒の通学路における交通安全活動を開始  
8月 18日 プレミアム・パスポート事業「子育てにやさしい店金賞」を受賞  
9月 11日 石川県ワークライフバランス企業知事表彰を受賞  

10月 11日 本店に「縁結びｉｓｔ」交流サロン・サテライト七尾の開設  
10月 24日 飲酒運転撲滅宣言式を実施  
11月  6日 良川支店、鹿西支店、能登島支店の３店舗を廃止  
11月 20日 「県民育児の日」応援定期預金「だんらん３００」発売  

平成 19年  3月  8日 
4月  6日 
5月  8日 

退職金専用定期預金「新生活物語」発売  
能登半島復興キャンペーン『負けるな！能登半島』の取組み開始  
能登半島復興応援定期預金『負けるな！能登半島』に係る義援金１千万円を石川県に贈呈  

10月 29日 しんきん北陸トライネット ATM サービス開始 
12月  4日 全店舗に補聴器と簡易筆談器を設置 
12月 12日 飲酒運転撲滅運動のセレモニー実施し、全店舗にアルコール検知器を設置 

２７．あゆみ                            － １０５年のあゆみ － 
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平成 20年  1月  4日 子育て応援定期積金『こども未来』発売 
1月 15日 子育て家族に対する「振込手数料」無料化開始 
2月 20日 金沢地区統括部に「チーム・サポート」を新設 
2月 21日 環境保全活動支援型商品「エコ・サポートローン」発売  
3月 17日 「人材育成優良企業知事表彰」を受賞 
3月 19日 いしかわ事業者版環境 ISO 登録証の受領 
4月  1日 “環境保全活動”支援定期預金の発売 

  “能登の森づくり”定期預金  森づくりファンド『やまもり』 
  “いしかわ家庭版環境 ISO”応援定期預金 『エコ宣言！５００』 

4月 21日 がん・医療保険の取扱開始 
 「きてくだま葉書」キャンペーン実施（～６月３０日） 

5月  1日 「企業の森づくり推進事業」で石川県と協定締結 
6月  6日 「いしかわの木づかい応援住宅ローン制度」協賛 
6月 21日 「第１回石動山の森づくり」実施 
7月 11日 ISO14001 認証取得 
7月 28日 輪島支店移転新築オープン 
8月 18日 ふるさといしかわ子育て応援定期預金「だんらん５００」再発売 
9月 16日 のとしん悠々倶楽部会員向け団体傷害保険「シニア倶楽部」取扱開始  

10月 12日 「第２回石動山の森づくり」実施 
11月 25日 しんきん携帯電子マネーチャージサービス開始 

平成 21年  1月 22日 夜間の交通事故防止を図る「ヘッドライト・チェンジ運動推進大会」開催  
4月  1日 “運転免許証自主返納者”専用定期預金「運転卒業宣言」の発売  

5月  1日 「環境学習講座等協定調印式」開催 

5月  7日 環境学習講座開始（七尾市・中能登町の全１８小学校） 
5月 18日 しんきん傷害保険付定期積金「えがお未来」の発売 
7月 13日 かしま支店移転新築オープン 
9月 13日 野球部「天皇賜杯第６４回全日本軟式野球」に出場 

10月  1日 「標準傷害保険」取扱開始 
10月 26日 フリーローン『心配無用！』発売 
11月 16日 「第１回児童環境学習活動発表会」開催 
11月 27日 金融円滑化特別委員会の設置 

平成 22年  2月  2日 能登地区統括部の新設 
4月  1日 融資部と債権管理部を融資管理部に統合 
6月  1日 ふるさと文化応援定期預金  長谷川等伯  再発見ファンド『等伯』発売 
6月 10日 子育て応援普通預金『まなざし』発売 
6月 23日 平成２２年度「児童環境学習講座」開始（七尾市・中能登町の小学校）  
6月 30日 「ふるさと石川環境保全功労者表彰」にて「環境保全貢献企業」として知事表彰を受賞  

平成 23年  1月  4日 第４７回のとしん懸賞品付定期預金「ふるさと三昧’１１～静岡からのお取り寄せ～」発売 

1月 26日 ３ヵ年の中期経営計画の発表 
3月 12日 「長谷川等伯ふるさと調査シンポジウム」開催 
3月 17日 「エコドライブ優良事業所表彰」受賞 
3月 28日 東日本大震災緊急融資の取扱開始 
4月  1日 ジュニアボード「 Sensitive」発足  
4月  7日 「東日本大震災チャリティーバザー」開催  
5月 11日 景品ポイント制度「モットいいもの倶楽部」でポイント募金取扱開始 <東日本大震災被災地宛 > 
6月 27日 “しんきんｉネット震災復興支援定期積金”発売  
6月 28日 省エネ生活応援定期預金『節電礼讃』発売  
7月  1日 省エネ住宅ローン『節電礼賛』＜利息還元制度＞取扱開始  
7月  3日 第 1 次東日本大震災ボランティア派遣  
7月  7日 のとしんアグリローン発売  
9月  8日 「ソーラーローン」発売  

10月 17日 野々市支店移転新築オープン、移転新築オープン記念定期預金『絆』発売 
11月  1日 「事業者版ソーラーローン」発売  
12月 21日 「いしかわ事業者版環境 ISO 優良活動表彰」を受賞  

平成 24年  1月 10日 「統括本部」「管理本部」「営業本部」の三本部制に組織改正  
融資管理部と企業支援部を融資管理部に統合、業務推進部を業務部に変更  

2月 17日 「石動山の森づくり」で「第１回いしかわエコデザイン賞２０１１」を受賞  
2月 22日 のとしんビジネスローン『躍進』取扱開始  
2月 28日 石川県七尾美術館に長谷川等誉筆「涅槃図」を寄贈  
6月 18日 景品ポイント制度において（財）いしかわ子育て支援財団への寄付取扱開始  
6月 20日 「石動山の森づくり活動」が第１５回信用金庫社会貢献賞「特別賞」受賞  
8月 27日 店舗統廃合（金沢中央支店、川原町支店にんじん館出張所）実施  

しんきん i ネット東日本大震災子ども応援定期積金発売  
10月 15日 能登空港応援定期預金「夢飛行」発売  

平成 25年  1月 28日 「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」認定書交付  
8月  1日 東日本大震災こども応援定期積金Ⅱ発売  

10月 22日 いしかわエンゼルマーク運動への登録  
平成 26年  1月  6日 NISA（小額投資非課税制度）取扱開始 

2月 10日 ビジネスローン『躍進』再発売  
 3月 28日 のとしんビジネスクラブ設立１０周年記念式典  
4月 25日 職域サポート制度の導入  
5月 15日 

10月 29日 
11月  1日 

大相撲応援定期預金発売  
定期積金「飛躍」発売  
「第１回のとじまの松林再生活動」実施  

平成 27年  1月 21日 「のとしん女性会」発足（チームカトレア 8 名、チームなでしこ 7 名）  
2月 23日 応対コンクール１００  本選開催  
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平成 27年  5月 20日 
5月 23日 

『あすなろ基金』設立準備委員会発足  
のと共栄信用金庫創立１００周年記念講演会及び記念式典  

6月 13日 
6月 25日 

第１９回能登よさこい祭りで“のとしん舞遊人”が大賞を受賞（～ １４日）  
ふるさと教育応援定期預金『青雲の志』の発売  

7月  7日 のとしん悠々倶楽部「カナダ横断ハイライト８日間の旅」＜第 1 弾＞実施（～１４日）  
9月  8日 

10月  1日 
10月  6日 

のとしん悠々倶楽部「カナダ横断ハイライト８日間の旅」＜第２弾＞実施（～ １５日）  
しんきん i ネット『しんきんの絆』復興応援定期積金Ⅱ発売  
創立１００周年記念合同ゴルフ大会実施  

平成 28年  6月  1日 省エネ住宅ローン『節電礼賛』＜利息還元制度＞取扱開始  
6月  6日 
6月 11日 

省エネ生活応援定期預金『節電礼賛』発売  
第２０回能登よさこい祭りで“のとしん舞遊人”が七尾市観光協会長賞を受賞（～１２日）  

7月 11日 女性応援カードローン『まり姫』発売  
9月  5日 

10月  3日 
業務災害に備える『ビジネスプラン』取扱開始  
金沢西まごころセンター開設  

平成 29年  1月  4日 ふるさと文化応援定期預金『でか山』発売 
2月 27日 タブレット端末全店導入  
4月  3日 
5月 17日 
6月  5日 

平成 30年  2月  1日 
 2月  6日 

のとしんビジネスローン『プライム（躍進）』発売  
省エネ生活応援定期預金『節電礼讃』発売  
のとしんビジネスローン『ロングサポート』発売  
七尾事業承継オーケストラを結成  
石川県から森林整備活 CO2 吸収認証を受領（７ .２ CO2 ㌧、１０年間で累計２２８ .６ CO2 ㌧）  

平成 30年  4月  2日 
 
 

5月 10日 
5月 16日 
5月 23日 
6月  2日 
6月  6日 
6月 23日 
7月 12日 
7月 15日 
8月  1日 
8月 14日 
8月 26日 
9月  3日 
9月 20日 

 
10月 10日 
10月 13日 
10月 16日 
10月 20日 
11月 12日 
11月 16日 
11月 19日 
11月 22日 

平成 31年  2月  1日 
3月  4日 
3月  7日 
3月 16日 

 
 
 

平成 31年  4月  1日 
 
 

令和元年  5月 13日 
5月 15日 
5月 28日 
5月 31日 
6月  1日 
6月 17日 
7月 11日 
7月 14日 
7月 20日 
8月 25日 
9月 11日 

10月  1日 
 

10月 16日 
 

10月 24日 
10月 26日 
11月  4日 
11月  8日 
11月 10日 
11月 16日 

令和 2年  2月 10日 
3月  4日 
3月 11日 

金沢南支店を久安支店内（店舗内店舗）に移転  
ふるさと文化応援定期預金“長谷川等伯再発見ファンド『等伯』”発売  
ふるさと教育応援定期預金『青雲の志』発売  
ニューのとしんカレッジ２４期生開講式  
七尾市・中能登町「第１０回児童環境学習活動キックオフミーティング」開催  
「かなざわ能登くらぶ」設立総会・講演会開催  
金沢百万石まつり「百万石踊り流し」に参加  
のとしんビジネスローン『プライム（躍進）』発売  
のとしん「にっぽん丸チャータークルーズ  函館・秋田３泊４日の旅」実施（～２６日）  
森づくりファンド事業「第２１回石動山の森づくり」実施  
第７７回七尾港まつり「第４０回総踊り」に参加  
「のとしん相続相談センター」の開設  
日本財団の「わがまち基金」を活用した「過疎地域における移住・創業応援事業の展開」の開始  
七尾市「城山クリーン大作戦」に参加  
しんきん預かり資産ナビゲーションシステムの導入  
のとしん悠々倶楽部「和倉温泉くつろぎの旅 /ビッグスペシャルショー２０１８」開催  
<島津亜矢ショー >（～２１日）  
第３５回のとしん理事長杯争奪ゲートボール大会開催  
第５回のとじまの松林再生活動実施  
第４回のとしん合同チャリティゴルフ大会開催  
森づくりファンド事業「第２２回石動山の森づくり」実施  
鳴和支店木越出張所を鳴和支店内（店舗内店舗）に移転  
のとしん悠々倶楽部「演芸プラン２０１８」開催  
小丸山支店を本店営業部内（店舗内店舗）に移転  
「かなざわ能登くらぶ」講演会・交流会開催  
退職金専用定期預金『新生活物語’１９』発売  
のとしんキャロットクラブ第２０回定期総会・講演会開催  
平成３０年度 CO2 吸収認証交付（８ .３ CO2 ㌧）  
お客様向けセミナー研修発表会の開催  

－ この 1 年のあゆみ － 
 
ふるさと文化応援定期預金“長谷川等伯再発見ファンド『等伯』”発売     
能登の森づくり定期預金“森づくりファンド『やまもり』”発売      
ふるさと教育応援定期預金『青雲の志』発売      
七尾市・中能登町「第１１回児童環境学習活動キックオフミーティング」開催    
ニューのとしんカレッジ２５期生開講式      
大林会長が春の叙勲、旭日小綬章受章      
かなざわ能登くらぶ、総会並びに講演会      
 金沢百万石まつり「百万石踊り流し」に参加      
「のとしん SDGｓ宣言」発表      
第５５回献血運動推進全国大会にて厚生労働大臣感謝状の贈呈を受ける     
第７８回七尾港まつり「第４１回総踊り」に参加      
森づくりファンド事業「第２３回石動山の森づくり」実施      
七尾市「城山クリーン大作戦」に参加      
しんきんビジネスフェア「北陸ビジネス街道２０１９」開催      
Ｊ -Ｄ ebit におけるキャッシュレス・消費者還元事業に参画      
第５回のとしん合同チャリティゴルフ大会開催      
のとしん悠々倶楽部「和倉温泉くつろぎの旅 /ビッグスペシャルショー２０１９」開催   
<小林幸子ショー >（～１７日）      
第３６回のとしん理事長杯争奪ゲートボール大会開催      
第６回のとじまの松林再生活動実施      
大林会長が第７３回北國文化賞受賞      
森づくりファンド事業「第２４回石動山の森づくり」実施      
七尾商工会議所と共催で、東京女子大学学長茂里一紘氏講演会の開催     
かなざわ能登くらぶ講演会並びに懇親会      
のとしん悠々倶楽部「演芸プラン 2020」＜金沢地区店舗会員限定＞実施     
 令和元年度 Co2 吸収認証交付（ 9.0 Co2 ㌧）      
 「新型コロナウイルス対策に係る基 本方針」発表      
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金融機関コード ： １４４２

硬貨 通帳

平日 土曜 日・祝 対応 繰越

001 926-8601 七 尾 市 桧 物 町 ３ ５ 番 地 ○ ○ ○ ○ ○

002 925-0035 羽 咋 市 本 町 コ ８ ６ 番 地 の ２ ○ ○ ○ ○ ○

003 925-0141 羽 咋 郡 志 賀 町 高 浜 町 ク ６ ０ 番 地 の ４ ８ ○ ○ ○ ○ ○

004 925-0446 羽咋郡志賀町富来地頭町８の２０４番地の１ ○ ○ × ○ ○

006 929-1425 羽 咋 郡 宝 達 志 水 町 子 浦 レ １ ８ ６ 番 地 ○ × × ○ ×

008 926-0053 七 尾 市 上 府 中 町 ソ 部 ３ 番 地 の １ ○ ○ ○ ○ ○

009 929-0323 河 北 郡 津 幡 町 字 津 幡 ハ ７ 番 地 の １ ○ ○ ○ ○ ○

010 929-1721 鹿 島 郡 中 能 登 町 井 田 め ２ ５ 番 １ ○ ○ ○ ○ ○

011 920-0804 金 沢 市 鳴 和 二 丁 目 １ 番 ５ 号 ○ ○ ○ ○ ○

052 920-0804 金 沢 市 鳴和 二丁 目１ 番５ 号（ 鳴和 支店 内） - - - - -

012 929-1343 羽 咋 郡 宝 達 志 水 町 小 川 弐 部 ８ ９ 番 地 の １ ○ × × ○ ×

013 929-1172 か ほ く 市 松 浜 イ の ６ ５ 番 地 ３ ○ × × ○ ×

014 929-2124 七 尾 市 白 浜 町 ７ ６ 番 地 ○ × × ○ ×

015 926-0173 七 尾 市 石 崎 町 ヨ 部 ７ ０ 番 地 の １ ０ ４ ○ ○ ○ ○ ○

018 921-8164 金沢市久安三丁目３９７番地（久安支店内） - - - - -

019 927-0027 鳳 珠 郡 穴 水 町 字 川 島 ソ の ７ ２ 番 地 ○ × × ○ ×

020 929-1126 か ほ く 市 内 日 角 四 丁 目 １ ４ 番 地 ○ ○ ○ ○ ○

021 926-0048 七 尾 市 桧 物 町 ３ ５ 番 地 （ 本 店 営 業 部 内 ） - - - - -

022 928-0001 輪 島 市 河 井 町 １ ７ 部 ３ ０ 番 地 ４ ○ ○ ○ ○ ○

023 921-8164 金 沢 市 久 安 三 丁 目 ３ ９ ７ 番 地 ○ ○ ○ ○ ○

024 920-0271 河 北郡内灘町字鶴ヶ 丘四丁目１番地２ ６０ ○ ○ ○ ○ ○

032 920-0997 金 沢 市 竪 町 ８ ３ 番 地 の １ ○ ○ ○ ○ ○

033 921-8031 金 沢 市 野 町 二 丁 目 ４ 番 ６ 号 ○ × × ○ ×

034 920-0043 金 沢 市 長 田 二 丁 目 ２ ４ 番 ３ ６ 号 ○ × × ○ ○

035 921-8811 野 々 市 市 高 橋 町 １ ８ 番 １ ８ 号 ○ ○ ○ ○ ○

036 920-3114 金 沢 市 吉 原 町 ハ ３ １ 番 １ ○ ○ ○ ○ ○

037 921-8063 金 沢 市 八 日 市 出 町 ８ １ ２ 番 地 ○ × × ○ ×

039 920-1167 金 沢 市 も り の 里 二 丁 目 ９ ７ 番 地 ○ ○ ○ ○ ×

926-8601 七 尾 市 桧 物 町 ３ ５ 番 地

926-0173 七 尾 市 石 崎 町 ヨ 部 ７ ０ 番 地 の １ ０ ４

925-0035 羽 咋 市 本 町 コ ８ ６ 番 地 の ２

929-1126 か ほ く 市 内 日 角 四 丁 目 １ ４ 番 地

920-3114 金 沢 市 吉 原 町 ハ ３ １ 番 １

921-8164 金沢市久安三丁目３９７番地（久安支店内）

921-8031 金 沢 市 野 町 二 丁 目 ４ 番 ６ 号

926-8601 七 尾 市 桧 物 町 ３ ５ 番 地

920-0804 金 沢 市 鳴 和 二 丁 目 １ 番 ５ 号

硬貨 通帳

平日 土曜 日・祝 対応 繰越

七 尾 市 能 登 島 向 田 町 ろ - １ ○ ○ ○ × ×

七 尾 市 小 島 町 大 開 地 １ 番 ７ ８ ○ ○ ○ × ×

七 尾 市 富 岡 町 ９ ４ 番 地 ○ ○ × × ×

七 尾 市 古 府 町 へ 部 ３ ５ 番 地 ３ ○ ○ ○ ○ ○

七 尾 市 古 府 町 か ３ １ 番 地 １ ○ ○ ○ × ×

七 尾 市 藤 橋 町 申 ５ ５ 番 地 １ ○ ○ ○ ○ ○

七 尾 市 藤 橋 町 ア 部 ６ 番 ４ ○ ○ × ○ ×

七 尾 市 松 百 町 ハ 部 ３ 番 地 の １ ○ × × ○ ×

七 尾 市 奥 原 町 上 ノ 部 １ ３ ３ 番 地 ○ ○ ○ × ×

羽 咋 市 的 場 町 松 崎 ２ ４ 番 地 ○ ○ × × ×

羽 咋 市 石 野 町 ロ ５ ３ ○ ○ ○ × ×

羽 咋 郡 志 賀 町 富 来 領 家 町 甲 ２ ６ 番 地 ○ ○ ○ × ×

羽 咋 郡 志 賀 町 末 吉 鵜 島 ３ - １ ○ ○ ○ × ×

鹿 島 郡 中 能 登 町 井 田 と 部 １ 番 地 １ ○ ○ ○ × ×

輪 島 市 三 井 町 洲 衛 １ ０ 部 １ １ 番 １ ○ ○ ○ × ×

か ほ く 市 内 日 角 タ ２ ５ 番 ○ ○ ○ × ×

金 沢 市 木 越 二 丁 目 １ ５ 番 地 ○ ○ ○ × ○

金 沢 市 広 岡 町 ロ １ 番 地 ○ ○ ○ × ×

金 沢 市 福 久 町 二 丁 目 ５ ８ 番 地 ○ ○ ○ × ×

金 沢 市 鞍 月 東 ２ 丁 目 １ 番 地 ○ ○ ○ × ×

金 沢 市 横 川 七 丁 目 ５ ７ 番 地 ○ × × ○ ×

令和２年７月１日現在

076-242-8317

２８．店舗のごあんない

令和２年７月１日現在

２９．店舗外現金自動機コーナーのごあんない

0767-53-6114

0767-62-4648

0767-22-1147

076-283-3957

076-258-4371

076-244-3896

076-242-8317

076-263-0310

076-246-6008

076-258-4371

076-240-7988

076-233-2172

076-283-3957

0767-52-4579

0768-22-5767

076-242-2396

076-286-0354

076-261-5124

0767-28-4445

076-283-4647

0767-68-3750

0767-62-4648

076-244-3896

0768-52-1537

0767-32-3274

0767-42-1850

0767-29-3154

0767-53-3748

076-253-5110

0767-52-1305

076-289-4179

0767-76-1709

076-252-6257

076-257-5394

ロ ッ キ ー 羽 咋 店

ロ ッ キ ー 志 賀 の 郷 店

ア ル ・ プ ラ ザ 鹿 島

能 登 空 港

古 府 町

ＦＡＸ番号

0767-53-6764

0767-22-1147

076-253-5111

金 沢 南 ※

Ｊ Ｒ 金 沢 駅

ロ ッ キ ー 七 尾 店

公 立 能 登 総 合 病 院

イ オ ン 金 沢 店

県 立 中 央 病 院

ア ス ク

イ オ ン モ ー ル か ほ く

国 立 病 院 機 構 七 尾 病 院

ベ イ モ ー ル

恵 寿 総 合 病 院

木 越

小 丸 山

所        在         地

タ ン ト

公 立 羽 咋 病 院

ＡＴＭコーナー稼働

店番

 本　　　　　　　部

金 沢 南 ま ご こ ろ セ ン タ ー 076-244-7737

か し ま 支 店

076-242-3610

0767-52-3450

七 尾 ま ご こ ろ セ ン タ ー

金沢地区統括部

羽 咋 ま ご こ ろ セ ン タ ー

河 北 ま ご こ ろ セ ン タ ー

金 沢 東 ま ご こ ろ セ ン タ ー

七 尾 西 ま ご こ ろ セ ン タ ー

金 沢 西 ま ご こ ろ セ ン タ ー

押 水 支 店

七 塚 支 店

内 灘 支 店

ＡＴＭコーナー稼働
所        在         地〒店　　舗　　名 電 話 番 号

本 店 営 業 部 0767-52-3450

0767-42-1127

076-252-6255

076-263-0311

076-246-3721

076-283-3955

0767-52-6262

076-258-0159

0767-22-1144

076-240-2181

0767-32-1177

076-286-4222

076-261-5188

076-257-1101

0767-28-4444

076-283-4646

076-244-2477

0767-29-3155

0767-53-2229

076-289-4151

羽 咋 支 店

高 浜 支 店

富 来 支 店

志 雄 支 店

川 原 町 支 店

0767-52-3450

0767-68-3755

0767-62-4646

0767-22-1144

076-258-0159

076-283-3955

0768-52-1110

0767-62-4444

0768-22-0263

076-242-1406

076-242-3610

竪 町 支 店

津 幡 支 店

076-233-2262

森 本 支 店

八 日 市 支 店

杜 の 里 支 店

久 安 支 店

鳴 和 支 店

鳴 和 支 店 木 越 出 張 所

0767-76-1144

鹿島郡

輪島市

七尾市

金 沢 南 支 店

穴 水 支 店

宇 ノ 気 支 店

小 丸 山 支 店

輪 島 支 店

能 登 島 向 田 町

名　　　　　　　　称

かほく市

※「金沢南」は、令和２年７月３１日(金)に営業を終了いたします。

野 町 支 店

西 部 支 店

野 々 市 支 店

鹿 北 支 店

和 倉 支 店

金沢市

羽咋市

羽咋郡
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３０．手数料一覧                             （令和２年７月１日現在） 
 
1. 為替手数料 

(1) 振込手数料 （１件につき） 

区  分 振込金額 

当金庫宛 他行庫宛 

自店宛 他店宛 電信扱 
文書扱 
(注2) 

窓口扱い (注1) 
(個別振込・総合振込) 

３万円以上 ５５０円 ５５０円 ８８０円 ６６０円 

３万円未満 ３３０円 ３３０円 ６６０円 ４４０円 

ATM 振込・FAX 振込の総合振込 
３万円以上 ４４０円 ４４０円 ７７０円 

― 
３万円未満 ２２０円 ２２０円 ５５０円 

自動振込 
３万円以上 ２２０円 ３３０円 ６６０円 

― 
３万円未満 １１０円 １１０円 ４４０円 

FB･法人IBの総合振込 
３万円以上 ２２０円 ２２０円 ５５０円 

― 
３万円未満 １１０円 １１０円 ４４０円 

HB･IB･法人IBの資金移動 
３万円以上 ２２０円 ２２０円 ５５０円 

― 
３万円未満 １１０円 １１０円 ４４０円 

(注1) 窓口扱いの総合振込には、「総合振込依頼書」および「電子媒体」での利用が該当します。 
(注2)「文書扱」は、「振込通知書」等の付帯物件がある場合のみの取扱いとなります。  

  ■次の振込に該当の場合は、振込手数料を無料とします。（ＡＴＭ振込は対象外です） 

振込資金 子供の教育資金 
(授業料、入学金、受験料に限定) 

消費性資金 
（事業性資金は対象外） 

振込依頼人 子供または親・親権者 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ裏面記載の何れかの方 
（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾊﾟｽﾎﾟー ﾄの呈示が必要） 

  ※プレミアム・パスポートは「子育てにやさしい企業推進協議会」発行で有効期限内のものに限ります。 
 

(2) 給与振込手数料 （１件につき） 

時限区分 振込先区分 手 数 料 

所定時限内の受付 
当金庫宛 無  料 
他行庫宛（窓口扱い） ２２０円 
他行庫宛（窓口扱い以外） １１０円 

所定時限外の受付 当金庫宛 
他行庫宛 

総合振込扱い 

(注3) 上記(1)表中に記載の総合振込手数料となります。 

 
(3) 送金手数料 （１件につき） 

送 金 の 種 類 手 数 料 
[当金庫本支店宛] ４４０円 
[他行庫宛]  

至急扱い ８８０円 
普通扱い ６６０円 

 
(4) 代金取立手数料 （１枚につき） 

代 金 取 立 の 種 類 手 数 料 
同一手形交換所内[当日入金処理が可能な手形・小切手] 無  料 

〃     [期日管理が必要な手形・小切手] ２２０円 

同一手形交換所外[他行庫宛] 至急扱い ８８０円 
〃       〃   普通扱い ６６０円 

 

 

(注3) 
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(5) その他諸手数料 （１件・１通につき） 

種  類 手 数 料 
不渡手形・小切手返却料 ６６０円 
取立手形組戻料 ６６０円 
取立手形窓口呈示料 ６６０円 
送金・振込の組戻料 ６６０円 
地方税取扱手数料（県外） ４４０円 
   〃    （県内） 無  料 

 
2. ＡＴＭ利用手数料（入金、出金） （１回につき） 

ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞの種類 利  用  時  間 手数料 

手数料 
お借入れ額 
またはご返済 
額が１万円 
以下の場合 

信用金庫カード 
北陸三県内に 

本店を置く信用金庫 
ＡＴＭ稼動時間内 無  料 無  料 

信用金庫カード 
北陸三県外に 

本店を置く信用金庫 
 

および 
北陸銀行のカード 

平 日 

8：00 ～ 8：45 １１０円 １１０円 
8：45 ～ 18：00 無  料 無  料 
18：00 ～ １１０円 １１０円 

土曜日 
9：00 ～ 14：00 無  料 無  料 
14：00 ～ １１０円 １１０円 

日曜・祝日 9：00 ～ １１０円 １１０円 

上記以外の 
他行カード 

平 日 

8：00 ～ 8：45 ２２０円 １１０円 
8：45 ～ 18：00 １１０円 １１０円 
18：00 ～ ２２０円 １１０円 

土曜日 
9：00 ～ 14：00 １１０円 １１０円 
14：00 ～ ２２０円 １１０円 

日曜・祝日 9：00 ～ ２２０円 １１０円 
 
3. 発行手数料 

(1) 証明書等発行手数料 

種  類 単 位 手 数 料 
残高証明書（監査法人向け発行） １ 通 ３,３００円 
     （上記以外） １ 通 ５５０円 
融資可能証明書 １ 通 １１,０００円 
利息支払証明書 １ 通 ５５０円 
取引履歴明細表 [A]（依頼日から２カ月以内） １科目 無  料 

取引履歴明細表 [B]（依頼日から２カ月超 ） １科目 ５５０円 
その他証明書 １ 通 ４４０円 
債務保証書 １ 通 ２,２００円 
質権設定承諾書 １ 通 ５,５００円 
 

(2) 再発行手数料 

種  類 単 位 手 数 料 
各種カード １ 枚 ２,２００円 
証書・当座預金入金帳 1冊・1枚 ２,２００円 
通帳 １ 冊 無  料 
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4. 用紙代 

種  類 単 位 手 数 料 
署名鑑登録・変更 １ 回 ５,５００円 
小切手帳 署名鑑 

印刷なし 
１ 冊 １,５４０円 

約束手形・為替手形帳 １ 冊 ７７０円 
小切手帳 署名鑑 

印刷あり 
１ 冊 １,６５０円 

約束手形・為替手形帳 １ 冊 ８８０円 

自己宛小切手用紙 １ 枚 ５５０円 
借入専用手形用紙 １ 枚 ５５０円 

 
5. 金庫関係手数料 

種  類 単 位 手 数 料 
貸金庫利用   [小 型] 年 額 ６,６００円 

   〃     [中 型] 年 額 ９,２４０円 

  〃     [大 型] 年 額 １３,２００円 

夜間金庫利用 月 額 ４,４００円 

入金控帳発行 １ 冊 ６,６００円 

個人向け国債口座管理 年 額 無  料 
 

6. 両替手数料                                （１回につき） 

枚数区分 窓口両替手数料 両替機利用手数料 

１枚 ～    ５０枚 無  料 無  料 

５１枚 ～   １００枚 ３３０円 無  料 

１０１枚 ～   ３００枚 ３３０円 １００円 

３０１枚 ～ １,０００枚 ６６０円 ２００円 

１,００１枚 ～  ３,０００枚 ６６０円 
３００円 

３，００１枚以上 ６６０円に１，０００枚毎に３３０円を加算 

※ 3,001枚から4,000枚は990円（660円＋330円）となります。 

※ 集金の際の両替は、窓口両替手数料の対象となります。 

※ 枚数、各種手数料については下記のとおりとなります。 

お客様が「持参された紙幣・硬貨の合計枚数」と「持ち帰られる紙幣・硬貨の合計枚数」のいずれ 

か多い方の枚数とし、その枚数に応じた両替手数料となります。 

※ 定例的に釣銭用の両替請求があり、両替の代わり金に替えて両替金額と同金額の払戻請求書、小切 

手等により口座から払戻す場合は、窓口両替手数料の対象となります。 

※ 下記の取扱いについては、無料です。 

ｲ）汚損した現金の交換 ﾛ）記念硬貨の交換 ﾊ）同一金種への新券両替 ﾆ）2,000円紙幣への両替  
7．大量硬貨入金手数料                            （１回につき） 

枚数区分 手数料 

１枚 ～   ２００枚 無  料 

２０１枚 ～  ３,０００枚 ６６０円 

３,００１枚以上      ６６０円に１,０００枚毎に３３０円を加算 

※ 3,001枚から4,000枚は990円（660円＋330円）となります。 
※ 大量硬貨による振込は、大量硬貨入金の対象となります。  

8．信託手数料 
種  類 手数料 

新規契約時 信託金額  ×１.１０％（上限５５,０００円） 

追加信託の場合 追加信託金額×１.１０％（上限３３,０００円） 

   ※ 当金庫に年金を振込している場合、または信託金が当金庫の口座に入金となる場合には、手数料を 
２０％割引します。 
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9．融資関係手数料 

種  類 単 位 手 数 料 

不動産担保 

新規 
設定（事業性資金）(注4) １ 件 

① 3,000万円以下 

３３,０００円 

② 3,000万円超 

～1億円以下 

５５,０００円 

③ 1億円超 

７７,０００円 

設定（消費性資金） １ 件 ３３,０００円 

変更 

追加設定 

一部抹消 

極度増減 

順位変更 

１ 件 

１ 件 

１ 件 

１ 件 

３３,０００円 

動産・債権担保 
新規設定 (注5) 

抹 消 

１ 件 

１ 件 

３３,０００円 

１６,５００円 

住宅ローン 

一部繰上償還 １ 件 ５,５００円 

一部繰上償還（固定金利特約期間中） １ 件 ３３,０００円 

全額繰上償還 １ 件 １１,０００円 

全額繰上償還（固定金利特約期間中） １ 件 ３３,０００円 

固定金利特約（新規実行時除く） １ 件 １１,０００円 

有担保消費性資金 
一部繰上償還 

全額繰上償還 
１ 件 ５,５００円 

事業性資金 
一部繰上償還 

全額繰上償還 
１ 件 ３３,０００円 

フラット３５の取扱い 

 

 

１ 件 ３３,０００円 

証書貸付条件変更 
事業性資金 (注6) １ 件 ３３,０００円 

消費性資金 １ 件 １１,０００円 

事業者カードローン、一般当座貸越の期限内条件変更 １ 件 ２２,０００円 

(注4) 根抵当権設定の場合は、根抵当権極度額を基準とします。 

(注5) 動産担保、債権担保を同時に設定する場合は、それぞれの設定が手数料の対象となります。 

(注6) 同時に複数の証書貸付の条件変更がある場合は99,000円（3件分）を上限とします。  
10．住宅ローン等取扱手数料 

種  類 単 位 手 数 料 

住宅ローン取扱手数料（機関保証付） １ 件 ３３,０００円 

          （上記以外） １ 件 ご融資金額×０.３３％ (注7) 

全国保証（株）保証付 【保証会社手数料】 (注8) １ 件 ５５,０００円 

   (注7) 手数料の上限を110,000円とします。 

(注8) 全国保証㈱保証付住宅ローンの取扱い時は88,000円（33,000円＋55,000円）となります。 
 

11．ＥＢ利用手数料 

種  類 単 位 手 数 料 

アンサーサービス 月 額 ３３０円 

ＨＢ（ホームバンキング）(注9) 月 額 １,１００円 

ＦＢ（ファームバンキング）(注9) 月 額 ２,２００円 

ＦＡＸ振込 月 額 １,６５０円 

インターネットバンキング 月 額 １１０円 

法人インターネットバンキング 月 額 ２,２００円 

デビットカード端末料 月 額 ６６０円 

デビットカード加盟店 １ 件 取引金額の２％ 

  （上限300円下限20円） 

(注9) ＨＢ、ＦＢには別途アンサーサービス契約が必要となります。 
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12．開示手数料 

開示方法および項目 開示手数料 

窓
口
交
付 

 基本手数料 (注10) １ 通 ５５０円 

加 

算 

取引残高情報 (注11) 

１回につき １,１００円 取引履歴情報 

上記以外の情報 

郵送による場合 窓口交付に加算 ５５０円 

※相続預金に関する取引履歴等の情報は、上記開示手数料となります。 

(注10) 基本手数料で開示できる基本情報は以下の情報です。 
基本情報：「氏名」「住所」「生年月日」「電話番号」「勤務先（勤務先名または職業・電話番号）」 

(注11) 取引残高情報で開示できる情報は、「預金残高」「借入残高」「出資金」「国債残高」「投信残高(口数）」です。 
 
 

13．でんさいネット利用手数料 

(1) 月額利用手数料 

利用内容区分 手 数 料 

〈債権者〉利用限定特約のお客様 
（でんさいの発生請求をしない） (注12) 

無 料 

〈債務者〉としてご利用のお客様 
（でんさいの発生請求をする）   (注13) 

無 料 

(注12) でんさいの譲渡、分割譲渡の利用が可能 
(注13) でんさいの発生、譲渡、分割譲渡の利用が可能 
 

(2) 各記録請求１件あたりの手数料 

手数料の種類 
手数料金額（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） 手数料金額（書面） 対象の 

お客様 当金庫宛 他行庫宛 当金庫宛 他行庫宛 

発生・譲渡・分割 

譲渡等の記録請求 
３３０円 ８８０円 １,１００円 記録請求者 

口座入金 無  料 無  料 口座名義者 

通常開示 無  料 １,１００円 

開示請求者 
特例開示 ――――― ３,３００円 

残高の開示 

（残高証明） 
――――― 

 ４,４００円（都度発行方式） 

 ２,２００円（定例発行方式） 

その他 (注14) 

（変更 取消等） 
３３０円 ２,２００円 依頼者 

(注14)  変更、決済中止、訂正・回復、支払不能通知、支払不能通知の取り消し 
 

14．その他手数料 

種  類 単 位 手 数 料 

株式・出資の払込  1,000万円未満 １ 件 １１,０００円 

〃       3,000万円未満 １ 件 ２２,０００円 

〃       3,000万円以上 １ 件 ３３,０００円 

口座振替手数料（データ媒体：帳票） １ 件 ２２０円 

       （データ媒体：上記以外） １ 件 １１０円 

 
○ すべての手数料には、消費税が含まれています。 
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 業 績 の 概 要  
 

１．財務諸表 
 
⑴貸借対照表 

（資産の部）                          （単位：千円） 

科 目 
平成３０年度 

（平成３１.３.３１現在） 

令和元年度 

（令和２.３.３１現在） 

（資産の部）   

現 金 ４,２１２,２４７ ５,６５６,７４８ 

預 け 金 ９２,５４１,８９３ ７６,６３８,５０５ 

金 融 機 関 貸 付 等 ― ― 

買 入 金 銭 債 権 ２２１,２９０ ６１１,６５８ 

金 銭 の 信 託 ― ― 

有 価 証 券 ６２,０１６,６０６ ６７,６１０,５８８ 

国 債 ６,１８７,５７０ ５,１７７,２００ 

地 方 債 １７,６８４,６４３ １９,１２６,３２８ 

社 債 ２４,４８１,６１７ ２７,９６０,５２０ 

株 式 １,３７７,２１８ ９４２,８０１ 

そ の 他 の 証 券 １２,２８５,５５６ １４,４０３,７３７ 

貸 出 金 １７２,００７,０７４ １７６,５５１,８８３ 

割 引 手 形 ８４４,５７６ ６７４,７２１ 

手 形 貸 付 ６,０７８,１１０ ６,００５,１８３ 

証 書 貸 付 １４８,３２８,３５６ １５０,３１１,５７３ 

当 座 貸 越 １６,７５６,０３１ １９,５６０,４０５ 

そ の 他 資 産 １,９７４,０３２ １,８２０,３２５ 

未 決 済 為 替 貸 ９５,０８０ ４８,８４１ 

信 金 中 金 出 資 金 １,４００,６００ １,４００,６００ 

前 払 費 用 ６,８４６ ４,４３４ 

未 収 収 益 ２８７,２６６ ２１９,４６７ 

そ の 他 の 資 産 １８４,２３９ １４６,９８２ 

有 形 固 定 資 産 ２,６５９,４２０ ２,５４１,２９４ 

建 物 ６０１,５２４ ５７０,２３８ 

土 地 １,６７８,７２５ １,６４６,４１０ 

リ ー ス 資 産 １２２,６４６ １１２,６４９ 

建 設 仮 勘 定 ― ― 

その他の有形固定資産 ２５６,５２３ ２１１,９９５ 

無 形 固 定 資 産 １０６,５３７ １０４,０２０ 

ソ フ ト ウ ェ ア ７９,６６６ ７７,２３１ 

リ ー ス 資 産 ― ― 

その他の無形固定資産 ２６,８７１ ２６,７８８ 

繰 延 税 金 資 産 ３５２,８０３ ５２１,６７４ 

債 務 保 証 見 返 ４,７６９,１４３ ４,９５８,１６２ 

貸 倒 引 当 金 △１,４３９,２９５ △１,０８５,５８４ 

（うち個別貸倒引当金） （△１,２１０,８１１） （△８６１,７６９） 

資 産 の 部 合 計 ３３９,４２１,７５５ ３３５,９２９,２７６ 

 
（負債及び純資産の部）                     （単位：千円） 
科 目 平成３０年度 

（平成３１.３.３１現在） 

令和元年度 

（令和２.３.３１現在） 

（負債の部）   

預 金 積 金 ３１３,１２３,５４１ ３１０,１５１,４７０ 

当 座 預 金 ３,８８５,５７６ ３,５３３,４３４ 

普 通 預 金 １０９,６１８,３２４ １１７,０２３,６０５ 

貯 蓄 預 金 ２２０,００５ ２３２,１８７ 

通 知 預 金 ６,０２４,５９９ ４,４６４,５３２ 

定 期 預 金 １８１,８９４,９５３ １７３,９２７,６６３ 

定 期 積 金 １０,６１７,５４５ ９,２２９,４９９ 

そ の 他 の 預 金 ８６２,５３６ １,７４０,５４７ 
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借 用 金 ４９８,６６０ ４５７,３２６ 

借 入 金 ４９８,６６０ ４５７,３２６ 

そ の 他 負 債 ８０１,３９２ ６７４,０３６ 

未 決 済 為 替 借 １９１,７０４ ８０,５８２ 

未 払 費 用 ３００,２１０ ２５２,３１８ 

給 付 補 塡 備 金 ５,５９６ ３,９４１ 

未 払 法 人 税 等 ２,６８０ １０,３８４ 

前 受 収 益 １９,９０４ ２１,７５９ 

払 戻 未 済 金 ９,４７１ ９,０５５ 

職 員 預 り 金 ８５,５７２ ９５,６８７ 

リ ー ス 債 務 

資 産 除 去 債 務 

１２４,９６１ 

１１,５６６ 

１１４,６０１ 

１１,６３０ 

そ の 他 の 負 債 ４９,７２４ ７４,０７５ 

賞 与 引 当 金 ８７,７６６ ８６,３０９ 

役 員 賞 与 引 当 金 １２,９６６  ９,７２７ 

退 職 給 付 引 当 金 ３２０,７０４ ３２９,０３０ 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 １９１,２３２ ２０１,７８９ 

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 ９,４５２ ８,１３７ 

偶 発 損 失 引 当 金 ２３,５１６ ２１,４２４ 

債 務 保 証 ４,７６９,１４３ ４,９５８,１６２ 

負 債 の 部 合 計 ３１９,８３８,３７４ ３１６,８９７,４１１ 

（純資産の部）   

出 資 金 ７５３,２８５ ７４６,６５４ 

普 通 出 資 金 ７５３,２８５ ７４６,６５４ 

優 先 出 資 金 ― ― 

優 先 出 資 申 込 証 拠 金 ― ― 

資 本 剰 余 金 ― ― 

利 益 剰 余 金 １８,２３１,８０１ １８,３１２,７００ 

利 益 準 備 金 ７６０,６８１ ７５３,２８５ 

そ の 他 利 益 剰 余 金 １７,４７１,１２０ １７,５５９,４１５ 

特 別 積 立 金 １７,１２７,５８０ １７,３２７,５８０ 

 （経営安定化特別積立金） （１,５００,０００） （１,５００,０００） 

当 期 未 処 分 剰 余 金  ３４３,５３９ ２３１,８３５ 

（ 当 期 純 利 益 ） （２００,１２３） （９５,９１０） 

処 分 未 済 持 分 △２ △２ 

会 員 勘 定 合 計 １８,９８５,０８３ １９,０５９,３５２ 

その他有価証券評価差額金 ５９８,２９６ △２７,４８８ 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 ５９８,２９６ △２７,４８８ 

純 資 産 の 部 合 計 １９,５８３,３８０ １９,０３１,８６４ 

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 ３３９,４２１,７５５ ３３５,９２９,２７６ 

 
注記事項（令和２年３月期） 

 
１．記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 

２. 有価証券の評価は､満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）､子会社・子法人等株 

式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法､その他有価証券については原則として決算日の市場 

価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と 

認められるものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 

なお､その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定率法(ただし､平成 10年 4月 1日以後に取得した建物(建物附 

属設備を除く｡)並びに平成 28年 4月 1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用して 

おります。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物   20年～50年(税法基準の 160%の償却率による)  その他   3年～20年 

４．無形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウ 

ェアについては、金庫内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。 

 ５．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る｢有形固定資産｣（及び｢無形固定資産｣）中のリース資産の減価償 

却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上 

に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

６．貸倒引当金は、予め定めている償却･引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第 4 号｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償    

却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針｣に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については一

定の種類毎に分類し､過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま

す。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込 
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額を控除し､その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債

権については､債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しておりま

す。すべての債権は､資産の自己査定基準に基づき､融資管理部（営業関連部署）が資産査定を実施し、当該部署

から独立した業務監査部（資産査定部署）が査定結果を監査しております。 

なお､破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については､債権額から担保の処分可能見込額及び保

証による回収可能見込額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額(部分直接償却)しており､そ

の金額は 1,179百万円であります。 

７．賞与引当金は､職員への賞与の支払いに備えるため､職員に対する賞与の支給見込額のうち､当事業年度に帰属する

額を計上しております。 

８．役員賞与引当金は､役員への賞与の支払いに備えるため､役員に対する賞与の支給見込額のうち､当事業年度に帰属

する額を計上しております。 

９．退職給付引当金は､職員の退職給付に備えるため､企業会計基準適用指針第 25 号「退職給付会計に関する会計基準

の適用指針」に定める簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、当事業

年度末における必要額を計上しております。 

また､当金庫は､複数事業主（信用金庫等)により設立された企業年金制度(総合設立型厚生年金基金)に加入して

おり、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため､当該企業年金制度への拠出

額を退職給付費用として処理しております。 

なお､当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関

する補足説明は次のとおりであります。 

①  制度全体の積立状況に関する事項(平成 31年 3月 31日現在) 

年金資産の額                 1,650,650百万円 

年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額 

               1,782,453百万円 

差引額                    △131,803百万円 

② 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（平成 31年 3月分） 

                                             0.2258 ％ 

③ 補足説明 

上記①の差引額の要因は､年金財政計算上の過去勤務債務残高 180,752 百万円および別途積立金 48,949 百

万円であります。 

本制度における過去勤務債務の償却方法は､期間 19 年 0 カ月の元利均等定率償却であり､当金庫は当事業

年度の財務諸表上､当該償却に充てられる特別掛金 41 百万円を費用処理しております。 

なお､特別掛金の額は､あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定され

るため､上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。 

10．役員退職慰労引当金は､役員への退職慰労金の支払いに備えるため､役員に対する退職慰労金の支給見積額の

うち､当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

11．睡眠預金払戻損失引当金は､負債計上を中止した預金について､預金者からの払戻請求に備えるため､将来の払戻請

求に応じて発生する損失を見積り､必要と認める額を計上しております。 

12. 偶発損失引当金は､信用保証協会への負担金の支払いに備えるため､将来の負担金支払見込額を計上しております。 

13. 消費税および地方消費税の会計処理は､税込み方式によっております。 

14．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額       5,620百万円 

15．子会社等の株式又は出資金の総額                                            10百万円 

16. 子会社等に対する金銭債務総額                      69百万円 

17．有形固定資産の減価償却累計額                     3,639 百万円 

18. 貸出金のうち､破綻先債権額は 79百万円､延滞債権額は 4,165百万円､ 3ヶ月以上延滞債権額は 42百万円､貸出条

件緩和債権額は 526百万円であり､合計額は 4,815百万円であります。 

なお､掲げた債権額は貸倒引当金控除前の金額であり､各債権の定義は次のとおりであります。 

(1) 破綻先債権とは､元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により､元本又は 

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部

分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）

第 96 条第 1 項第 3 号のイからホまでに掲げる事由又は同項第 4 号に規定する事由が生じている貸出金で

あります。 

(2) 延滞債権とは､未収利息不計上貸出金で､破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と 

して利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

(3) 3 ヶ月以上延滞債権とは､元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から 3 月以上延滞している貸出金で  

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

(4) 貸出条件緩和債権とは､債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として､金利の減免､利息の支払猶予､

元本の返済猶予､債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸出金で､破綻先債権､延滞債権及び 3

ヶ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

19. 手形割引は､業種別監査委員会報告第 24 号に基づき､金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀

行引受手形､商業手形､荷付為替手形及び買入外国為替は､売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利

を有しておりますが､その額面金額は 674百万円であります。 
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20. 担保に供している資産は､次のとおりであります。 

日本銀行歳入代理店保証品および日本銀行補完貸付制度利用保証品として有価証券 600 百万円、公金取扱担保品 

として預け金(定期預金)7 百万円､借用金担保として預け金（定期預金）908 百万円､預金債務の根担保として預け

金（定期預金）3,000 百万円､為替決済取引の担保として預け金(定期預金)8,005 百万円を差し入れしております。 

21. 「有価証券」中の社債のうち､有価証券の私募（金融商品取引法第 2 条第 3 項)による社債に対する当金庫の保証

債務の額は 4百万円であります。 

22. 出資１口当たりの純資産額         1,274円 47銭 

23. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当金庫は、預金業務､融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。 

このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理(ALM)をしており

ます。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

   当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。 

       また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的

で保有しております。 

 これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されており

ます。 

一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

  ①信用リスクの管理 

当金庫は、貸出金事業管理規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案

件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に

関する体制を整備し運営しております。 

これらの与信管理は、各営業店のほか融資管理部により行われ、また、定期的にリスク管理委員会や

理事会を開催し、審議･報告を行っております。さらに、与信管理の状況については、融資管理部がチ

ェックしております。 

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、総

務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。 

      ②市場リスクの管理 

       (ⅰ)金利リスクの管理 

          当金庫は、リスク管理規程・要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、リ

スク管理委員会において決定された方針に基づき、理事会において実施状況の把握・確認、今後の

対応等の協議を行っております。 

       総務部において、金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度

分析等によりモニタリングを行い、定期的に理事会に報告しております。 

(ⅱ)為替リスクの管理 

          当金庫は、為替の変動リスクに関して、投資している有価証券に内包している変動額を為替相場が

10％円高へ進行した場合を想定し、時価の変動額を把握し、管理しております。 

(ⅲ)価格変動リスクの管理 

          有価証券を含む市場運用商品の保有については、リスク管理委員会の方針に基づき、理事会の監

督の下、資金運用基準及びリスク管理規程・要領に従い行われております。 

このうち、総務部では市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資権限額の設定の          

ほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。総務部で          

保有している株式の多くは、値上がりした場合に売却益を計上する目的で保有しており、日々市場

環境や保有銘柄の財務内容等をモニタリングしております。 

          これらの情報は総務部を通じ、理事会及び常勤理事会、リスク管理委員会に定期的に報告されてお

ります。 

(ⅳ)市場リスクに係る定量的情報 

          当金庫では、「有価証券」のうち債券、市場価格のある株式及び投資信託の市場リスク量をＶａ

Ｒにより月次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となるよう管理しております。   

当金庫のＶａＲは分散共分散法（保有期間 1年、信頼区間 99％、観測期間 5年）により算出して

おり、令和 2 年 3 月 31 日（当事業年度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計

値）は、全体で 1,715百万円です。 

なお、当金庫では、モデルが算出するＶａＲと実際の損益を比較するバックテスティングを実施

しており、令和元年度に関して実施したバックテスティングの結果、実際の損失がＶａＲを超えた

回数は 2 回であり、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考え

ております。ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市

場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスク

は捕捉できない場合があります。 

      ③資金調達に係る流動性リスクの管理 

        当金庫は、ＡＬＭを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した

長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。 
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件

等によった場合、当該価額が異なることもあります。なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金及

び借用金については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を開示しております。 

24. 金融商品の時価等に関する事項 

令和 2年 3月 31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。 

（時価の算定方法については（注 1）参照） なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式

等は、次表には含めておりません。((注 2)参照) また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。 

                                           （単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 時  価 差  額 

(1) 預け金(*1) 76,638 77,109 471 

(2) 有価証券 67,339 67,263 △76 

    売買目的有価証券 ― ― ― 

    満期保有有価証券 2,804 2,728 △76 

    その他有価証券 64,535 64,535 ― 

(3) 貸出金(*1) 176,551 ― ― 

    貸倒引当金(*2) △1,085 ― ― 

 175,466 180,122 4,656 

金融資産計 319,444 324,495 5,050 

(1) 預金積金(*1) 310,151 310,337 185 

(2) 借用金(*1) 457 583 126 

金融負債計 310,608 310,921 312 

(*1) 預け金、貸出金、預金積金及び借用金の｢時価｣には、｢簡便な計算により算出した時価に代わる金額｣を

記載しております。 

(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

 (注 1) 金融商品の時価等の算定方法 
 
金融資産 

(1) 預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、市場金利(LIBOR、スワップレー

ト)で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載しております。 

(2) 有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。 

投資信託は、公表されている基準価格によっております。 

自金庫保証付私募債は、スポットレート、スプレッド、クーポン、残存年数を用いて評価することで時

価を算出しております。  

なお、保有区分ごとの有価証券に関する注記事項については 25.から 26.に記載しております。 

(3) 貸出金 

貸出金は、以下の①～③の合計額から貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する

方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。 

① 破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権に  

ついては、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額(貸倒引当金控除前の額。以下｢貸出金計上額｣

という。) 

② ①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額 

③ ①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利

(LIBOR、スワップレート)で割り引いた価額 

    金融負債 

    （1）預金積金 

        要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。 

また、定期預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価

値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率は、市場金利

(LIBOR、スワップレート)を用いております。 

    （2）借用金 

借用金のうち、変動金利によるものは、短期で市場金利を反映し、また、当金庫の信用状態は実行後

大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時

価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を

市場金利(LIBOR、スワップレート)で割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額と

して記載しております。 
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    (注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融

商品の時価情報には含まれておりません。         （単位：百万円） 

区   分 貸借対照表計上額 

子会社・子法人等株式（*1） 10 

関連法人等株式（*1） ― 

非上場株式（*1） 248 

組合出資金（*2） 12 

合   計 270 

      (*1)子会社･子法人等株式、関連法人等株式及び非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握す

ことが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。 

      (*2)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので

成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

    (注 3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額             （単位：百万円） 

 1年以内 1年超 5年以内 5年超 10年以内 10年超 

預け金(*1) 56,000 8,100 1,625 3,500 

有価証券 2,183 17,413 20,273 22,042 

 満期保有目的の債券 4 499 1,500 800 

その他有価証券のうち満期が

あるもの 

2,178 16,913 18,773 21,242 

貸出金(*2) 28,313 56,149 39,875 30,361 

合   計 86,496 81,662 61,773 55,904 

    (*1) 預け金のうち、期間の定めがないものは含めておりません。 

(*2) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの、期

間の定めがないものは含めておりません。 

    (注 4) 借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額                         （単位：百万円） 

 1年以内 1年超 5年以内 5年超 10年以内 10年超 

預金積金(*) 287,976 18,843 462 ― 

借用金 41 147 156 112 

合   計 288,017 18,990 619 112 

    (*)預金積金のうち、要求払預金は｢1年以内｣に含めております。 

25. 有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」「地方債」「社債」「株

式」「その他の証券」が含まれております。以下、26まで同様であります。 

売買目的有価証券                    該当なし 

   満期保有目的の債券で時価のあるもの                                                （単位：百万円） 

 種  類 貸借対照表計上額 時  価 差  額 

時価が貸借対照表計上

額を超えるもの 

国債 ― ― ― 

地方債 499 507 7 

社債 4 4 0 

その他 600 615 15 

小 計 1,104 1,127 22 

時価が貸借対照表計上

額を超えないもの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 1,700 1,600 △99 

小 計 1,700 1,600 △99 

合   計 2,804 2,728 △76 

 

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの             該当なし 

その他有価証券で時価のあるもの                                                     （単位：百万円）                                                         

 種  類 貸借対照表計上額 取得原価 評価差額 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

株式 35 31 4 

債券 37,195 36,446 748 

  国 債 2,771 2,638 133 

  地方債 16,364 16,019 344 

  社 債 18,059 17,788 270 

その他 3,115 3,018 96 

小 計 40,346 39,496 850 
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貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

株式 648 901 △252 

債券 14,564 14,703 △139 

  国 債 2,405 2,433 △27 

  地方債 2,262 2,272 △10 

  社 債 9,896 9,998 △101 

その他 8,975 9,461 △485 

小 計 24,188 25,066 △877 

合   計 64,535 64,562 △27 

26. 当事業年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。          （単位：百万円） 

 売却額 売却益 売却損 

株式 477 38 51 

債券 5,913 186 ― 

  国 債 5,103 172 ― 

  地方債 399 8 ― 

  社 債 409 5 ― 

その他 2,020 78 15 

合 計 8,411 304 67 

27. 運用目的の金銭の信託                                 （単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 当事業年度の損益に含まれた評価差額 

運用目的の金銭の信託 ― ― 

28. 満期保有目的の金銭の信託                               （単位：百万円） 
 

貸借対照表

計上額 
時 価 差 額 

うち時価が貸借
対照表計上額を
超えるもの 

うち時価が貸借
対照表計上額を
超えないもの 

満期保有目的の金銭の信託 ― ― ― ― ― 

    (注)「うち時価が貸借対照表計上額を超えるもの」「うち時価が貸借対照表計上額を超えないもの」はそれぞ

れ「差額」の内訳であります。 

29. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、67,171 百万円であります。このうち契約残存期が 1 年以内のものが

25,196百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当金庫の将来のキャッシュ･フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の

変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申込を受けた融資の拒絶又は契約極度額の

減額をすることができる旨の条項がつけられております。また、契約時において必要に応じて不動産･有価証券等

の担保を徴求するほか、契約後も定期的に(半年毎に)予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、

必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

30．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

繰延税金資産     評価性引当額 △309 百万円 

   減価償却超過額 126 百万円   繰延税金資産合計 521 百万円 

   退職給付引当金 91 百万円 繰延税金負債   

   貸出金有税償却額 231 百万円   その他有価証券評価差額金 － 百万円 

   貸倒引当金（有税額） 140 百万円   資産除去債務 0 百万円 

   賞与引当金 23 百万円 繰延税金負債合計 0 百万円 

   その他 218 百万円 繰延税金資産の純額 521 百万円 

  繰延税金資産小計 831 百万円 
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⑵損益計算書                                                 （単位：千円） 

科 目 
平成３０年度 

（平成３０.４.１～平成３１.３.３１） 

令和元年度 

（平成３１.４.１～令和２.３.３１） 

経 常 収 益 ４,１０５,０４２ ４,２３５,５４６ 

資 金 運 用 収 益 ３,４５５,２３４ ３,４５４,０３０ 

貸 出 金 利 息 ２,７５４,８２７ ２,６９２,２２８ 

預 け 金 利 息 １９６,６８７ １６４,９００ 

有 価 証 券 利 息 配 当 金 ４４８,９５３ ５３８,２００ 

そ の 他 の 受 入 利 息 ５４,７６４ ５８,７００ 

役 務 取 引 等 収 益 ４２６,７４５ ４６４,７８６ 

受 入 為 替 手 数 料 １８３,１２０ １９２,０８４ 

そ の 他 の 役 務 収 益 ２４３,６２４ ２７２,７０２ 

そ の 他 業 務 収 益 ８５,７９６ １８９,２５３ 

外 国 為 替 売 買 益 ２５３ ― 

国 債 等 債 券 売 却 益 ７９,５０４ １８６,７７５ 

国 債 等 債 券 償 還 益 １１４ ６１ 

そ の 他 の 業 務 収 益 ５,９２３ ２,４１６ 

そ の 他 経 常 収 益 １３７,２６７ １２７,４７５ 

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 ― ― 

償 却 債 権 取 立 益 ３３,７５０ ２１,５９４ 

株 式 等 売 却 益 ８６,０２２ ３８,８６５ 

金 銭 の 信 託 運 用 益 ― ― 

そ の 他 の 経 常 収 益 １７,４９４ ６７,０１６ 

経 常 費 用 ３,７９８,４２８ ４,０３５,３８９ 

資 金 調 達 費 用 １０８,１０１ ８１,１４７ 

預 金 利 息 ９０,５９４ ６５,６８６ 

給 付 補 塡 備 金 繰 入 額 ２,７２３ １,９７３ 

借 用 金 利 息 １１,５３５ １０,６６７ 

そ の 他 の 支 払 利 息 ３,２４８ ２,８１８ 

役 務 取 引 等 費 用 ３６７,４５１ ３５５,６２９ 

支 払 為 替 手 数 料 ７９,０７１ ８２,２９７ 

そ の 他 の 役 務 費 用 ２８８,３８０ ２７３,３３１ 

そ の 他 業 務 費 用 ６４,９８９ １９,５７８ 

外 国 為 替 売 買 損 ― ４１ 

国 債 等 債 券 売 却 損 ６１,６８４ １５,９５３ 

国 債 等 債 券 償 還 損 ２,７４２ １,７７３ 

国 債 等 債 券 償 却 ― ― 

そ の 他 の 業 務 費 用 ５６２ １,８０９ 

経 費 ３,１３２,４４２ ３,０８５,５９９ 

人 件 費 １,７５７,４１３ １,７２８,８１２ 

物 件 費 １,３２０,１６０ １,２９３,８１２ 

税 金 ５４,８６８ ６２,９７４ 

そ の 他 経 常 費 用 １２５,４４４ ４９３,４３５ 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ４１,２４２ ８９,７１６ 

貸 出 金 償 却 ２８,７００ ２１７,０９５ 

株 式 等 売 却 損 ３５,３８９ ５１,８２１ 

株 式 等 償 却 ― １１７,５８９ 

金 銭 の 信 託 運 用 損 ― ― 

そ の 他 資 産 償 却 ５０ ５０ 

そ の 他 の 経 常 費 用 ２０,０６１ １７,１６２ 

経 常 利 益 ３０６,６１４ ２００,１５６ 

特 別 利 益 ７,１１２ ２３,２７９ 

固 定 資 産 処 分 益 ７,１１２ ２３,２７９ 

そ の 他 の 特 別 利 益 ― ― 

特 別 損 失 ３５,４６８ ４５,１９１ 

固 定 資 産 処 分 損 １,３５９ ２,６５０ 

減 損 損 失 ３４,１０８ ４２,５４１ 

そ の 他 の 特 別 損 失 ― ― 

税 引 前 当 期 純 利 益 ２７８,２５８ １７８,２４４ 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ２,６８４ ２２,４３９ 

法 人 税 等 調 整 額 ７５,４５０ ５９,８９４ 

法 人 税 等 合 計 ７８,１３５ ８２,３３３ 

当 期 純 利 益 ２００,１２３ ９５,９１０ 

繰 越 金 （ 当 期 首 残 高 ） １４３,４１６ １３５,９２５ 

当 期 未 処 分 剰 余 金 ３４３,５３９ ２３１,８３５ 
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注記事項（令和２年３月期） 

 （注）１．記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 

２．子会社との取引による収益総額         15,324千円 

子会社との取引による費用総額         105,252千円 

    ３．出資１口当たりの当期純利益金額          6円 36銭 

    ４．当期において、以下の固定資産等について減損損失を計上しております。 

                             (単位：百万円) 

場所 用途 種類 減損損失 

金沢市内 事業用資産 
土地 31 

建物等 10 

鳳珠郡内 事業用資産 土地 0 

合 計    42 

       減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連携して営業を行っ 
ている営業店グループは当該グループ単位）、遊休資産については、各々1つの単位でグルーピング 
を行っております。また、本部、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さない 
ことから共用資産としております。 

遊休資産については、継続的な地価の下落等により投資額の回収が困難と見込まれるため、回収 
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、減損損失の 
測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、土地の正味売却価額は路線価等に基づき算定し 
ております。 
事業用資産については、収益性が著しく低下していることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額 

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、減損損失の測定に使用した回 
収可能価額は土地の正味売却価額であり、土地の正味売却価額は路線価等に基づき査定しております。 

 
⑶剰余金処分計算書                                          （単位：千円） 

科 目 
平成３０年度 

（平成３０.４.１～平成３１.３.３１） 

令和元年度 

（平成３１.４.１～令和２.３.３１） 

当 期 未 処 分 剰 余 金 ３４３,５３９ ２３１,８３５ 

積 立 金 取 崩 額 ― ― 

特 別 積 立 金 取 崩 額 ― ― 

利 益 準 備 金 限 度 超 過 取 崩 額 ７,３９６ ６,６３０ 

剰 余 金 処 分 額 ２１５,０１０ １１４,８９５ 

利 益 準 備 金 ― ― 

普通出資に対する配当金 （年２％）１５,０１０ （年２％）１４,８９５ 

優先出資に対する配当金 ― ― 

事業の利用分量に対する配当金 ― ― 

特 別 積 立 金 ２００,０００ １００,０００ 

繰越金（当期末残高） １３５,９２５ １２３,５７０ 

注記事項 

  １．記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 令和元年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（以下、

「財務諸表」という。）の適正性及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性を確

認しております。  
 令和２年６月１２日  
   のと共栄信用金庫  

            

※平成３０年度及び令和元年度の貸借対照表、損益計算書および剰余金処分計算書は、信用

金庫法第３８条の２の規定に基づき、監査法人の監査を受けております。 

理  事  長 
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独立監査人の監査報告書謄本 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
監事の監査報告書謄本 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

のと共栄信用金庫                                           令和２年５月 22日 
理事会 御中 

太陽有限責任監査法人 
北陸事務所 
指定有限責任社員 

公認会計士 山本 栄一 ㊞ 
業 務 執 行 役 員 
指定有限責任社員 

公認会計士 河島 啓太 ㊞ 
業 務 執 行 役 員 

＜計算書類等監査＞ 
監査意見 

当監査法人は、信用金庫法第 38 条の２第３項の規定に基づき、のと共栄信用金庫の平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日までの第 105 期事業年
度の剰余金処分案を除く計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び注記並びにその附属明細書（以下、これらの監査の対象書類を「計算書類
等」という。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、金庫から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
計算書類等に対する経営者及び監事の責任 

経営者の責任は、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して計算書類等を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、信用金庫法及び同施
行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。 

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。 
計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の

選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた

適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評

価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計
算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、金庫は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。 
監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及

び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
＜剰余金処分案に対する意見＞ 
剰余金処分案に対する監査意見 

当監査法人は、信用金庫法第 38 条の２第３項の規定に基づき、のと共栄信用金庫の平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日までの第 105 期事業年
度の剰余金処分案について監査を行った。 

当監査法人は、上記の剰余金処分案が法令及び定款に適合しているものと認める。 
剰余金処分案に対する経営者及び監事の責任 

経営者の責任は、法令及び定款に適合した剰余金処分案を作成することにある。 
監事の責任は、剰余金処分案作成における理事の職務の執行を監視することにある。 

剰余金処分案に対する監査における監査人の責任 
監査人の責任は、剰余金処分案が法令及び定款に適合して作成されているかについて意見を表明することにある。 

利害関係 
金庫と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                                      以 上 

監 査 報 告 書          
私たち監事は、平成 31 年 4月 1日から令和 2 年 3月 31日までの第 105期事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき

以下のとおり報告いたします。 
１． 監査の方法及びその内容 

各監事は、監事監査基準に準拠し、他の監事と意思疎通及び情報の交換を図るほか、監査の方針、監査計画等に従い、理事、内部監査部門その
他の職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。理事会その他重要な会議
に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部・本支店に
おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子法人等の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子法人等
から事業の報告を受けました。 

業務報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他信用金庫及びその子法人等から成る集
団の業務の適正を確保するために必要なものとして信用金庫法施行規則第 23 条に定める体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）について、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(信用金庫法施行規則第 33 条各号に掲げる事項)を「監査に関する品
質管理基準」(平成 17年 10月 28 日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る業務報告並びに計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案)及び各々の附属明細書について検

討いたしました。 
２． 監査の結果 

(1)  業務報告等の監査結果 
① 業務報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、信用金庫の状況を正しく示しているものと認めます。 
② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。 
③ 内部統制システムに関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する業務報告の記載内容及び

理事の職務執行についても、指摘すべき事項は認められません。 
(2)  計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
令和 2 年 5月 25日 

                     のと共栄信用金庫監事会 
常勤監事  室 屋 範 夫   ㊞     監   事  池 水 龍 一   ㊞ 
監   事  吉 川 外喜男   ㊞ 
（注）監事 池水 龍一は、信用金庫法第 32 条第 5 項に定める員外監事であります。 
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２．預金業務 
 
⑴流動性預金、定期性預金、譲渡性預金、その他の預金の平均残高 （単位：百万円） 

 平成３０年度 令和元年度 

流 動 性 預 金 １１１,９４１ １２１,４７９ 

 う ち 有 利 息 預 金 １００,５４２ １０９,７７５ 

定 期 性 預 金 １９８,３６４ １９１,０５７ 

 
う ち 固 定 金 利 定 期 預 金 １８７,３８９ １８１,２０３ 

う ち 変 動 金 利 定 期 預 金 １６ １２ 

そ の 他 ７６４ ７５８ 

計 ３１１,０７５ ３１３,３０３ 

譲 渡 性 預 金 － － 

合 計 ３１１,０７５ ３１３,３０３ 

（注）１.流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 
２.定期性預金＝定期預金＋定期積金 

固定金利定期預金：預入時に満期日までの金利が確定する定期預金 
変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金 

 

⑵固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高 

（単位：百万円） 

 平成３０年度 令和元年度 

定 期 預 金 １８１,８９４ １７３,９２７ 

 

固 定 金 利 定 期 預 金 １８１,８８０ １７３,９１６ 

変 動 金 利 定 期 預 金 １４ １１ 

そ の 他 － － 

 

３．融資業務 
 
⑴手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高     （単位：百万円） 

 平成３０年度 令和元年度 

手 形 貸 付 ５,８８３ ５,９３５ 

証 書 貸 付 １４９,０８８ １４９,６０３ 

当 座 貸 越 １４,８４２ １６,７７２ 

割 引 手 形 ７７５ ６７４ 

合 計 １７０,５８８ １７２,９８５ 

 

⑵固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高        （単位：百万円） 
 平成３０年度 令和元年度 

貸 出 金 １７２,００７ １７６,５５１ 

 
う ち 変 動 金 利 ５４,３７２ ５７,６８５ 

う ち 固 定 金 利 １１７,６３４ １１８,８６６ 

 

⑶担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額 
 

①貸出金の担保別内訳                        （単位：百万円） 

 平成３０年度 令和元年度 

当 金 庫 預 金 積 金 １,５２０ １,２７３ 

有 価 証 券 － － 

動 産 － － 

不 動 産 ２０,３５１ ２１,３２６ 

そ の 他 － － 

計 ２１,８７２ ２２,６００ 

信 用 保 証 協 会 ・ 信 用 保 険 ２８,２４９ ２８,１９９ 

保 証 ２３,７４５ ２３,６２２ 

信 用 ９８,１３９ １０２,１２９ 

合 計 １７２,００７ １７６,５５１ 
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②債務保証見返の担保別内訳                    （単位：百万円） 
 平成３０年度 令和元年度 

当 金 庫 預 金 積 金 ０ ０ 

有 価 証 券 － － 

動 産 － － 

不 動 産 ２,１７７ ２,１０５ 

そ の 他 － － 

計 ２,１７８ ２,１０５ 

信 用 保 証 協 会 ・ 信 用 保 険 － － 

保 証 ９７ １１０ 

信 用 ２,４９３ ２,７４１ 

合 計 ４,７６９ ４,９５８ 

 
⑷使途別の貸出金残高                     （単位：百万円） 

 
平成３０年度 令和元年度 

貸 出 金 残 高 構 成 比 貸 出 金 残 高 構 成 比 

設 備 資 金 ８５,８０６ ４９.８９％ ８８,３８７ ５０.０６％ 

運 転 資 金 ８６,２００ ５０.１１％ ８８,１６４   ４９.９４％ 

合 計 １７２,００７ １００.００％ １７６,５５１ １００.００％ 

 

⑸預貸率の期末値及び期中平均値                （単位：百万円） 
 平成３０年度 令和元年度 

貸 出 金 （ 期 末 残 高 ） （ Ａ ） １７２,００７ １７６,５５１ 

預  金 （ 期 末 残 高 ） （ Ｂ ） ３１３,１２３ ３１０,１５１ 

預 貸 率 
（ Ａ / Ｂ ） ５４.９３％ ５６.９２％ 

期 中 平 均 ５４.８３％ ５５.２１％ 

（注）預金には定期積金を含んでおります。 

 

⑹業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合          （単位：百万円） 

 
平成３０年度 令和元年度 

貸 出 先 数 貸出金残高 構 成 比 貸 出 先 数 貸出金残高 構 成 比 

製 造 業 ４１８ ９,９２３ ５.７６％ ３９９ １０,７７４ ６.１０％ 

農 業 、 林 業 ７１ ３２１ ０.１８％ ６８ ４１７ ０.２３％ 

漁 業 ４７ ２３４ ０.１３％ ４２ ２７２ ０.１５％ 

鉱業、採石業、砂利採取業 １ １ ０.００％ １ ０ ０.００％ 

建 設 業 ９５５ １３,７４５ ７.９９％ ９０５ １４,３４９ ８.１２％ 

電気・ガス・熱供給・水道業 ３０ ７００ ０.４０％ ３１ ６６２ ０.３７％ 

情 報 通 信 業 １１ １０４ ０.０６％ １３ １００ ０.０５％ 

運 輸 業 、 郵 便 業 １１２ ２,９５８ １.７１％ １１３ ３,１５５ １.７８％ 

卸 売 業 、 小 売 業 ６３２ １１,２５８ ６.５４％ ６１５ １１,６９６ ６.６２％ 

金 融 業 、 保 険 業 ２５ ５,２６４ ３.０６％ ２２ ５,２３４ ２.９６％ 

不 動 産 業 ４７０ ２１,３３３ １２.４０％ ４８２ ２３,８５７ １３.５１％ 

物 品 賃 貸 業 １３ ５５１ ０.３２％ １２ ７５０ ０.４２％ 

学術研究、専門・技術サービス業 ９４ ４,０２９ ２.３４％ ９８ ４,４２７ ２.５０％ 

宿 泊 業 ６３ ６,５７３ ３.８２％ ５９ ６,７８９ ３.８４％ 

飲 食 業 ４８８ ５,８３６ ３.３９％ ４８３ ５,６３７ ３.１９％ 

生活関連サービス業、娯楽業 ２８１ ２,９８３ １.７３％ ２８６ ２,７３４ １.５４％ 

教 育 、 学 習 支 援 業 ２９ ５１６ ０.２９％ ３０ ７６６ ０.４３％ 

医 療 ・ 福 祉 １４８ ４,９７３ ２.８９％ １４１ ５,３５５ ３.０３％ 

そ の 他 サ ー ビ ス ３５３ ８,４７０ ４.９２％ ３４８ ８,５７４ ４.８５％ 

小 計 ４,２４１ ９９,７８１ ５８.００％ ４,１４８ １０５,５５７ ５９.７８％ 

地 方 公 共 団 体 １６ ３５,４６９ ２０.６２％   １７ ３５,１０６ １９.８８％ 

個人（住宅・消費・納税資金等） １１,５６０ ３６,７５５ ２１.３６％ １１,１７５ ３５,８８７ ２０.３２％ 

合 計 １５,８１７ １７２,００７ １００.００％ １５,３４０ １７６,５５１ １００.００％ 

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。 
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４．有価証券 
 

⑴商品有価証券の種類別の平均残高 

  該当ありません。 

 

⑵有価証券の種類別の残存期間別残高                   （単位：百万円） 

 １年以下 
１年超 

３年以下 

３年超 

５年以下 

５年超 

７年以下 

７年超 

10年以下 
10年超 

期間の定め

のないもの 
合 計 

平
成
３
０
年
度 

国 債 ― ２０６ １,９７２ １０３ ― ３,９０４ ― ６,１８７ 

地 方 債 ５３８ ７４３ ３,７８９ ６,７１２ ― ５,９００ ― １７,６８４ 

短 期 社 債 ― ― ― ― ― ― ― ― 

社 債 ２,１０４ ２,７７９ ４,７５５ ４,９１５ ４,３８６ ５,５３９ ― ２４,４８１ 

株 式 ― ― ― ― ― ― １,３７７ １,３７７ 

外 国 証 券 ― ― ４００ １９９ １,２１１ ３,０８８ ６０５ ５,５０５ 

そ の 他 証 券 ３ ５０１ ７１６ １４８ ４,０９５ ３０６ １,００８ ６,７８０ 

令
和
元
年
度 

国 債 ― ― ６１５ ― ３６０ ４,２０１ ― ５,１７７ 

地 方 債 ７４ ２,７１６ ５,１７８ ２,６５４ ― ８,５０２ ― １９,１２６ 

短 期 社 債 ― ― ― ― ― ― ― ― 

社 債 ２,１０８ ３,２５０ ４,２３８ ２,５０７ ８,５６２ ７,２９２ ― ２７,９６０ 

株 式 ― ― ― ― ― ― ９４２ ９４２ 

外 国 証 券 ― ― ３９９ ３９０ ２,０６１ １,７４８ ３,６７３ ８,２７３ 

そ の 他 証 券 ― １７３ ８４０ ４４８ ３,２８７ １９８ １,１８１ ６,１２９ 

 

⑶有価証券の種類別の期末残高及び平均残高               （単位：百万円） 

区     分 
平成３０年度 令和元年度 

期末残高 平均残高 期末残高 平均残高 

国 債 ６,１８７ ８,２３５ ５,１７７ ５,８９５ 

地 方 債 １７,６８４ １５,３６６ １９,１２６ １７,８４２ 

短 期 社 債 ― ― ― ― 

社 債 ２４,４８１ ２１,３１３ ２７,９６０ ２５,９１６ 

株 式 １,３７７ １,６９３ ９４２ １,４７５ 

外 国 証 券 ５,５０５ ３,９１０ ８,２７３ ６,４４４ 

そ の 他 証 券 ６,７８０ ４,８６７ ６,１２９ ６,８４４ 

合 計 ６２,０１６ ５５,３８７ ６７,６１０ ６４,４１９ 

 

⑷預証率の期末値及び期中平均値                     （単位：百万円） 
 平成３０年度 令和元年度 

有 価 証 券（期末残高）   （Ａ） ６２,０１６ ６７,６１０ 

預      金（期末残高）   （Ｂ） ３１３,１２３ ３１０,１５１ 

預 証 率 
（ Ａ ／ Ｂ ） １９.８０％ ２１.７９％ 

期 中 平 均 １７.８０％ ２０.５６％ 

（注）預金には定期積金を含んでおります。 

 

５．時価情報 
 

⑴有価証券 

 

①売買目的有価証券 

  該当ありません。 
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②満期保有目的の債券                                  （単位：百万円） 

 種 類 
平成３０年度 令和元年度 

貸借対照
表計上額 

時 価 差 額 
貸借対照
表計上額 

時 価 差 額 

時 価 が 貸
借 対 照 表
計 上 額 を
超 え る も
の 

国 債 ― ― ― ― ― ― 

地 方 債 ７８１ ７９５ １４ ４９９ ５０７ ７ 

短 期 社 債 ― ― ― ― ― ― 

社 債 ９ ９ ０ ４ ４ ０ 

そ の 他 ５００ ５１０ １０ ６００ ６１５ １５ 

小 計 １,２９０ １,３１５ ２５ １,１０４ １,１２７ ２２ 

時 価 が 貸
借 対 照 表
計 上 額 を
超 え な い
もの 

国 債 ― ― ― ― ― ― 

地 方 債 ― ― ― ― ― ― 

短 期 社 債 ― ― ― ― ― ― 

社 債 １００ ９９ △０ ― ― ― 

そ の 他 ２,０００ １,９７５ △２４ １,７００ １,６００ △９９ 

小 計 ２,１００ ２,０７５ △２４ １,７００ １,６００ △９９ 

合    計 ３,３９０ ３,３９１ ０ ２,８０４ ２,７２８ △７６ 

（注）１．時価は、期末日における市場価格等に基づいております。 
    ２．上記の「その他」は、外国証券および投資信託等です。 
    ３．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表に含めておりません。 

 

③子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

   該当ありません。 
 

④その他有価証券                                       （単位：百万円） 

 種 類 
平成３０年度 令和元年度 

貸借対照
表計上額 

取得原価 差 額 
貸借対照
表計上額 

取得原価 差 額 

貸 借 対 照
表 計 上 額
が 取 得 原
価 を 超 え
るもの 

株 式 １０６ ９４ １２ ３５ ３１ ４ 

債 券 ４６,４６８ ４５,３５９ １,１０９ ３７,１９５ ３６,４４６ ７４８ 

 国 債 ５,３９２ ５,１４１ ２５０ ２,７７１ ２,６３８ １３３ 

 地 方 債 １６,９０２ １６,４８５ ４１７ １６,３６４ １６,０１９ ３４４ 

 短 期 社 債 ― ― ― ― ― ― 

 社 債 ２４,１７２ ２３,７３１ ４４０ １８,０５９ １７,７８８ ２７０ 

そ の 他 ６,３４０ ６,１６６ １７３ ３,１１５ ３,０１８ ９６ 

小 計 ５２,９１５ ５１,６２０ １,２９４ ４０,３４６ ３９,４９６ ８５０ 

貸 借 対 照
表 計 上 額
が 取 得 原
価 を 超 え
ないもの 

株 式 １,０１１ １,３３２ △３２１ ６４８ ９０１ △２５２ 

債 券 ９９４ １,００１ △６ １４,５６４ １４,７０３ △１３９ 

 国 債 ７９５ ８０１ △６ ２,４０５ ２,４３３ △２７ 

 地 方 債 ― ― ― ２,２６２ ２,２７２ △１０ 

 短 期 社 債 ― ― ― ― ― ― 

 社 債 １９９ ２００ △０ ９,８９６ ９,９９８ △１０１ 

そ の 他 ３,４３３ ３,５７３ △１３９ ８,９７５ ９,４６１ △４８５ 

小 計 ５,４３９ ５,９０７ △４６７ ２４,１８８ ２５,０６６ △８７７ 

合    計 ５８,３５５ ５７,５２８ ８２７ ６４,５３５ ６４,５６２ △２７ 

（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。 
２．上記の「その他」は、外国証券および投資信託等です。 
３．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表に含めておりません。 

 
⑤時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券        （単位：百万円） 

 
平成３０年度 令和元年度 

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 

子会社・子法人等株式 １０ １０ 

関連法人等株式 ― ― 

非上場株式 ２４８ ２４８ 

その他の証券・投資事業有限責任組合 １１ １２ 

満期保有目的の債券・信用金庫保証付私募債 ― ― 

合   計 ２７０ ２７０ 

 

－ 60 －



－６１－ 

 

 

⑵金銭の信託 
 

①運用目的の金銭の信託                         （単位：百万円） 
平成３０年度 令和元年度 

取得原価 
貸 借 対 照 表 

計 上 額 

当期の損益に含

まれた評価差額 
取得原価 

貸 借 対 照 表 

計 上 額 

当期の損益に含

まれた評価差額 

― ― ― ― ― ― 

（注）貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。 
 

 ②満期保有目的の金銭の信託                      （単位：百万円） 
平成３０年度 令和元年度 

貸 借 対

照 表 計

上 額 

時 価 

差   額 
貸 借 対

照 表 計

上 額 

時 価 

差   額 

 

うち時価が

貸借対照表

計上額を超

えるもの 

うち時価が

貸借対照表

計上額を超

えないもの 

 

うち時価が

貸借対照表

計上額を超

えるもの 

うち時価が

貸借対照表

計上額を超

えないもの 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

  （注）上記金銭の信託は、運用対象の一部について時価の算定が出来ないことから、「時価のない商品」 
と判断されるため、取得原価をもって貸借対照表計上額としております。 

 

 ③その他の金銭の信託 

該当ありません。 
 

⑶デリバティブ取引 
 

①金利関連取引、②通貨関連取引、③株式関連取引、④債券関連取引、⑤商品関連取引、 

⑥クレジットデリバティブ取引 

いずれも該当ありません。 
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６．経営内容 
 

⑴ ～ ⑿最近５年間の主要な経営指標の推移 

（単位：千円） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

経 常 収 益 ５,１０８,８１９ ４,５３８,５０３ ４,３１４,５００ ４,１０５,０４２ ４,２３５,５４６ 

経 常 利 益 

( △ は 経 常 損 失 ) 
５３６,２３４ ５８９,７２９ ３６１,６１４ ３０６,６１４ ２００,１５６ 

当 期 純 利 益 

(△は当期純損失 ) 
４１４,２４３ ４２０,３５５ ２３９,９８７ ２００,１２３ ９５,９１０ 

 
（単位：百万円、百万口） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

出 資 総 額 ７６９ ７６５ ７６０ ７５３ ７４６ 

出 資 総 口 数 １５ １５ １５ １５ １４ 

純 資 産 額 １８,９５７ １８,８７３ １９,１４１ １９,５８３ １９,０３１ 

総 資 産 額 ３３３,０５７ ３３４,９４１ ３３７,３２４ ３３９,４２１ ３３５,９２９ 

預 金 積 金 残 高 ３０６,９２３ ３０９,３５４ ３１１,２１２ ３１３,１２３ ３１０,１５１ 

貸 出 金 残 高 １７１,２５５ １７１,５０６ １７４,３１８ １７２,００７ １７６,５５１ 

有 価 証 券 残 高 ５５,３６０ ５５,２２９ ５１,５０９ ６２,０１６ ６７,６１０ 

単体自己資本比率 １３.８７％ １３.６６％ １３.３０％ １３.３４％ １２.８１％ 

出資に対する配当金 

（出資１口当たり） 
１.５円 １円 １円 １円  １円 

役 員 数 １２人 １２人 １２人 １３人 １３人 

 うち常勤役員数 ８人 ８人 ８人 ９人 ９人 

職 員 数 ２３６人 ２２９人 ２２３人 ２１９人 ２１２人 

会 員 数 ３０,４３３人 ３０,３１７人 ３０,１２２人 ３０,０４１人 ２９,９２６人 

（注）単体自己資本比率は、「信用金庫法第 89 条第 1 項において準用する銀行法第 14 条の 2 の規定に基づき、
信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかど
うかを判断するための基準（平成 18年金融庁告示第 21号）」に基づき算出しております。 
なお、当金庫は国内基準を採用しております。 

 

⒀資金運用収支、役務取引等収支、その他業務収支、業務粗利益、業務粗利益率、 

業務純益、実質業務純益、コア業務純益及びコア業務純益(投資信託解約損益を除く｡) 

業務粗利益                                     （単位：千円） 

 平成３０年度 令和元年度 

資 金 運 用 収 支 ３,３４７,１３２ ３,３７２,８８３ 

 
資 金 運 用 収 益 ３,４５５,２３４ ３,４５４,０３０ 

資 金 調 達 費 用 １０８,１０１ ８１,１４７ 

役 務 取 引 等 収 支 ５９,２９３ １０９,１５７ 

 
役 務 取 引 等 収 益 ４２６,７４５ ４６４,７８６ 

役 務 取 引 等 費 用 ３６７,４５１ ３５５,６２９ 

そ の 他 業 務 収 支 ２０,８０６ １６９,６７４ 

 
そ の 他 業 務 収 益 ８５,７９６ １８９,２５３ 

そ の 他 業 務 費 用 ６４,９８９ １９,５７８ 

業 務 粗 利 益 ３,４２７,２３２ ３,６５１,７１５ 

業 務 粗 利 益 率 １.０５％ １.１１％ 

（注）１．資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用（平成 30 年度 - 千円、令和元年度 - 千円）を控除

して表示しております。 

２．業務粗利益率＝ 
  業務粗利益 

× １００ 
資金運用勘定平均残高 
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業務純益                                     （単位：千円） 
 平成３０年度 令和元年度 

業 務 純 益 ３９３,９０３    ５９８,１８９ 

実 質 業 務 純 益  ５９３,５２０ 

コ ア 業 務 純 益 ３０９,７０２ ４２４,４１０ 

コ ア 業 務 純 益 

（投資信託解約損益を除く） 
 ３４６,０２４ 

（注）１．業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用） 
業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような臨時的な経費等を含みません。また、貸
倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸倒引当金繰入額（または取崩額）を含みます。 

２．実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額 
実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響を除いたものです。 

３．コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益 
国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国債等債券売却損、国債等債券償還損、
国債等債券償却を通算した損益です。 

４.「実質業務純益」「コア業務純益（投資信託解約損益を除く）」については、銀行法施行規則等の一部
を改正する内閣府令（令和元年 9 月 13 日）による改正を受け、令和元年度分より開示することとな
ったため、開示初年度につき、令和元年度分のみを開示しております。 

 

⒁資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利鞘 
①資金運用収支の内訳                                      （単位：百万円、千円） 

 平 均 残 高 利  息 利 回 り 

平成３０年度 令和元年度 平成３０年度 令和元年度 平成３０年度 令和元年度 

資金運用勘定 ３２３,９８２ ３２６,３９４ ３,４５５,２３４ ３,４５４,０３０ １.０６％ １.０５％ 

 

う ち 貸 出 金 １７０,５８８ １７２,９８５ ２,７５４,８２７ ２,６９２,２２８ １.６１％ １.５５％ 

う ち 預 け 金 ９６,４９２ ８７,１７５ １９６,６８７ １６４,９００ ０.２０％ ０.１８％ 

うち商品有価証券 － － － － － － 

う ち 有 価 証 券 ５５,３８７ ６４,４１９ ４４８,９５３ ５３８,２００ ０.８１％ ０.８３％ 

資金調達勘定 ３１１,８２９ ３１４,００１ １０８,１０１ ８１,１４７ ０.０３％ ０.０２％ 

 
う ち 預 金 積 金 ３１１,０７５ ３１３,３０３ ９３,３１７ ６７,６６０ ０.０２％ ０.０２％ 

う ち 譲 渡 性 預 金 － － － － － － 

う ち 借 用 金 ５２２ ４８０ １１,５３５ １０,６６７ ２.２０％ ２.２１％ 

（注）資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成 30 年度 140 百万円、令和元年度 161 百万円）及び
金銭の信託平均残高（平成 30 年度 - 百万円、令和元年度 - 百万円）を、資金調達勘定は金銭の
信託運用見合額の平均残高（平成 30年度 - 百万円、令和元年度 - 百万円）及び利息（平成 30 年
度 - 千円、令和元年度 - 千円）を、それぞれ控除して表示しております。 

②資金利鞘 
 平成３０年度 令和元年度 

資 金 運 用 利 回 １.０６％ １.０５％ 

資 金 調 達 原 価 率 １.０２％ ０.９９％ 

総 資 金 利 鞘 ０.０４％ ０.０６％ 
 

⒂受取利息及び支払利息の増減                                   （単位：千円） 

 平成３０年度 令和元年度 

残高による増減 利率による増減 純 増 減 残高による増減 利率による増減 純 増 減 

受 取 利 息 △１２,６１３ △１１０,６９４ △１２３,３０７ １００,７２８ △１０１,９３１ △１,２０３ 

 
う ち 貸 出 金 △２４,９２３ △１２１,３９９ △１４６,３２２ ３９,２９９ △１０１,８９８ △６２,５９９ 

う ち 預 け 金 ７,５２６ △３２,３０１ △２４,７７５ △１６,４２２ △１５,３６５ △３１,７８７ 

うち商品有価証 券 － － － － － － 

う ち 有 価 証 券 ４,５８４ ４２,７２６ ４７,３１０ ７５,８８３ １３,３６４ ８９,２４７ 

支 払 利 息 △１２３ △２２,７０４ △２２,８２７ ７２９ △２７,６８３ △２６,９５４ 

 う ち 預 金 積 金 １,０７８ △２３,１３８ △２２,０６０ ６１５ △２６,２７２ △２５,６５７ 

う ち 借 用 金 △１,２５６ １０５ △１,１５１ △９１６ ４８ △８６８ 

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分する方法で算出して
おります。 

 

⒃利益率 
 平成３０年度 令和元年度 

総 資 産 経 常 利 益 率 ０.０９％ ０.０５％ 

総 資 産 当 期 純 利 益 率 ０.０６％ ０.０２％ 

（注）総資産経常（当期純）利益率＝ 経常（当期純）利益 
× １００ 

総資産（債務保証見返を除く）平均残高 
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連 結 情 報  
 

１．金庫及び子会社等の概況 
 
⑴主要な事業内容及び子会社等の概要 
 

 当金庫グループは、当金庫と子会社１社で構成され、信用金庫業務を中心に事務処理代行業務

などの金融サービスを提供しております。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
⑵子会社等の状況 
 

名 称 のとしん総合サービス株式会社 

所 在 地 七尾市国分町井部２番地 

資 本 金 １０,０００千円 

主 要 業 務 内 容 

現金の集配・整理、文書の整理・保管、特定先の集配金、

事業用動産・不動産の管理、火災保険証券の集中管理、個

人ローン及び事業資金の債権書類保管・管理、ＡＴＭ管

理、決算書（取引先）の入力、個人ローンの延滞管理、為

替集中業務、重要用紙の管理、出資金の管理、代位弁済請

求事務、印鑑登録事務、口座振替依頼書管理、カードロー

ン事務、その他事務集中業務 
設 立 年 月 日 昭和６３年８月８日 

当 金 庫 の 議 決 権 比 率 １００％ 

子 会 社 等 の 議 決 権 比 率   ０％ 

 
⑶事業の概況 
 

当金庫と子会社「のとしん総合サービス株式会社」の連結決算を実施しました。 

  連結決算においては、子会社の事業規模が極めて小さいため、親会社であるのと共栄信用金庫の

決算に及ぼす影響はごくわずかです。 

  連結決算の財務内容は、総資産が３３５,９２５百万円となり、のと共栄信用金庫単体と比較して

３百万円の減少、自己資本合計は１９,２０３百万円で、３９百万円の増加となりました。 

  損益では経常利益は２０４百万円で、のと共栄信用金庫単体と比較して４百万円の増加、当期純

利益も９９百万円で３百万円の増加となりました。 

また、連結自己資本比率は１２.８４％となりました。 

 

 

 

の

と

共

栄

信

用

金

庫 

国内 本店ほか支店２６か店、出張所１か店 
子会社１社 
 
・子会社……のとしん総合サービス株式会社 
       （現金・文書整理、集配金業務等事務処理代行業） 
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２．財産の状況 
 

⑴財務諸表 

①連結貸借対照表                                           （単位：千円） 

科 目 
平成３０年度 

（平成３１.３.３１現在） 

令和元年度 

（令和２.３.３１現在） 

（資産の部）   

現 金 及 び 預 け 金 ９６,７５４,１４１ ８２，２９５，２５３ 

買 入 金 銭 債 権 ２２１,２９０ ６１１,６５８ 

金 銭 の 信 託 ― ― 
商 品 有 価 証 券 ― ― 
有 価 証 券 ６２,００８,６０６ ６７，６０２，５８８ 

貸 出 金 １７２,００７,０７４ １７６,５５１,８８３ 

外 国 為 替 ― ― 
そ の 他 資 産 １,９７５,３８０ １,８２０,３２５ 

有 形 固 定 資 産 ２,６５９,４２０ ２,５４１,２９４ 

建 物 ６０１,５２４ ５７０,２３８ 

土 地 １,６７８,７２５ １,６４６,４１０ 

リ ー ス 資 産 １２２,６４６ １１２,６４９ 

建 設 仮 勘 定 ― ― 

その他の有形固定資産 ２５６,５２３ ２１１,９９５ 

無 形 固 定 資 産 １０６,５３７ １０４,０２０ 

ソ フ ト ウ ェ ア ７９,６６６ ７７,２３１ 

その他の無形固定資産 ２６,８７１ ２６,７８８ 

繰 延 税 金 資 産 ３５５,５２５ ５２４,８３７ 

再評価に係る繰延税金資産 ― ― 
債 務 保 証 見 返 ４,７６９,１４３ ４,９５８,１６２ 

貸 倒 引 当 金 ( △ ) △１,４３９,２９５ △１,０８５,５８４ 

資 産 の 部 合 計 ３３９,４１７,８２４   ３３５,９２５,９２７ 

（負債の部）   

預 金 積 金 ３１３,０５７,３３７ ３１０,０８２,２９８ 

譲 渡 性 預 金 ― ― 
借 用 金 ４９８,６６０    ４５７,３２６ 
外 国 為 替 ― ― 
そ の 他 負 債 ８０９,３４０ ６８１,２７０ 

賞 与 引 当 金 ９０,８５６ ８８,９５９ 

役 員 賞 与 引 当 金 １４,５７６ １１,３３７ 

退 職 給 付 引 当 金 ３２７,８３５ ３３６,１４１ 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 １９７,６０２ ２０９,５８２ 

そ の 他 の 引 当 金 ３２,９６８ ２９,５６１ 

特 別 法 上 の 引 当 金 ― ― 
繰 延 税 金 負 債 ― ― 

再評価に係る繰延税金負債 ― ― 

債 務 保 証 ４,７６９,１４３ ４,９５８,１６２ 

負 債 の 部 合 計 ３１９,７９８,１４３    ３１６,８５４,６３７ 

（純資産の部）   

出 資 金 ７５３,２８５ ７４６,６５４ 

優 先 出 資 申 込 証 拠 金 ― ― 
資 本 剰 余 金 ― ― 
利 益 剰 余 金 １８,２６７,９２５ １８,３５２,１２５ 

処 分 未 済 持 分 △２ △２ 
自 己 優 先 出 資 ― ― 
自 己 優 先 出 資 申 込証 拠 金 ― ― 
会 員 勘 定 合 計 １９,０２１,２０８ １９,０９８,７７７ 

その他有価証券評価差額金 ５９８,２９６ △２７,４８８ 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ― ― 
土 地 再 評 価 差 額 金 ― ― 
為 替 換 算 調 整 勘 定 ― ― 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 ５９８,２９６ △２７,４８８ 

新 株 予 約 権 ― ― 
少 数 株 主 持 分 ― ― 
純 資 産 の 部 合 計 １９,６１９,５０５ １９,０７１,２８９ 

負 債 及 び 純 資 産 の部 合 計 ３３９,４１７,８２４ ３３５,９２５,９２７ 
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連結財務諸表の作成方針（令和２年３月期） 
 
１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結される子会社及び子法人等・・・子会社 １社 
のとしん総合サービス株式会社 

(2) 非連結の子会社及び子法人等 
該当ありません 

２．持分法の適用に関する事項 
(1) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 

該当ありません 
３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

(1) 連結される子会社の決算日 
３月末日  １社 

４．連結調整勘定の償却に関する事項 
連結される子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本の相殺消去に当たり、差額は発生しておりませ
ん。 

 ５．剰余金処分項目等の取扱いに関する事項 
   連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した剰余金処分に基づいて作成しております。 
 

連結貸借対照表の注記事項 
 

１. 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 

２．有価証券の評価は､満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）､子会社・子法人等株

式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法､その他有価証券については原則として決算日の市場

価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と

認められるものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 

なお､その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定率法(ただし､平成 10 年 4 月 1 日以後に取得した建物(建物附

属設備を除く｡)並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用して

おります。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物   20年～50年(税法基準の 160%の償却率による)  その他   3年～20年 

４．無形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウ

ェアについては、金庫内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。 

５．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る｢有形固定資産｣（及び｢無形固定資産｣）中のリース資産の減価償

却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上

に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

６．貸倒引当金は、予め定めている償却･引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第 4 号｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償    

却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針｣に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については､

一定の種類毎に分類し､過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお

ります。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除し､その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当す

る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上し

ております。すべての債権は､資産の自己査定基準に基づき､融資管理部（営業関連部署）が資産査定を実施し、

当該部署から独立した業務監査部（資産査定部署）が査定結果を監査しております。 

なお､破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については､債権額から担保の処分可能見込額及び保

証による回収可能見込額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額(部分直接償却)しており､

その金額は 1,179百万円であります。 

７．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため､職員に対する賞与の支給見込額のうち､当事業年度に帰属す

る額を計上しております。 

８．役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に

帰属する額を計上しております。 

９．退職給付引当金は､職員の退職給付に備えるため､企業会計基準適用指針第 25 号「退職給付会計に関する会計基準

の適用指針」に定める簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、当事業

年度末における必要額を計上しております。 

また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等)により設立された企業年金制度(総合設立型厚生年金基金）に加入

しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度へ

の拠出額を退職給付費用として処理しております。 

なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関

する補足説明は次のとおりであります。 

① 制度全体の積立状況に関する事項(平成 31年 3月 31日現在) 

年金資産の額                 1,650,650百万円 

年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額 

               1,782,453百万円 

差引額                    △131,803百万円 

② 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（平成 31年 3月分） 

                                             0.2258 ％ 
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③ 補足説明 

上記①の差引額の要因は､年金財政計算上の過去勤務債務残高 180,752 百万円および別途積立金 48,949 百

万円であります。 

本制度における過去勤務債務の償却方法は､期間 19 年 0 カ月の元利均等定率償却であり､当金庫は当事業

年度の財務諸表上､当該償却に充てられる特別掛金 41 百万円を費用処理しております。 

なお､特別掛金の額は､あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定され

るため､上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。 

10．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう

ち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

11．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払

戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。 

12. 偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しておりま

す。 

13. 消費税および地方消費税の会計処理は、税込み方式によっております。 

14．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額    5,620百万円 

15．子会社等の株式又は出資金の総額                      10百万円 

16．子会社等に対する金銭債務総額                       69百万円 

17．有形固定資産の減価償却累計額                     3,639百万円 

18. 貸出金のうち、破綻先債権額は 79百万円、延滞債権額は 4,165百万円、 3ヶ月以上延滞債権額は 42万円、貸出

条件緩和債権額は 526百万円であり、合計額は 4,815百万円であります。 

なお、掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり、各債権の定義は次のとおりであります。 

(1) 破綻先債権とは､元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により､元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部

分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第

96 条第 1 項第 3 号のイからホまでに掲げる事由又は同項第 4 号に規定する事由が生じている貸出金であり

ます。 

(2) 延滞債権とは、未収利息不計上貸出金で、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

(3) 3 ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から 3 月以上延滞している貸出金で破

綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

(4) 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予､元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権

及び 3ヶ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

19. 手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき、金融取引として処理しております。これにより受け入れた

銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき

る権利を有しておりますが、その額面金額は、674百万円であります。 

20. 担保に供している資産は､次のとおりであります。 

日本銀行歳入代理店保証品および日本銀行補完貸付制度利用保証品として有価証券 600 百万円、公金取扱担保

品として預け金(定期預金)7 百万円、借用金担保として預け金（定期預金）908 百万円、預金債務の根担保として

預け金（定期預金）3,000 百万円、為替決済取引の担保として預け金(定期預金)8,005 百万円を差し入れしており

ます。 

21.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第 2 条第 3 項)による社債に対する当金庫の保証

債務の額は 4百万円であります。 

22. 出資１口当たりの純資産額         1,274円 47銭 

23. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

   当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。 

このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理(ALM)をしており

ます。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

   当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。 

       また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的

で保有しております。 

これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されており

ます。 

   一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制  

  ①信用リスクの管理 

        当金庫は、貸出金事業管理規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案

件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に

関する体制を整備し運営しております。 

これらの与信管理は、各営業店のほか融資管理部により行われ、また、定期的にリスク管理委員会や

理事会を開催し、審議･報告を行っております。 
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さらに、与信管理の状況については、融資管理部がチェックしております。 

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、総

務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。 

      ②市場リスクの管理 

       (ⅰ)金利リスクの管理 

          当金庫は、リスク管理規程・要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、リ

スク管理委員会において決定された方針に基づき、理事会において実施状況の把握・確認、今後の

対応等の協議を行っております。 

      総務部において、金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度

分析等によりモニタリングを行い、定期的に理事会に報告しております。 

(ⅱ)為替リスクの管理 

          当金庫は、為替の変動リスクに関して、投資している有価証券に内包している変動額を為替相場

が 10％円高へ進行した場合を想定し、時価の変動額を把握し、管理しております。 

(ⅲ)価格変動リスクの管理 

          有価証券を含む市場運用商品の保有については、リスク管理委員会の方針に基づき、理事会の監

督の下、資金運用基準及びリスク管理規程・要領に従い行われております。 

          このうち、総務部では市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資権限額の設定のほか、

継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。総務部で保有している

株式の多くは、値上がりした場合に売却益を計上する目的で保有しており、日々市場環境や保有銘

柄の財務内容等をモニタリングしております。 

          これらの情報は総務部を通じ、理事会及び常勤理事会、リスク管理委員会に定期的に報告されて

おります。 

(ⅳ)市場リスクに係る定量的情報 

             当金庫では、「有価証券」のうち債券、市場価格のある株式及び投資信託の市場リスク量をＶａＲ

により月次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となるよう管理しております。   

当金庫のＶａＲは分散共分散法（保有期間 1年、信頼区間 99％、観測期間 5年）により算出して

おり、令和 2 年 3 月 31 日（当事業年度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計

値）は、全体で 1,715百万円です。 

なお、当金庫では、モデルが算出するＶａＲと実際の損益を比較するバックテスティングを実施

しており、令和元年度に関して実施したバックテスティングの結果、実際の損失がＶａＲを超えた

回数は 2 回であり、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考え

ております。ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市

場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスク

は捕捉できない場合があります。 

      ③資金調達に係る流動性リスクの管理 

        当金庫は、ＡＬＭを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮し

た長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件

等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金及び借用金については、簡便な計算により算出した時

価に代わる金額を開示しております。 

24. 金融商品の時価等に関する事項 

    令和 2年 3月 31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。（時価の

算定方法については（注 1）参照） なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、

次表には含めておりません。((注 2)参照)  

また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。 

                                               （単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 時  価 差  額 

(1) 預け金(*1) 76,638 77,109 471 

(2) 有価証券 67,339 67,263 △76 

    売買目的有価証券 ― ― ― 

    満期保有有価証券 2,804 2,728 △76 

    その他有価証券 64,535 64,535 ― 

(3) 貸出金(*1) 176,551 ― ― 

    貸倒引当金(*2) △1,085 ― ― 

 175,466 180,122 4,656 

金融資産計 319,444 324,495 5,050 

(1) 預金積金(*1) 310,151 310,337 185 

(2) 借用金(*1) 457 583 126 

金融負債計 310,608 310,921 312 
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(*1) 預け金、貸出金、預金積金及び借用金の｢時価｣には、｢簡便な計算により算出した時価に代わる金額｣を

記載しております。 

(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

(注 1) 金融商品の時価等の算定方法 

金融資産 

(1) 預け金 

       満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、市場金利(LIBOR、スワップレー

ト)で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載しております。 

(2) 有価証券 

       株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。 

投資信託は、公表されている基準価格によっております。 

自金庫保証付私募債は、スポットレート、スプレッド、クーポン、残存年数を用いて評価することで時

価を算出しております。  

なお、保有区分ごとの有価証券に関する注記事項については 25.から 26.に記載しております。 

(3) 貸出金 

        貸出金は、以下の①～③の合計額から貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する

方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。 

      ① 破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権に

ついては、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額(貸倒引当金控除前の額。以下｢貸出金計上額｣

という。) 

  ② ①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額 

      ③ ①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利

(LIBOR、スワップレート)で割り引いた価額 

    金融負債 

    （1）預金積金 

         要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。 

また、定期預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値

を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率は、市場金利(LIBOR、

スワップレート)を用いております。 

    （2）借用金 

         借用金のうち、変動金利によるものは、短期で市場金利を反映し、また、当金庫の信用状態は実行後大

きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価

としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を市

場金利(LIBOR、スワップレート)で割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額とし

て記載しております。 

     (注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金

融商品の時価情報には含まれておりません。 

                                  （単位：百万円） 

 

 

 

 
 

(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時

価開示の対象とはしておりません。 

      (*2)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので

構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

(注 3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

                                              （単位：百万円） 

 1年以内 1年超 5年以内 5年超 10年以内 10年超 

預け金(*1) 56,000 8,100 1,625 3,500 

有価証券 2,183 17,413 20,273 22,042 

 満期保有目的の債券 4 499 1,500 800 

その他有価証券のうち満期が

あるもの 

2,178 16,913 18,773 21,242 

貸出金(*2) 28,313 56,149 39,875 30,361 

合   計 86,496 81,662 61,773 55,904 

     (*1) 預け金のうち、期間の定めがないものは含めておりません。 

(*2) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの、 

期間の定めがないものは含めておりません。 

区   分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式（*1） 250 

組合出資金（*2） 12 

合   計 262 
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      (注 4) 借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

                                              （単位：百万円） 

 1年以内 1年超 5年以内 5年超 10年以内 10年超 

預金積金(*) 287,976 18,843 462 ― 

借用金 41 147 156 112 

合   計 288,017 18,990 619 112 

    (*)預金積金のうち、要求払預金は｢1年以内｣に含めております。 

25. 有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」「地方債」「社債」「株

式」「その他の証券」が含まれております。以下、26まで同様であります。 

売買目的有価証券                    該当なし 

満期保有目的の債券で時価のあるもの                         

（単位：百万円） 

 種  類 連結貸借対照表計上額 時  価 差  額 

時価が貸借対照表計上額

を超えるもの 

国債 ― ― ― 

地方債 499 507 7 

社債 4 4 0 

その他 600 615 15 

小 計 1,104 1,127 22 

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 1,700 1,600 △99 

小 計 1,700 1,600 △99 

合   計 2,804 2,728 △76 

その他有価証券で時価のあるもの                                  

（単位：百万円） 

 種  類 連結貸借対照表計上額 取得原価 評価差額 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

株式 35 31 4 

債券 37,195 36,446 748 

  国 債 2,771 2,638 133 

  地方債 16,364 16,019 344 

  社 債 18,059 17,788 270 

その他 3,115 3,018 96 

小 計 40,346 39,496 850 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

株式 648 901 △252 

債券 14,564 14,703 △139 

  国 債 2,405 2,433 △27 

  地方債 2,262 2,272 △10 

  社 債 9,896 9,998 △101 

その他 8,975 9,461 △485 

小 計 24,188 25,066 △877 

合   計 64,535 64,562 △27 

26. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。 
 
                                          （単位：百万円） 

 売却額 売却益 売却損 

株式 477 38 51 

債券 5,913 186 ― 

  国 債 5,103 172 ― 

  地方債 399 8 ― 

  社 債 409 5 ― 

その他 2,020 78 15 

合 計 8,411 304 67 

27. 運用目的の金銭の信託 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 

運用目的の金銭の信託 ― ― 
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28. 満期保有目的の金銭の信託 

（単位：百万円） 

 

連結貸借対照表

計上額 
時 価 差 額 

うち時価が連結

貸借対照表計上

額を超えるもの 

うち時価が連結

貸借対照表計上

額を超えないも

の 

満期保有目的

の金銭の信託 
― ― ― ― ― 

    (注)「うち時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの」「うち時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの」

はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

29. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、67,171 百万円であります。このうち契約残存期間が 1 年以内のものが

25,196百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当金庫の将来のキャッシュ･フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の

変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申込を受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項がつけられております。また、契約時において必要に応じて不動産･有価証券等の

担保を徴求するほか、契約後も定期的に(半年毎に)予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必

要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

30．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

繰延税金資産   

   減価償却超過額 126 百万円 

   退職給付引当金 91 百万円 

   貸出金有税償却額 231 百万円 

   貸倒引当金（有税額） 140 百万円 

   賞与引当金 23 百万円 

   その他 218 百万円 

  繰延税金資産小計 831 百万円 

  評価性引当額 △309 百万円 

  繰延税金資産合計 521 百万円 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 ― 百万円 

資産除去債務 0 百万円 

繰延税金負債合計 0 百万円 

繰延税金資産の純額 521 百万円 
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②連結損益計算書                                                 （単位：千円） 

科 目 
平成３０年度 

（平成３０.４.１～平成３１.３.３１） 

令和元年度 

（平成３１.４.１～令和２.３.３１） 

経 常 収 益 ４,１０５,０８３ ４,２３６,２３８ 

資 金 運 用 収 益 ３,４５５,２７４ ３,４５４,０７０ 

貸 出 金 利 息 ２,７５４,８２７ ２,６９２,２２８ 

預 け 金 利 息 １９６,６８７ １６４,９００ 

有 価 証 券 利 息 配 当 金 ４４８,９９３ ５３８,２４０ 

そ の 他 の 受 入 利 息 ５４,７６４ ５８,７００ 

役 務 取 引 等 収 益 ４２６,７４５ ４６４,７８６ 

そ の 他 業 務 収 益 ８５,７９６ １８９,９０５ 

そ の 他 経 常 収 益 

   貸 倒 引 当 金 戻 入 益 

   償 却 債 権 取 立 益 

   そ の 他 の 経 常 収 益 

１３７,２６７ 

― 

３３,７５０ 

１０３,５１７ 

１２７,４７５ 

― 

２１,５９４ 

１０５,８８１ 

経 常 費 用 ３,７９８,５２２ ４,０３１,５８７ 

資 金 調 達 費 用 １０８,０９９ ８１,１４５ 

預 金 利 息 ９０,５９２ ６５,６８５ 

給 付 補 塡 備 金 繰 入 額 ２,７２３ １,９７３ 

譲 渡 性 預 金 利 息 ― ― 

借 用 金 利 息 １１,５３５ １０,６６７ 

そ の 他 の 支 払 利 息 ３,２４８ ２,８１８ 

役 務 取 引 等 費 用 ３６７,４５１ ３５５,６２９ 

そ の 他 業 務 費 用 ６４,４２６ １９,５７８ 

経 費 ３,１３３,４３４ ３,０８１,７９８ 

そ の 他 経 常 費 用 １２５,１０９ ４９３,４３５ 

貸 出 金 償 却 ２８,７００ ２１７,０９５ 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ４１,２４２ ８９,７１６ 

一般貸倒引当金純繰入 額 △６９,００８ △４,６６８ 

個別貸倒引当金純繰入 額 １１０,２５１ ９４,３８５ 

そ の 他 の 経 常 費 用 ５５,１６７ １８６,６２５ 

経 常 利 益 ３０６,５６０ ２０４,６５１ 

特 別 利 益 ７,１１２ ２３,２７９ 

固 定 資 産 処 分 益 ７,１１２ ２３,２７９ 

そ の 他 の 特 別 利 益 ― ― 

特 別 損 失 ３５,４６８ ４５,１９１ 

固 定 資 産 処 分 損 １,３５９ ２,６５０ 

減 損 損 失 ３４,１０８ ４２,５４１ 

そ の 他 の 特 別 損 失 ― ― 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ２７８,２０５ １８２,７３８ 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ２,６８４ ２４,０７４ 

法 人 税 等 調 整 額 ７５,８１１ ５９,４５３ 

法 人 税 等 合 計 ７８,４９５ ８３,５２８ 

当 期 純 利 益 １９９,７０９ ９９,２１０ 

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 

当 期 純 利 益 
― ― 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 

当 期 純 利 益 
１９９,７０９ ９９,２１０ 

 
注記事項（令和２年３月期） 
１．記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 

２．出資１口当たりの当期純利益金額          6円 36銭 

    ３．当期において、以下の固定資産等について減損損失を計上しております。 

                             (単位：百万円) 

場所 用途 種類 減損損失 

金沢市内 事業用資産 
土地 31 

建物等 10 

鳳珠郡内 事業用資産 土地 0 

合 計    42 

減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連携して営業を行ってい 

る営業店グループは当該グループ単位）、遊休資産については、各々1つの単位でグルーピングを行って 

おります。また、本部、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用 

資産としております。 
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遊休資産については、継続的な地価の下落等により投資額の回収が困難と見込まれるため、回収可能価 

額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、減損損失の測定に使用 

した回収可能価額は正味売却価額であり、土地の正味売却価額は路線価等に基づき算定しております。 

事業用資産については、収益性が著しく低下していることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、 

当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、減損損失の測定に使用した回収可能価 

額は土地の正味売却価額であり、土地の正味売却価額は路線価等に基づき査定しております。 

 

③連結剰余金計算書                       （単位：千円） 

科 目 
平成３０年度 

（平成３０.４.１～平成３１.３.３１） 

令和元年度 

（平成３１.４.１～令和２.３.３１） 

（ 資 本 剰 余 金 の 部 ）   

資 本 剰 余 金 期 首 残 高 ― ― 

資 本 剰 余 金 増 加 高 ― ― 

資 本 剰 余 金 減 少 高 ― ― 

資 本 剰 余 金 期 末 残 高 ― ― 

（ 利 益 剰 余 金 の 部 ）   

利 益 剰 余 金 期 首 残 高 １８,０８３,４０８ １８,２６７,９２５ 

利 益 剰 余 金 増 加 高 １９９,７０９ ９９,２１０ 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 

当 期 純 利 益 
１９９,７０９ ９９,２１０ 

利 益 剰 余 金 減 少 高 １５,１９２ １５,０１０ 

配 当 金 １５,１９２ １５,０１０ 

自 己 優 先 出 資 消 却 額 ― ― 

利 益 剰 余 金 期 末 残 高 １８,２６７,９２５ １８,３５２,１２５ 
 

注記事項 
１．記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 
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⑵経営内容 

①～⑥ 当連結会計年度に係る主要な経営指標等       （単位：百万円） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

連 結 経 常 収 益 ５,１０９ ４,５３８ ４,３１４ ４,１０５ ４,２３６ 

連 結 経 常 利 益 

( △ は 経 常 損 失 ) 
５３９ ５９８ ３６５ ３０６ ２０４ 

連 結 当 期 純 利 益 

(△は当期純損失 ) 
４１５ ４２７ ２４３ １９９ ９９ 

連 結 純 資 産 額 １８,９８３ １８,９０７ １９,１７８ １９,４１９ １９,０７１ 

連 結 総 資 産 額 ３３３,０５４ ３３４,９３７ ３３７,３２０ ３３９,４１６ ３３５,９２５ 

連結自己資本比率 １３.８９％ １３.６８％ １３.３２％ １３.３６％ １２.８４％ 

  （注）連結自己資本比率は、「信用金庫法第 89 条第 1 項において準用する銀行法第 14 条の 2 の規定に基
づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当で
あるかどうかを判断するための基準（平成 18年金融庁告示第 21号）」に基づき算出しております。 
なお、当金庫グループは国内基準を採用しております。 

 
⑶リスク管理債権等の状況 

①～④ 連結リスク管理債権                （単位：百万円） 

 平成３０年度 令和元年度 

破 綻 先 債 権 ５０３ ７９ 

延 滞 債 権 ３,９０５ ４,１６５ 

３ ヶ 月 以 上 延 滞 債 権 ６ ４２ 

貸 出 条 件 緩 和 債 権 ７８０ ５２６ 

合 計 ５,１９４ ４,８１５ 

（注）１．貸出金の未収利息のうち、自己査定で「破綻先」「実質破綻先」「破綻懸念先」に分類した
債務者に対するものは、一律資産に不計上としております。 

２．一般貸倒引当金は、過去一定期間の貸倒実績率に基づき計上しております。 

 

⑷連結セグメント情報 
 連結会社である「のとしん総合サービス株式会社」の事業は信用金庫業務のみとなっておりま

すので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 
 
 

３．自己資本充実の状況（連結に関する事項） 

 
■連結の範囲に関する事項 
 

①当金庫の連結自己資本比率の算出対象会社（連結グループ）と連結財務諸表規則に基づき

連結の範囲に含まれる会社との相違点はありません。 

②当金庫の連結グループは連結子会社１社で、その名称及び主要な業務の内容は、Ｐ．６４を

ご参照ください。 

③自己資本比率告示第７条が適用される金融業務を営む関連法人等の該当はありません。  

④従属業務を専ら営む会社・新たな事業分野を開拓する会社で、連結グループに属していない

会社の該当はありません。 

⑤連結グループ内の資金及び自己資本の移動にかかる制限等は定めておりません。  
 

■自己資本調達手段の概要 

本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．２１をご参照ください。 
 

■自己資本の充実度に関する評価方法の概要 

本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．２１をご参照ください。 
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■自己資本の構成に関する事項 

連結自己資本比率 

                                                     （単位：百万円） 

項       目 平成３０年度 令和元年度 

コア資本に係る基礎項目    （１） 

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 １９，００６ １９，０８３  

 

うち、出資金及び資本剰余金の額 ７５３ ７４６  

うち、利益剰余金の額 １８，２６７ １８，３５２ 

うち、外部流出予定額（△） １５ １４ 

うち、上記以外に該当するものの額 △０ △０ 

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等 － － 

 
うち、為替換算調整勘定 － － 

うち、退職給付に係るものの額 － － 

コア資本に係る調整後少数株主持分の額 － － 

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 ２２８ ２２３ 

 
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 ２２８ ２２３ 

うち、適格引当金コア資本算入額 － － 

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額  － － 

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のう

ち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
－ － 

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の 45 パーセントに相当する額のうち、

コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
－ － 

少数株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額  － － 

コア資本に係る基礎項目の額     （イ）                             １９，２３４ １９，３０７ 

コア資本に係る調整項目    （２）  

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 １０６ １０４ 

 
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 － － 

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 １０６ １０４ 

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － － 

適格引当金不足額 － － 

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － 

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額  － － 

退職給付に係る資産の額 － － 

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － － 

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － － 

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － － 

信用金庫連合会の対象普通出資等の額 － － 

特定項目に係る 10パーセント基準超過額 － － 

特定項目に係る 15パーセント基準超過額 － － 

コア資本に係る調整項目の額     （ロ）                           １０６ １０４ 

自己資本 

自己資本の額 （(イ)－(ロ))       （ハ）                                 １９，１２８ １９，２０３ 

リスク・アセット等    （３）  

信用リスク・アセットの額の合計額 １３６，４３９ １４３，０２４ 

 

資産（オン・バランス）項目 １３１，６５９ １３７，９９８ 

 うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △１，４２５ △１，４２５ 

  

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △１，４２５ △１，４２５ 

うち、上記以外に該当するものの額 － － 

オフ・バランス取引等項目 ４，７４７ ４，９１７ 

ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額 ３２ １０５ 

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額 ０ ３ 

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 ６，６４３ ６，５３１ 

信用リスク・アセット調整額 － － 

オペレーショナル・リスク相当額調整額 － － 

リスク・アセット等の額の合計額     （ニ）                             １４３，０８２ １４９，５５６ 

連結自己資本比率 

連結自己資本比率 ((ハ)／(ニ)) １３．３６％ １２．８４％ 

（注）「信用金庫法第 89 条第 1 項において準用する銀行法第 14 条の 2 の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に 

照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 21 号）」に基づく開示を行っております。 

なお、当金庫グループは国内基準により自己資本比率を算出しております。 
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■自己資本の充実度に関する事項 

  信用リスク及びオペレーショナル・リスクの所要自己資本の額                 （単位：百万円） 

 
平成３０年度 令和元年度 

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額 

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額の 

合計 
１３６，４３９ ５，４５７ １４３，０２４ ５，７２０ 

 

①標準的手法が適用されるポートフォリオ

ごとのエクスポージャー 
１３４，４３３ ５，３７７ １４０，０９９ ５，６０３ 

 

(ⅰ)ソブリン向け ３，９６３ １５８ ４，６４４ １８５ 

(ⅱ)金融機関向け １９，９０８ ７９６ １６，７４６ ６６９ 

(ⅲ)法人等向け ５０，６０７ ２，０２４ ５７，１３０ ２，２８５ 

(ⅳ)中小企業等・個人向け ３７，８３３ １，５１３ ３８，６２４ １，５４４ 

(ⅴ)抵当権付住宅ローン ３，３８４ １３５ ２，５４５ １０１ 

(ⅵ)不動産取得等事業向け ８，４３２ ３３７ １０，８９４ ４３５ 

(ⅶ) ３ヵ月以上延滞等 ２４１ ９ ２７２ １０ 

(ⅷ)その他 １０，０６２ ４０２ ９，２４１ ３６９ 

②証券化エクスポージャー － － － － 

③リスク・ウエイトのみなし計算が適用され

るエクスポージャー 
３，３９８ １３５ ４，２４２ １６９ 

 ルック・スルー方式 ３，３９８ １３５ ４，２４２ １６９ 

④経過措置によりリスク・アセットの額に算

入されるものの額 
－ － － － 

⑤他の金融機関等の対象資本等調達手

段に係るエクスポージャーに係る経過

措置によりリスク・アセットの額に算入さ

れなかったものの額 

△１，４２５ △５７ △１，４２５ △５７ 

⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額 ３２ １ １０５ ４ 

⑦中央清算機関関連エクスポージャー ０ ０ ３ ０ 

ロ．オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除

して得た額 
６，６４３ ２６５ ６，５３１ ２６１ 

ハ．連結総所要自己資本額（イ＋ロ） １４３，０８２ ５，７２３ １４９，５５６ ５，９８２ 

  （注） １．所要自己資本の額＝リスクアセット×４％ 
      ２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の

与信相当額のことです。 
      ３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給

公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際
開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会及び漁業信用基金協会の
ことです。 

      ４．「３ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係る
エクスポージャー及び「ソブリン向け」「金融機関向け」「法人等向け」においてリスク・ウエイトが１５０％になったエ
クスポージャーのことです。 

      ５．オペレーショナル・リスク相当額は、「基礎的手法」により算出しております。 
          

＜オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法＞ 
                粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％ 
                 直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数 
 
      ６．連結総所要自己資本額＝連結自己資本比率の分母の額×４％ 
 
 

■信用リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要  
本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．２４をご参照ください。 

 
 

■リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関 

本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．２４をご参照ください。 
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■信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高 
 

業種別及び残存期間別                                       （単位：百万円） 
 エクスポージャー 
        区分 
 
 
 
地域区分 
業種区分 
期間区分 

信用リスクエクスポージャー期末残高 

３ヵ月以上延滞  

エクスポージャー  

貸出金、コミットメン

ト及びその他のデリ

バティブ以外のオ

フ・バランス取引 

債   券 デリバティブ取引 

３０年度 元年度 ３０年度 元年度 ３０年度 元年度 ３０年度 元年度 ３０年度 元年度 

製 造 業 １４，１９７ １６，１６７ １０，３６２ １１，２７３ ２，７００ ４，１００ － － ４０ ３５ 

農 業 、 林 業 ３６０ ４７５ ３６０ ４７５ － － － － １ ０ 

漁 業 ２３４ ２７２ ２３４ ２７２ － － － － ４ ４ 

鉱 業 、 採 石 業 、 

砂利採取業 
１ 0 １ ０ － － － － 

 

－ 

 

 

－ 

 

建 設 業 １４，５２０ １５，５４０ １３，９８０ １４，６３５ ５０９ ９０４ － － １３ ６ 

電 気 ・ ガ ス ・ 

熱供 給 ・ 水 道業 
３，１０４ ４，２６５ ７００ ６６２ ２，４０３ ３，６０３ － － － － 

情 報 通 信 業 ２９５ ６１６ １０４ １２４ １００ ４００ － － － － 

運輸業 、郵便業 ４，１８１ ４，３７７ ３，０３６ ３，２３３ １，１０４ １，１０３ － － ３ １ 

卸売業 、小売業 １２，６０９ １３，１０２ １１，８１５ １２，２０８ ７００ ８００ － － ６５ ３９ 

金融業 、保険業 １０７，３１９ ９０，４２５ ５，２６４ ５，２３４ ７，７００ ６，６００ － － － － 

不 動 産 業 ２５，００１ ２７，８４５ ２３，６４７ ２６，３０８ １，３００ １，５００ － － ２３ １９ 

物 品 賃 貸 業 ６００ ８０８ ６００ ８０８ － － － － － － 

学術研究、専門・技

術 サ ー ビ ス 業 
４，０３７ ４，８４７ ４，０２９ ４，４２７ － － － － － － 

宿 泊 業 ６，７２６ ６，９３０ ６，７２６ ６，９３０ － － － － ５１ ４８ 

飲 食 業 ５，９６０ ５，７４１ ５，９６０ ５，７４１ － － － － ６ ２５ 

生活関連サービス

業 、 娯 楽 業 
３，１６０ ２，８１７ ３，０６６ ２，８０７ － － － － ３０ ２４ 

教育、学習支援業 ５１６ ７６６ ５１６ ７６６ － － － － ５ ４ 

医 療 、 福 祉 ５，４１４ ５，７７３ ５，４１４ ５，７７３ － － － － － － 

その他のサービス ８，５６０ ８，６５１ ８，５１９ ８，６１１ － － － － ７ １３ 

国・地方公共団体等 ７１，１１２ ７２，４５７ ３５，４６９ ３５，１０６ ３５，６３９ ３７，３４７ － － － － 

個 人 ３６，９６２ ３６，１０７ ３６，９６２ ３６，１０７ － － － － ２３ ５３ 

そ の 他 １４，０４０ １８，０４３ － － ５９０ ３，７９０ － － － － 

業 種 別 合 計 ３３８，９２０ ３３６，０３４ １７６，７７６ １８１，５１０ ５２，７４６ ６０，１４９ － － ２７８ ２７６ 

１ 年 以 下 １００，２４２ ８７，８３９ ３０，９９３ ２９，６５３ ２，６３８ ２，１７９ － －  

１ 年 超 ３ 年 以 下 ２７，１３６ ２６，３１０ １３，１３２ １１，８４３ ３，７０３ ５，９６７ － －  

３ 年 超 ５ 年 以 下 ２７，１４９ ３１，４７２ １５，８４９ ２０，３６９ １０，５９９ １０，２０２ － －  

５ 年 超 ７ 年 以 下 ２９，１７５ ２４，６５５ １６，０６０ １７，４１２ １１，６１８ ５，４８１ － －  

７ 年 超 １ ０ 年 以 下 ４０，０６４ ３９，９４５ ２４，５８９ ２４，８７０ ５，５５４ １１，０３６ － －  

１ ０ 年 超 ９５，４６４ １０２，０１５ ７５，５２１ ７６，８２３ １８，０４１ ２１，４９２ － －  

期 間 の 定 め 

の な い も の 
１９，６８８ ２３，７９４ ６２９ ５３７ ５９０ ３，７９０ － －  

残存期間別合計 ３３８，９２０ ３３６，０３４ １７６，７７６ １８１，５１０ ５２，７４６ ６０，１４９ － －  

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。 
   ２．「３ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している

債務者に係るエクスポージャーのことです。 
   ３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分

に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には現金、固定資産、その他資産などが含まれます。 
   ４．ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。 
   ５．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。 

※当金庫グループは、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しておりま
す。 
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■リスク・ウエイトの区分ごとのエクスポージャーの額等             （単位：百万円） 

告示で定める 

ﾘｽｸ･ｳｴｲﾄ区分（％） 

エクスポージャーの額 

平成３０年度 令和元年度 

格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し 

０％ － ７４，４４９ － ７６，１７９ 

１０％ － ２４，６８１ － ２５，７６１ 

２０％ １，９９１ １０１，７７７ ２，４２３ ８６，０９０ 

３５％ － ９，６６９ － ７，２７３ 

５０％ １７，８３９ １４３ ２０，６２７ ３１１ 

７５％ － ４０，９９５ － ４２，１３０ 

１００％ １，２８５ ６５，１６０ ２，３１４ ７２，１８７ 

１５０％ － ４１ － １６４ 

２００％ － － － － 

２５０％ － ８８４ － ５６９ 

１，２５０％ － － － － 

その他 － － － － 

合  計 ３３８，９２０ ３３６，０３４ 

  （注）１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。 
     ２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウエイトに区分しています。 

３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入部分を除く）、ＣＶＡリスクおよび
中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。 

 

■一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額  

本開示は、単体における開示内容と同一計数となっております。Ｐ．２６をご参照ください。 

 

■業種別の個別貸倒引当金の残高及び貸出金償却の額 

本開示は、単体における開示内容と同一計数となっております。Ｐ．２６をご参照ください。 

 

■信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続きの概要  

本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．２７をご参照ください。 

  

■信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 

本開示は、単体における開示内容と同一計数となっております。Ｐ．２７をご参照ください。 

  

■オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針および手続の概要  

本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．２８をご参照ください。 

  

■オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称  

当金庫グループでは、粗利益をベースに算出する「基礎的手法」を採用しております。  

  

■オペレーショナル・リスク相当額                         （単位：百万円） 

 平成３０年度 令和元年度 

オペレーショナル・リスク相当額 ５３１ ５２２ 

  

■金利リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要  

本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．２９をご参照ください。 

  

■銀行勘定における金利リスクの算定手法の概要 

本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．２９をご参照ください。 
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■金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額  

本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．２９をご参照ください。 
  

■派生商品取引及び長期決済期間取引に関する事項  

当該取引は行っておりません。 
  

■証券化エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要  

本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．３０をご参照ください。 
  

■証券化エクスポージャーについて信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称  
当金庫グループは「標準的手法」を採用しております。 

  

■証券化取引に関する会計方針 
本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．３０をご参照ください。 

  

■証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関  
本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．３０をご参照ください。 

  

■当金庫グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項  

当該取引は行っておりません。 
  

■当金庫グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項  

①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳  

ａ．証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） 

本開示は、単体における開示内容と同一計数となっております。Ｐ．３０をご参照ください。 

ｂ．再証券化エクスポージャー 

当該取引は行っておりません。 

②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウエイトの区分ごとの残高及び所要自己資本

の額等 

ａ．証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） 

本開示は、単体における開示内容と同一計数となっております。Ｐ．３０をご参照ください。 

ｂ．再証券化エクスポージャー 

当該取引は行っておりません。 

③保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人に適用される

リスク・ウエイトの区分ごとの内訳 

当該取引は行っておりません。 
  

■株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要  
本開示は、単体における開示内容と同一となります。Ｐ．３１をご参照ください。 

  

■株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額等                 （単位：百万円） 

 
売買目的有価証券 その他有価証券で時価のあるもの 

その他有
価証券で
時価のな
いもの等 

貸借対照

表計上額 

当期の損益
に含まれた
評価差額 

取得原価 
(償却原価) 

貸借対照

表計上額 

評価差額 貸借対照

表計上額  うち益 うち損 

上 場 

株 式 

平成３０年度 － － １，４２７ １，１１８ △３０９ １２ ３２１ － 

令和元年度 － － ９３２ ６８４ △２４７ ４ ２５２ － 

非 上 場 

株 式 等 

平成３０年度 － － １６７ １９１ ２３ ２３ － １，６６３ 

令和元年度 － － １６７ １８１ １４ １４ － １，６６３ 

合 計 
平成３０年度 － － １，５９５ １，３０９ △２８５ ３５ ３２１ １，６６３ 

令和元年度 － － １，１００ ８６６ △２３３ １８ ２５２ １，６６３ 

（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。 
   ２．上記の「非上場株式等」は、非上場株式のほか信金中央金庫出資金、投資事業有限責任組合出資持分です。 
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【単体ベースの開示項目】 
 
１．金庫の概況及び組織に関する事項 

⑴事業の組織…………………………………… ９ 
⑵理事及び監事の氏名及び役職名…………… ９ 
⑶会計監査人の氏名又は名称…………………５６ 
⑷事務所の名称及び所在地……………………４０ 

２．金庫の主要な事業の内容 ……………１２ 
３．金庫の主要な事業に関する事項 

⑴直近の事業年度の事業の概況………………１０ 
⑵直近の５事業年度の主要な事業の状況 
①経常収益……………………………………６２ 
②経常利益……………………………………６２ 
③当期純利益…………………………………６２ 
④出資総額及び出資総口数…………………６２ 
⑤純資産額……………………………………６２ 
⑥総資産額……………………………………６２ 
⑦預金積金残高………………………………６２ 
⑧貸出金残高…………………………………６２ 
⑨有価証券残高………………………………６２ 
⑩単体自己資本比率…………………２２・６２ 
⑪出資に対する配当金………………………６２ 
⑫職員数………………………………………６２ 

⑶直近の２事業年度の状況 
①主要な業務の状況を示す指標 

ｱ.業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、 
 実質業務純益、コア業務純益及びコア 
 業務純益（投資信託解約損益を除く） 
……………………………………６２・６３ 

ｲ.資金運用収支、役務取引等収支、及び 
     その他業務収支…………………………６２ 

ｳ.資金運用勘定並びに資金調達勘定の 
平均残高、利息、利回り及び資金利鞘 
……………………………………………６３ 

ｴ.受取利息及び支払利息の増減…………６３ 
ｵ.総資産経常利益率………………………６３ 
ｶ.総資産当期純利益率……………………６３ 

②預金に関する指標 
ｱ.流動性預金、定期性預金、譲渡性預金 
その他の預金の平均残高………………５７ 

ｲ.固定金利定期預金、変動金利定期預金 
及びその他の区分ごとの定期預金の残 
高…………………………………………５７ 

③貸出金等に関する指標 
ｱ.手形貸付、証書貸付、当座貸越及び 
割引手形の平均残高……………………５７ 

ｲ.固定金利及び変動金利の区分ごとの 
貸出金の残高……………………………５７ 

ｳ.担保の種類別の貸出金残高及び 
債務保証見返額…………………５７・５８ 

ｴ.使途別の貸出金残高……………………５８ 
ｵ.業種別の貸出金残高及び貸出金の 
総額に占める割合………………………５８ 

ｶ.預貸率の期末値及び期中平均値………５８ 
④有価証券に関する指標 

ｱ.商品有価証券の種類別の平均残高……５９ 
ｲ.有価証券の種類別の残高………………５９ 
ｳ.預証率の期末値及び期中平均値………５９ 

４．金庫の事業の運営に関する事項 
⑴リスク管理の体制……………………………２１ 
⑵法令遵守の体制………………………………１７ 
 
 

 
 
 
 
⑶中小企業の経営の改善及び地域の活性化の 
ための取組の状況……………………１５・１６ 

⑷金融ＡＤＲ制度への対応……………１９・２０ 
５．直近の２事業年度における財産の状況 

⑴貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書 
…………………………………………４７～５５ 

  ⑵リスク管理債権の状況 
①破綻先債権該当貸出金……………………３２ 
②延滞債権該当貸出金………………………３２ 
③３ヶ月以上延滞債権該当貸出金…………３２ 
④貸出条件緩和債権該当貸出金……………３２ 

⑶自己資本の充実の状況 
①定性的な開示事項…………………２１～３１ 
②定量的な開示事項…………………２１～３１ 

⑷次に掲げるものに関する有価証券の取得価 
額又は契約価額、時価及び評価損益 
①有価証券……………………………５９・６０ 
②金銭の信託…………………………………６１ 
③規則１０２条第１項第５号に掲げる取引 

………………………………………………６１ 
⑸貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額…２６ 
⑹貸出金償却額…………………………………２６ 
⑺会計監査人の監査を受けている旨…………５５ 

６．報酬等に関する事項 
 ⑴役職員の報酬体系……………………………３６ 
 
※代表者の確認署名………………………………５５ 
※金融再生法に基づく開示債権…………………３３ 
 
【連結ベースの開示項目】 
 
７．金庫及びその子会社等の概況に関する事項 

⑴主要な事業の内容及び組織の構成…………６４ 
⑵金庫の子会社等に関する事項………………６４ 

８．金庫及びその子会社等の主要な事業に関 
する事項 
⑴直近の事業年度の事業の概況………………６４ 
⑵直近の５連結会計年度の主要な事業の状況 
①経常収益……………………………………７４ 
②経常利益……………………………………７４ 
③当期純利益…………………………………７４ 
④純資産額……………………………………７４ 
⑤総資産額……………………………………７４ 
⑥連結自己資本比率…………………７４・７５ 

９．金庫及びその子会社等の直近の２連結会 
計年度における財産の状況に関する事項  
⑴連結貸借対照表、連結損益計算書及び 
連結剰余金計算書……………………６５～７３ 

⑵金庫及びその子会社等のリスク管理債権の状況 
①破綻先債権該当貸出金……………………７４ 
②延滞債権該当貸出金………………………７４ 
③３ヶ月以上延滞債権該当貸出金…………７４ 
④貸出条件緩和債権該当貸出金……………７４ 

  ⑶金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況 
①定性的な開示事項…………………７４～７９ 
②定量的な開示事項…………………７４～７９ 

⑷事業の種類別の経常収益・経常利益・資産の額 
…………………………………………………７４ 

10．報酬等に関する事項 
⑴役職員の報酬体系……………………………３６ 
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〒926-8601 石川県七尾市桧物町３５番地 

TEL 0767-52-3450(代表)／54-0593(直通) 

FAX 0767-52-1305 

E-mail: sousen@notoshin.co.jp 
ＵＲＬ:https://www.shinkin.co.jp/notoshin/ 




